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Ⅰ　

序

　

米
国
で
は
近
年
、「
特
許
制
度
の
危
機
」（P

atent C
risis

）
や
「
特
許
制
度
の
破
綻
」（P

atent F
ailure

）
が
し
ば
し
ば
叫
ば
れ
て
お
り
、

同
様
の
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
関
連
書
籍
も
複
数
出
版
さ
れ
て
い
る（

1
）。

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
米
国
特
許
制
度
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
が
提

起
す
る
深
刻
な
問
題
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
特
許
出
願
の
急
増
と
そ
れ
に
伴
う
特
許
の
質
の
低
下
、
特
許
訴
訟
の
増
加

と
そ
れ
に
伴
う
訴
訟
コ
ス
ト
の
増
大
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
特
許
訴
訟
制
度
の
濫
用
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
八
〇
年
代
以

降
の
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
・
パ
テ
ン
ト
政
策
時
代
に
蓄
積
し
た
歪
み
が
噴
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
へ
の
対
応
が
米

国
特
許
法
上
の
重
要
な
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
米
国
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
以
降
、
立
法
、
行
政
、
司
法
の

各
機
関
に
よ
る
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
（P

atent R
eform

）
へ
の
取
り
組
み
が
活
発
化
し
て
い
る（

2
）。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
米
国
特
許
法
学
に
お
い
て
は
、
主
に
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、「
制
度
論
的
研
究
」（Institutional T

heories

）

と
呼
ば
れ
る
研
究
領
域
が
急
速
に
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
の
基
本
的
な
問
題
関
心
は
、
米
国
特
許
制
度
を
め
ぐ
る
環
境
の
変

化
が
も
た
ら
す
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
、
特
許
制
度
の
法
形
成
・
運
用
を
担
う
各
機
関
の
決
定
権
限
を
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
の
が
効
率
的

か
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
。
制
度
論
的
研
究
を
展
開
す
る
論
者
は
、「
特
許
制
度
の
危
機
」
と
い
う
問
題
意
識
を
共
有
し
、
パ
テ
ン
ト
・

リ
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
制
度
改
革
の
実
践
と
有
機
的
な
連
係
を
保
ち
な
が
ら
、
米
国
特
許
制
度
の
復
権
に
向
け
た
適
切
な
権
限
配
分
枠
組
み
の

　
（
二
一
九
二
）
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構
築
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
、
議
論
の
概
要
お
よ
び
そ
の

特
徴
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
考
察
を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
考
察
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
、
米
国
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
へ
の
関
心

の
高
ま
り
に
つ
い
て
概
観
し
（
Ⅱ
Ａ
）、
そ
の
後
、
米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
（
Ⅱ
Ｂ
）。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
考
察
内
容
を
ま
と
め
た
う
え
で
（
Ⅱ
Ｃ
）、
我
が
国
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
（
Ⅲ
）。

Ⅱ　

米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展

Ａ　

米
国
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
へ
の
関
心
の
高
ま
り

1
．
制
度
論
的
研
究
と
は

　

制
度
論
的
研
究
と
は
、
法
解
釈
方
法
論
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
、
行
政
庁
、
議
会
と
い
っ
た
法
を
解
釈
す
る
主
体
の
能
力
、
そ
の

主
体
が
担
う
役
割
、
お
よ
び
そ
の
解
釈
方
法
が
も
た
ら
す
法
解
釈
を
な
す
機
関
や
他
の
機
関
へ
の
影
響
と
い
っ
た
、
制
度
的
側
面
に
着
目
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
こ
と
を
指
す
と
定
義
さ
れ
て
い
る（

3
）。

米
国
法
解
釈
方
法
論
の
学
説
史
に
お
い
て
は
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
こ
の
よ

う
な
制
度
論
的
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
興
隆
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

4
）。

も
ち
ろ
ん
、
い
か
な
る
法
解
釈
方
法
論
で
あ
れ
、
解
釈
問
題
を
検
討

す
る
際
に
は
、
何
ら
か
の
制
度
像
を
前
提
に
し
て
議
論
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
法
解
釈
を
行
う
主
体
の
制
度
的
側
面
に
着
目
す
る

手
法
自
体
は
必
ず
し
も
新
規
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
米
国
で
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
発
展
し
た
制
度
論
的
法
解
釈
方
法
論
は
、
制
度

把
握
の
方
法
や
把
握
さ
れ
た
制
度
の
実
態
に
お
い
て
従
来
の
手
法
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
り
、そ
の
変
容
ぶ
り
は
「
制
度
論
的
転
回
」

（institutional turn

）
と
も
称
さ
れ
て
い
る（

5
）。

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
制
度
論
的
転
回
の
動
向
は
特
許
法
学
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
に

　
（
二
一
九
三
）
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も
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
米
国
法
解
釈
方
法
論
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展
に
つ
い
て
、
ご
く
簡

単
に
眺
め
る
こ
と
に
し
よ
う（

6
）。

2
．
米
国
法
解
釈
方
法
論
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展

　

米
国
法
解
釈
方
法
論
の
学
説
史
に
お
い
て
、
比
較
的
早
く
か
ら
解
釈
主
体
の
制
度
的
側
面
に
着
目
し
た
手
法
を
採
用
す
る
見
解
と
し
て
注

目
さ
れ
る
の
は
、
ハ
ー
ト
＆
サ
ッ
ク
ス
（H

enry M
. H

art, Jr. &
 A

lbert M
. Sacks

）
ら
を
中
心
と
す
る
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
学
派
で

あ
る（

7
）。

（
1
）
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
学
派

　

リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
学
派
は
、
米
国
黄
金
期
と
呼
ば
れ
た
一
九
五
〇
年
代
に
広
く
影
響
力
を
も
っ
た
学
派
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
法

の
目
的
を
実
体
的
価
値
に
置
く
こ
と
は
避
け
、
法
プ
ロ
セ
ス
の
調
整
を
中
心
に
据
え
た
理
論
構
築
を
図
る
点
に
あ
る
。
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
セ

ス
は
、
私
的
な
秩
序
形
成
を
第
一
義
的
に
重
視
し
、
そ
う
し
た
私
的
秩
序
形
成
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
場
合
に
、
社
会
の
多
元
的
な
利
益
を

調
整
し
て
人
々
の
幸
福
の
増
進
を
図
る
こ
と
が
法
の
目
的
で
あ
る
と
措
定
す
る
。
そ
し
て
、
立
法
・
行
政
・
司
法
・
市
場
と
い
う
制
度
間
の

協
調
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
法
の
プ
ロ
セ
ス
を
適
切
に
調
整
す
る
こ
と
が
法
の
役
割
で
あ
り
、
そ
う
し
た
制
度
設
計
の
指
針
を
提
示
す

る
こ
と
が
法
理
論
の
役
割
で
あ
る
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
学
派
の
構
想
は
、
理
想
化
さ
れ
た
制
度
像
、
す
な
わ
ち
各
制
度
は
自
ら
の
制
度
的
適
性
を
踏
ま
え
、

他
の
制
度
と
協
調
し
な
が
ら
、
公
益
の
実
現
に
向
け
て
理
性
的
に
機
能
す
る
と
い
う
制
度
像
を
前
提
と
し
て
い
た
。
同
学
派
は
、
立
法
府
に

対
し
て
厚
い
信
頼
を
置
い
て
お
り
、
制
定
法
に
つ
い
て
公
益
実
現
を
目
的
と
し
た
産
出
物
で
あ
る
と
の
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
た

　
（
二
一
九
四
）
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め
、
制
定
法
解
釈
に
お
い
て
も
、
立
法
者
の
公
益
目
的
を
理
性
的
か
つ
内
在
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
、
制
度
間
で
の
本
質
的

な
対
立
や
緊
張
関
係
な
ど
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
想
化
さ
れ
た
制
度
像
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
そ
の
基
盤
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
る
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
の
顕

在
化
を
契
機
と
し
て
、
批
判
法
学（

8
）か

ら
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
実
体
的
正
義
の
観
点
か
ら
制
定
法
の
文
言
と
矛
盾
す
る
司
法

解
釈
を
行
う
こ
と
も
厭
わ
な
い
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
司
法
積
極
主
義
の
展
開
は
、
も
は
や
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
の
枠
組
み
で
は
説

明
で
き
な
い
法
現
象
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
学
派
の
影
響
力
は
急
速
に
低
下
し
、
同
理
論
は
衰
退
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
一
九
六
〇
年
代
の
議
論
は
、
大
づ
か
み
に
い
え
ば
、〈
立
法
府
へ
の
懐
疑
〉
と
〈
司
法
積
極
主
義
の
台
頭
〉
を
基
調
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
司
法
積
極
主
義
に
対
し
て
は
「
法
の
支
配
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
支
配
に
陥
っ
て
い
る
」

と
の
批
判
が
高
ま
っ
た
。
ま
た
連
邦
最
高
裁
判
所
が
保
守
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
裁
判
官
の
法
解
釈
の
裁
量
を
適
切
に
統
治
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
強
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
一
九
九
〇
年
代
に
優
勢
に
な
っ
て
い
っ
た
の
が
、
司
法
消
極
主
義
の
潮
流
で
あ
る
。

（
2
）
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
興
隆

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
九
〇
年
代
に
法
解
釈
方
法
論
に
お
い
て
制
度
論
的
転
回
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
こ
で
は
、
リ
ー
ガ
ル
・
プ

ロ
セ
ス
の
よ
う
に
制
度
を
理
想
化
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
制
度
も
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
制
度
間
で
の
権
限
配
分

の
問
題
と
し
て
制
定
法
解
釈
論
を
捉
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
興
隆
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
代
表
的
論
者
と
し

て
、サ
ン
ス
テ
ィ
ン
（C

ass R
. Sunstein

）
と
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
（A

drian V
erm

eule

）
の
二
人
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
人
と
も
、

司
法
判
断
の
射
程
を
狭
く
考
え
る
傾
向
が
あ
り
、
裁
判
所
の
解
釈
姿
勢
と
し
て
も
司
法
消
極
主
義
を
推
奨
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る（

9
）。

　
（
二
一
九
五
）
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サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
、
熟
議
民
主
政
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
お
り
、
民
主
過
程
の
な
か
で
出
て
く
る
価
値
こ
そ
が
社
会
に
と
っ
て
根
源
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
そ
れ
ゆ
え
司
法
府
の
役
割
に
つ
い
て
も
、
立
法
府
に
お
い
て
質
的
、
量
的
に
熟
議
を
尽
く
し
た
う
え
で
結
論

を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
条
件
の
整
備
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
そ
し
て
、
社
会
に
お
け
る
深
刻
な
価
値
対
立
や
裁
判
官
に
お
け
る

価
値
観
の
多
元
性
を
前
提
と
す
る
と
、
裁
判
所
は
、
包
括
的
な
先
例
判
断
を
示
す
こ
と
は
避
け
、
当
面
の
問
題
を
解
決
す
る
う
え
で
必
要
最

小
限
の
司
法
判
断
の
み
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
主
張
す
る
（「
不
完
全
に
理
論
化
さ
れ
た
合
意
」
論
）。
こ
の
よ
う
な
狭
く

浅
い
司
法
判
断
に
よ
っ
て
、
立
法
府
に
お
い
て
熟
議
が
行
わ
れ
る
空
間
を
残
し
、
熟
議
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
司
法
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
が
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
推
奨
す
る
法
解
釈
方
法
論
で
あ
る（

10
）。

　

一
方
の
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
は
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
よ
う
に
熟
議
民
主
政
と
い
っ
た
高
次
の
価
値
原
理
か
ら
法
解
釈
の
ル
ー
ル
を
演
繹
す
る

こ
と
は
し
な
い
。
彼
は
、
法
を
解
釈
す
る
機
関
の
能
力
（institutional capacities

）
と
、
あ
る
法
解
釈
方
法
の
選
択
が
他
の
機
関
に
与
え

る
制
度
的
な
影
響
（system

ic effects

）
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
基
づ
い
て
、
司
法
府
に
期
待
さ
れ
る
制
定
法
解
釈
の
態
度
と
し
て
一
種

の
形
式
主
義
（form

alism

）
を
推
奨
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
制
定
法
の
文
言
が
明
白
か
つ
特
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で

あ
れ
、
曖
昧
な
場
合
で
あ
れ
、
裁
判
所
は
、
制
定
法
解
釈
の
助
け
と
し
て
立
法
経
緯
や
他
の
資
料
を
参
照
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
り
、

文
言
を
そ
の
ま
ま
字
義
ど
お
り
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
（
こ
う
し
た
立
場
は
テ
ク
ス
ト
主
義
（textualism

）
と
呼
ば
れ
る
）。
そ

の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
司
法
の
失
敗
の
リ
ス
ク
で
あ
る
。
彼
は
と
く
に
、
法
解
釈
に
お
い
て
複
雑
な
事
実
を
取
り
扱
う
裁
判
官

の
能
力
の
限
界
（
時
間
、
情
報
、
情
報
処
理
能
力
の
面
で
の
制
約
）
や
法
解
釈
を
誤
っ
た
場
合
の
過
誤
コ
ス
ト
の
大
き
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

他
方
で
、
テ
ク
ス
ト
主
義
の
採
用
が
立
法
府
に
与
え
る
制
度
的
な
影
響
と
し
て
、
立
法
府
は
絶
え
ず
変
化
す
る
社
会
状
況
へ
の
適
応
を
求
め

ら
れ
る
結
果
、
立
法
が
過
度
に
複
雑
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
懸
念
は
、
む
し
ろ
立
法
を
鍛
え
上
げ
る
規
律
効
果
に
よ
っ
て

立
法
府
の
能
力
を
高
め
、
民
主
政
を
促
進
す
る
効
果
を
も
つ
と
彼
は
主
張
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
帰
結
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
る

　
（
二
一
九
六
）
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司
法
形
式
主
義
が
、
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
の
推
奨
す
る
法
解
釈
方
法
論
で
あ
る（

11
）。

3
．
特
許
法
学
へ
の
波
及
？

　

以
上
の
よ
う
に
、一
九
九
〇
年
代
以
降
の
法
解
釈
方
法
論
に
お
け
る
議
論
は
、〈
司
法
消
極
主
義
の
台
頭
〉
と
〈
立
法
府
へ
の
信
頼
の
復
権
〉

を
一
つ
の
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ト
レ
ン
ド
が
米
国
法
学
界
を
席
巻
し
て
い
た
二
〇
〇
〇
年
代
に
、
特
許
法
学

に
お
い
て
制
度
論
的
研
究
が
興
隆
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
許
法
学
に
お
け
る
議
論
の
色
彩
に
も
大
な
り
小
な
り
影
響
を
与

え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

特
許
法
学
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
の

連
邦
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
（
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
）
に
よ
る
司
法
判
断
の
傾
向
と
し
て
、
ル
ー
ル
志
向
の
形
式
主
義
へ
の
転
回
が
み
ら
れ
る
と
い
う
指

摘
で
あ
る（

12
）。

こ
こ
で
い
う
ル
ー
ル
形
式
主
義
（
司
法
ル
ー
ル
形
式
主
義
（adjudicative rule form

alism

）
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
は
、
法
規

範
は
で
き
る
限
り
形
式
的
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
、
法
の
適
用
前
に
公
職
者
（public officials

）
が
法
の
内
容

を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
規
範
的
原
則
の
こ
と
を
指
す（

13
）。

こ
の
ル
ー
ル
形
式
主
義
に
基
づ
け
ば
、
立
法
者
は
可
能
な
限
り
、
曖

昧
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
は
な
く
明
確
な
境
界
を
も
つ
ル
ー
ル
を
定
め
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
と
い
う（

14
）。

　

こ
う
し
た
ル
ー
ル
形
式
主
義
を
志
向
す
る
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
判
決
の
潮
流
を
明
確
に
主
題
化
し
た
の
は
、
二
〇
〇
三
年
に
発
表
さ
れ
た
ト
ー
マ
ス

（John R
. T

hom
as

）
の
論
文
で
あ
る（

15
）。

ト
ー
マ
ス
は
、
米
国
特
許
法
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
、
と
り
わ
け
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
の
例
外
法
理（

16
）、

審
査
経
過
禁
反
言
法
理（

17
）、P

ublic D
edication

法
理（

18
）、

米
国
特
許
法
一
〇
二
条
（
ｂ
）
の
「
販
売
日
」
基
準
（“on-sale ” bar （

19
））、

お
よ
び
非

自
明
性
基
準（

20
）と

い
っ
た
分
野
に
お
い
て
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
が
ル
ー
ル
形
式
主
義
的
な
態
度
を
強
め
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

21
）。

　

例
え
ば
、
非
自
明
性
基
準
に
つ
い
て
い
え
ば
、In re Sang Su L

ee., 277 F.3d 1338 

（F
ed.C

ir. 2002

）
が
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
の
典
型

　
（
二
一
九
七
）
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と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ビ
デ
オ
表
示
装
置
の
機
能
を
自
動
的
に
表
示
す
る
方
法
の
発
明
に
つ
い
て
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
が
当
業
者
の
技
術
常

識
に
基
づ
い
て
本
件
発
明
は
引
例
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
自
明
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
が
引
例
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
の
動
機
ま
た
は
示
唆
に
つ
い
て
具
体
的
な
証
拠
を
も
っ
て
立
証
し
て
い
な
い
と
し
て
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
判
断
を
覆
し
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
引
例
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
発
明
の
非
自
明
性
判
断
に
お
い
て
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
が
自
明
で
あ
る
こ
と
の
「
教
示

（teaching

）、
示
唆
（suggestion

）
ま
た
は
動
機
付
け
（m

otivation

）」
が
引
例
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
Ｔ
Ｓ
Ｍ
テ
ス
ト
を

厳
格
な
ル
ー
ル
と
し
て
形
式
的
に
適
用
し
よ
う
と
試
み
る
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
態
度
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
判
断

姿
勢
と
い
う
も
の
は
、ま
さ
に
「
司
法
消
極
主
義
の
哲
学
の
実
践
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る（

22
）。

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、

司
法
判
断
に
際
し
て
特
許
政
策
を
考
慮
す
る
こ
と
に
特
別
の
抵
抗
感
を
示
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
司
法
判
断
傾
向
に
対
し
、
特
許
法
学
の
論
者
は
、
一
般
の
制
定
法
解
釈
と
特
許
法
領
域
の
法
解
釈
と
の
相
違

を
強
調
し
て
、
特
許
法
領
域
に
お
け
る
司
法
形
式
主
義
の
妥
当
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（D

an L
. 

B
urk &

 M
ark A

. L
em

ley

）
は
、
二
〇
〇
三
年
の
論
文
に
お
い
て
、「
憲
法
の
難
解
な
解
釈
の
よ
う
な
他
の
分
野
に
お
い
て
消
極
的
で
不
完

全
な
司
法
に
よ
る
理
論
化
が
も
つ
利
点
に
つ
い
て
は
、
我
々
も
認
め
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
関
し
て
は
、
現
在

の
よ
う
な
司
法
の
不
確
実
性
に
甘
ん
じ
る
余
裕
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
」
と
論
じ
て
い
る（

23
）。

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
が
主
に
念
頭

に
置
い
て
い
る
憲
法
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
道
徳
的
多
元
性
や
通
約
不
可
能
性
の
た
め
に
価
値
対
立
の
調
整
が
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
民
主
政
が
重
視
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
憲
法
領
域
に
お
い
て
謙
抑
的
な
司
法
判
断
が
推
奨
さ
れ
る
こ
と
に

は
合
理
性
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
特
許
法
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
米
国
で
は
、
特
許
制
度
の
目
標
が
イ
ノ

ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
に
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
許
法
が
規
律
す
る
領
域
は
、
技
術
・

産
業
・
市
場
の
動
向
変
化
が
激
し
く
、
時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
新
た
な
問
題
が
間
断
な
く
生
起
す
る
動
態
的
な
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

　
（
二
一
九
八
）
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こ
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
形
式
主
義
を
推
し
進
め
る
こ
と
は
、
特
許
法
を
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
政
策
か
ら
遠
ざ
け
る
恐
れ
が
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
特
許
法
領
域
に
お
い
て
、
上
記
の
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
判
断
傾
向
が
示
唆
す
る
よ
う
な
司
法
の
謙
抑
性
に
甘
ん
じ

る
余
裕
は
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る（

24
）。

　

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
ル
ー
ル
志
向
型
形
式
主
義
の
姿
勢
は
、
そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
の
積
極
的
な
介
入
に
よ
り
、
修
正
を
迫
ら
れ
る
に
至
っ
て
い

る
。
従
来
、
連
邦
最
高
裁
が
特
許
事
件
に
つ
い
て
受
理
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た（

25
）。

そ
の
た
め
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
が
事
実
上
の
最
終
法
廷

と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
以
降
、
連
邦
最
高
裁
は
、
特
許
事
件
を
積
極
的
に
受
理
す
る
よ
う
に
な
り
、
し
か
も
そ

の
受
理
し
た
事
件
に
つ
い
て
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
判
決
を
次
々
と
覆
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
述
べ
た
非
自
明
性
基
準
に
関
す
る
Ｔ

Ｓ
Ｍ
テ
ス
ト
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
テ
ス
ト
を
厳
格
か
つ
画
一
的
に
適
用
す
る
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
運
用
を
明
確
に
否
定
す
る
判
決

を
下
し
た
（K

SR
 Intern. C

o. v. Teleflex Inc., 550 U
.S. 398

（2007

））。
そ
の
た
め
今
日
で
は
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
従
来
の
形
式
主
義
的
な

判
断
姿
勢
に
つ
い
て
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る（

26
）。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
特
許
法
領
域
の
特
性
を
前
提
と
し
た
司
法
形
式
主
義
へ
の
懐
疑
は
、
米
国
特
許
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
変
化
へ
の

対
応
に
苦
し
む
行
政
府
へ
の
不
信
と
と
も
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
の
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
一
つ
の
主
題
を
な
し
て
い

く
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
に
入
る
と
、
特
許
制
度
の
各
運
用
機
関
に
よ
る
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の
取
り
組
み
が
始
動
し
、
こ

れ
を
受
け
て
制
度
論
的
研
究
の
議
論
の
色
彩
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
米
国
特
許
法
学
に
お
け

る
制
度
論
的
研
究
の
展
開
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
（
二
一
九
九
）
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米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展

1
．
状
況
の
変
化

　

ま
ず
議
論
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
米
国
特
許
制
度
を
取
り
巻
く

状
況
の
変
化
で
あ
る
。

（
1
）
特
許
出
願
件
数
の
急
増
と
特
許
の
質
の
低
下

　

状
況
変
化
の
第
一
は
、
特
許
出
願
件
数
の
急
増
と
特
許
の
質
の
低
下
で

あ
る
。
一
九
九
八
年
のState Street B

ank

事
件
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
判
決（

27
）を

一
つ

の
契
機
と
し
て
、
九
〇
年
代
後
半
に
、
特
許
出
願
、
と
り
わ
け
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
関
連
発
明
（
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
発
明
を
含
む
）
の
出
願
が
急
増
し
た
。

特
許
商
標
庁
（
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
）
の
年
次
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
特
許
出
願
件

数
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
急
増
し
は
じ
め
、
現
在
ま
で
増
加
の
一
途

を
辿
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
〇
年
と
二
〇
一
〇
年
と
を
比
較
し
て

み
る
と
、
特
許
出
願
件
数
は
約
二
・
九
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ

に
伴
っ
て
、
係
属
中
の
未
処
理
案
件
に
つ
い
て
は
約
四
・
七
倍
に
、
特
許

発
行
件
数
に
つ
い
て
も
約
二
・
四
倍
に
増
加
し
た
こ
と
が
窺
え
る
（
下
記

図
を
参
照
）。

　

こ
の
よ
う
な
出
願
件
数
の
急
増
は
、
審
査
官
に
過
剰
な
負
担
を
課
し
、

係争中の未処理案件

特許出願件数

特許発行件数

　
（
二
二
〇
〇
）
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個
別
の
出
願
審
査
に
審
査
官
が
費
や
す
こ
と
の
で
き
る
時
間
に
大
幅
な
制
約
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
特
許
審

査
期
間
は
平
均
二
〜
三
年
程
度
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が（

28
）、

そ
の
期
間
全
体
に
わ
た
っ
て
実
質
的
な
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

出
願
書
類
の
山
か
ら
審
査
官
が
取
り
出
す
ま
で
に
、
一
年
以
上
を
要
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
い
っ
た
ん
実
質
審
査
が

開
始
さ
れ
る
と
、
特
許
付
与
を
め
ぐ
る
評
価
作
業
に
審
査
官
が
実
際
に
費
や
す
時
間
は
極
端
に
短
く
、
ト
ー
タ
ル
で
平
均
一
八
時
間
程
度
で

あ
る
こ
と
が
最
近
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

29
）。

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
時
間
的
制
約
の
な
か
で
、
審
査
官
が
最
も
関
連
し
た
先
行
技
術

を
発
見
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
も
し
審
査
官
が
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
有
し
て
い
れ
ば
拒
絶
査
定
を
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
る
特
許
出
願
に
つ
い
て
も
、
最
終
的
に
特
許
付
与
査
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る（

30
）。

　

ま
た
最
近
で
は
、
審
査
官
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
構
造
が
特
許
の
質
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
見
ら
れ
る（

31
）。

国
家
公
務
員
で

あ
る
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
審
査
官
に
は
、
公
務
員
制
度
に
よ
り
、
特
許
出
願
に
対
す
る
最
初
の
応
答
と
最
終
的
な
処
分
に
対
し
て
の
み
報
酬
が
支

払
わ
れ
る
業
績
評
価
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
大
量
の
未
処
理
案
件
を
抱
え
る
審
査
官
に
は
ハ
ー
ド
ケ
ー
ス
に
お
い
て

よ
り
多
く
の
時
間
を
費
や
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
働
き
に
く
い
。
か
え
っ
て
、
審
査
官
に
は
担
当
の
ケ
ー
ス
を
で
き
る
だ
け
短
時
間
で
処
理

し
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
働
き
や
す
い
と
こ
ろ
、
出
願
審
査
を
最
も
手
っ
取
り
早
く
処
理
す
る
方
法
が
特
許
付
与
査
定
を
行
う
こ

と
で
あ
る
と
い
う
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る（

32
）。

　

こ
れ
ら
の
要
因
が
複
合
的
に
作
用
し
て
、
有
効
性
の
疑
わ
し
い
特
許
の
増
加
を
招
き
、
特
許
の
質
の
低
下
を
招
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

33
）。

（
2
）
特
許
訴
訟
の
増
加
と
訴
訟
コ
ス
ト
の
高
騰

　

続
い
て
、
状
況
変
化
の
第
二
は
、
特
許
訴
訟
の
増
加
と
訴
訟
コ
ス
ト
の
高
騰
で
あ
る
。

　

近
年
、
特
許
訴
訟
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
あ
る
統
計
に
よ
れ
ば
、
連
邦
地
裁
に
お
け
る
特
許
関
連
訴
訟
件
数
は
、
一
九
九
四
年
度
に
は
一

　
（
二
二
〇
一
）
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六
一
七
件
で
あ
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
九
年
度
に
は
二
七
九
二
件
に
上
昇
し
、
約
一
・
七
倍
の
増
加
と
な
っ
て
い
る（

34
）。

　

特
許
訴
訟
が
増
加
し
た
背
景
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
関
連
特
許
の
急
増
で
あ
る（

35
）。

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
関
連
特
許
は
、
医

薬
特
許
に
比
べ
る
と
ク
レ
ー
ム
の
文
言
が
曖
昧
か
つ
抽
象
的
で
あ
り
、
権
利
の
境
界
も
不
明
確
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
関
連

特
許
の
ク
レ
ー
ム
は
、
競
業
者
に
権
利
範
囲
を
告
知
す
る
機
能
（notice function

）
を
有
効
に
発
揮
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
ま
た
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
産
業
で
は
、
一
つ
の
製
品
の
上
に
複
数
の
特
許
が
成
立
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
特
許
関
連
に
つ

い
て
は
、
権
利
範
囲
が
過
度
に
広
範
か
つ
錯
綜
し
た
も
の
と
な
っ
て
権
利
処
理
が
効
率
的
に
進
ま
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
パ
テ
ン
ト
・
シ

ケ
ッ
ツ
問
題
（patent thicket
）
が
生
じ
や
す
い
と
さ
れ
る（

36
）。

こ
の
よ
う
に
不
確
実
性
を
抱
え
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
関
連
特
許
は
、
他
分
野

の
特
許
よ
り
も
訴
訟
頻
度
が
高
く
、
訴
訟
コ
ス
ト
の
高
騰
を
も
た
ら
し
や
す
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

37
）。

　

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
関
連
特
許
に
限
ら
ず
、
特
許
訴
訟
の
増
加
に
伴
っ
て
懸
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
が
、
訴
訟
コ
ス
ト
の
高
騰
で
あ

る
。
例
え
ば
、
製
薬
・
化
学
産
業
以
外
の
産
業
分
野
に
お
い
て
米
国
特
許
制
度
が
米
国
公
開
会
社
に
も
た
ら
す
訴
訟
コ
ス
ト
の
総
計
は
、
一

九
八
〇
年
代
に
は
約
二
〇
億
ド
ル
で
安
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
急
激
に
上
昇
し
、
一
九
九
九
年
時
点
で
は
一
〇
〇

億
ド
ル
以
上
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
最
近
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る（

38
）。

　

こ
う
し
た
訴
訟
コ
ス
ト
の
高
騰
を
招
く
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
特
許
訴
訟
に
お
け
る
不
確
実
性
の
増
大
で
あ
る
。
例
え

ば
、
ク
レ
ー
ム
解
釈
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
ク
レ
ー
ム
解
釈
は
、
一
九
九
六
年
に
、
事
実
問
題
で
は
な
く
純
粋
な
法

律
問
題
で
あ
る
こ
と
が
判
例
上
確
立
さ
れ（

39
）、

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
連
邦
地
裁
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
ず
にde novo

で
ク
レ
ー
ム
解
釈
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た（

40
）。

そ
の
結
果
、
ク
レ
ー
ム
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
連
邦
地
裁
判
決
が
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
に
お
い
て
破
棄
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え

て
い
る
。
判
例
確
立
後
の
状
況
（
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
ま
で
の
期
間
）
を
調
査
し
た
研
究
で
は
、
ク
レ
ー
ム
解
釈
が
争
わ
れ
た
Ｃ

Ａ
Ｆ
Ｃ
判
決
の
う
ち
、
三
四
・
五
％
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
連
邦
地
裁
の
用
語
の
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
結
果
的
に
二
九
・
七
％

　
（
二
二
〇
二
）
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の
地
裁
判
決
が
破
棄
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

41
）。

こ
の
よ
う
な
ク
レ
ー
ム
解
釈
の
破
棄
率
は
、
訴
訟
結
果
の
予
見
可
能
性
の
低
下
を

も
た
ら
す
。
ま
た
、
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
特
許
無
効
判
断
の
割
合
も
不
確
実
性
を
高
め
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九

六
年
ま
で
の
連
邦
地
裁
お
よ
び
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
判
決
に
お
け
る
特
許
の
有
効
性
判
断
に
つ
い
て
調
査
し
た
研
究
で
は
、
最
終
的
に
特
許
の
有
効
性

が
維
持
さ
れ
た
割
合
は
約
五
四
％
で
あ
り
、
半
数
近
く
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
特
許
の
無
効
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る（

42
）。

こ
の
他
、
米
国
特
許
訴
訟
で
は
、
故
意
侵
害
、
非
衡
平
的
行
為
、
ベ
ス
ト
モ
ー
ド
要
件
と
い
っ
た
主
観
的
要
素
が
訴
訟
結
果
を
大
き
く
左
右

す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
う
し
た
主
観
的
要
素
も
訴
訟
コ
ス
ト
の
増
大
に
拍
車
を
か
け
る
一
因
と
な
っ
て
い
る（

43
）。

（
3
）
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
等
に
よ
る
特
許
訴
訟
の
濫
用

　

状
況
変
化
の
第
三
は
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
等
に
よ
る
特
許
訴
訟
の
濫
用
で
あ
る
。
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
の
明
確
な
定
義

は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
一
般
に
は
、
自
ら
は
研
究
開
発
や
製
造
販
売
等
を
行
わ
ず
、
保
有
す
る
特
許
権
を
行
使
し
て
他
者
か
ら
高
額
な
和

解
金
や
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
個
人
や
団
体
等
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

44
）。

　

被
疑
侵
害
企
業
に
と
っ
て
は
、
予
測
可
能
性
の
低
い
訴
訟
に
お
い
て
敗
訴
す
る
可
能
性
と
、
敗
訴
し
た
場
合
の
訴
訟
費
用
や
終
局
的
差
止

め
の
リ
ス
ク
と
を
考
慮
す
る
と
、
特
許
権
侵
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
営
判
断
と
し
て
和
解
金
や
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
支
払
い
に
応
じ
ざ

る
を
得
な
い
場
合
が
生
じ
る
（
い
わ
ゆ
る
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ
問
題（

45
））。

特
に
、
自
ら
発
明
を
実
施
し
て
い
な
い
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
が
相

手
の
場
合
に
は
、
相
手
方
製
品
の
特
許
侵
害
を
主
張
し
て
ク
ロ
ス
ラ
イ
セ
ン
ス
に
持
ち
込
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
方
、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ

ー
ル
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
有
効
性
が
疑
わ
し
い
特
許
で
あ
っ
て
も
有
効
性
の
推
定
が
働
き
（35 U

.S.C
. §282

）、
警
告
状
を
送
る
だ
け
で

終
局
的
差
止
め
を
楯
に
し
た
高
額
な
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
要
求
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
衡
平
の
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
と
い
わ
れ
て
い
る（

46
）。

　
（
二
二
〇
三
）



米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展

 

五
六
六

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

（
4
）
小
括

　

さ
て
、
米
国
特
許
制
度
を
取
り
巻
く
以
上
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
は
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
促
進
基
盤
と
し
て
の
特
許
制
度
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
は
じ
め
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
一
部
の
産
業
分
野
を
除
い
て
、
特
許
制
度
が
イ
ノ
ヴ
ェ
ー

シ
ョ
ン
の
阻
害
要
因
と
化
し
た
と
い
う
指
摘
が
み
ら
れ
る（

47
）。

ベ
ッ
セ
ン
＆
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、製
薬
・
化
学
産
業
と
そ
れ
以
外
の
産
業
（
と

く
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
関
連
産
業
）
と
で
は
特
許
制
度
が
果
た
す
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
。
前
者
の
分
野
で
は
特
許
制
度

は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
が
、
後
者
の
分
野
で
は
九
〇
年
代
後
半
か
ら
特
許
に
係
る
訴
訟
コ
ス
ト
が
そ
の
便
益
を
著
し
く
上
回
り
は
じ
め
た

た
め
に
、
特
許
制
度
が
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
ネ
ッ
ト
の
デ
ィ
ス
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
も
た
ら
す
に
至
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ

う
し
た
米
国
特
許
制
度
の
実
像
を
端
的
に
示
す
の
が
、
左
の
グ
ラ
フ
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
出
典
は
、B

E
SSE

N
 &

 M
E

U
R

E
R

, supra note 

1, at 15

）。

　
（
二
二
〇
四
）
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（
二
二
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2
．
理
論
の
形
成

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
や
米
国
特
許
制
度
の
実
像
を
前
提
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
制
度
論
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
た
理
論
の
形
成
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究

に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
本
稿
の
関
心
に
そ
っ
て
、
パ

テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
を
意
識
し
た
制
度
論
的
理
論
を
三
つ
ほ
ど
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
の
以
下
の
考
察
は
、
米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
網
羅
的
な
紹
介
や
分
析
を
意
図
す
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

（
1
）
ラ
イ
―
技
術
的
事
実
認
定
を
め
ぐ
る
行
政
と
司
法
の
権
限
配
分
論

①　

概
要

　

ま
ず
、
特
許
権
の
成
立
要
件
・
有
効
性
判
断
の
中
核
を
な
す
技
術
的
事
実
認
定
に
つ
い
て
、
行
政
と
司
法
の
制
度

的
適
性
に
応
じ
た
権
限
配
分
論
を
繰
り
広
げ
る
ラ
イ
（A

rti K
. R

ai

）
の
議
論
を
取
り
上
げ
よ
う（

48
）。

ラ
イ
が
議
論
の

素
材
と
し
て
い
る
の
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
技
術
的
事
実
認
定
に
対
す
る
司
法
審
査
（
特
に
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
に
よ
る
審
査
）

の
謙
譲
（deference

）
の
あ
り
方
で
あ
る
。
ラ
イ
は
多
岐
に
わ
た
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
の
骨

子
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
に
対
す
る
司
法
審
査
の
謙
譲
レ
ベ
ル
は
主
に
三
つ
の
場
面
で
違
え
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
特
許
付
与
（patent grants

）
の
場
面
に
お
け
る
司
法
審
査
で
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
に
対
す

る
謙
譲
レ
ベ
ル
は
低
い
も
の
で
足
り
る
と
す
る（

49
）。

こ
こ
で
い
う
特
許
付
与
の
場
面
に
お
け
る
司
法
審
査
と
は
、
典
型

USPTOの技術的事実認定 司法審査の謙譲レベル
①特許付与の場面 低
②特許拒絶の場面 中 高

③付与後異議申立手続の場面
（立法論として）

高

　
（
二
二
〇
六
）
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的
に
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
審
査
手
続
を
経
て
付
与
さ
れ
た
特
許
権
の
有
効
性
が
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
争
わ
れ
る
場
合
の
こ
と
を
指
す
（
こ
の

他
、
特
許
権
の
無
効
確
認
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
の
ラ
イ
の
見
解
は
示
さ
れ
て
い
な
い
）。

　

ラ
イ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
に
高
度
の
謙
譲
を
認
め
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ

な
ら
、
有
効
性
の
疑
わ
し
い
出
願
で
あ
っ
て
も
審
査
官
は
付
与
査
定
を
選
択
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
構
造
的
な
理
由
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
査
定
系
（ex parte

）
の
手
続
で
あ
る
出
願
審
査
に
お
い
て
は
、
出
願
人
に
は
自
己
に
不

利
な
結
果
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
関
連
先
行
技
術
を
開
示
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
有
効
に
働
か
な
い
た
め
、
審
査
官
は
自
ら
そ
う
し
た
関

連
技
術
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
特
許
出
願
件
数
が
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
た
め
、
審
査
官
は
こ
う
し
た
調
査
を
極
め
て
短

時
間
で
行
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
審
査
官
の
業
績
評
価
は
特
許
出
願
に
対
す
る
最
終
処
分
件
数
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
た
め
、

審
査
官
に
と
っ
て
は
煩
雑
な
手
続
を
要
し
な
い
付
与
査
定
の
ほ
う
が
業
績
を
挙
げ
や
す
い
。
く
わ
え
て
、付
与
査
定
を
受
け
る
特
許
の
う
ち
、

後
に
侵
害
訴
訟
の
対
象
と
な
る
も
の
は
ご
く
少
数
で
あ
る
た
め
、
審
査
段
階
で
の
徹
底
的
、
網
羅
的
な
先
行
技
術
調
査
は
効
率
的
で
あ
る
と

は
い
い
難
い（

50
）。

　

ラ
イ
は
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
特
許
権
の
有
効
性
の
推
定
（35 U

.S.C
. §282

）
を
覆
す
た
め
の
立
証
責
任
の
程
度

は
、
現
在
の
判
例
が
求
め
る
「
明
白
か
つ
確
信
に
足
る
証
拠
」（clear and convincing evidence

）
ま
で
は
必
要
な
く
、「
証
拠
の
優
越
」

（preponderance of the evidence

）
で
足
り
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
特
許
拒
絶
（patent denials

）
の
場
面
に
お
け
る
司
法
審
査
で
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
に
対
す
る
謙
譲
レ
ベ
ル
は
高

く
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る（

51
）。

こ
こ
で
い
う
特
許
拒
絶
の
場
面
に
お
け
る
司
法
審
査
と
は
、
主
に
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
下
し
た
拒
絶
査
定
維
持

審
決
に
対
す
る
不
服
の
訴
え
が
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
に
提
訴
さ
れ
た
場
合
の
こ
と
を
指
す
（35 U

.S.C
. §141

）（
こ
の
他
、
拒
絶
査
定
維
持
審
決
に
対

す
る
不
服
の
訴
え
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
（35 U

.S.C
. §145－

146

）、
こ
の
場

　
（
二
二
〇
七
）
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合
に
つ
い
て
の
ラ
イ
の
見
解
は
示
さ
れ
て
い
な
い
）。

　

ラ
イ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
は
高
度
の
謙
譲
に
値
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
出
願
審
査
に

お
い
て
審
査
官
は
ク
レ
ー
ム
の
拒
絶
理
由
に
関
す
る
証
明
責
任
を
負
う
（35 U

.S.C
. §132

）。
そ
の
た
め
、
審
査
官
に
は
拒
絶
査
定
の
根
拠

と
な
る
不
特
許
性
を
示
す
証
拠
を
集
め
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
有
効
に
働
き
や
す
い
。
ま
た
、
審
査
官
の
拒
絶
査
定
に
対
し
て
、
出
願
人
は

Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
特
許
審
判
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
レ
ン
ス
部
（B

oard of P
atent A

ppeals and Interferences

）
に
審
判
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
（35 U

.S.C
. §134

）、
審
判
に
お
い
て
拒
絶
査
定
が
形
式
的
に
承
認
さ
れ
る
（rubber-stam

p

）
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
二
〇

〇
二
年
度
で
み
る
と
、
特
許
審
判
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
レ
ン
ス
部
の
審
理
を
経
て
拒
絶
査
定
が
維
持
さ
れ
た
の
は
三
割
程
度
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
下
さ
れ
た
拒
絶
査
定
維
持
審
決
中
の
事
実
認
定
は
正
確
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
場
面
で
は
、

特
許
付
与
の
場
面
と
は
異
な
り
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
に
つ
い
て
高
度
の
謙
譲
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
ラ
イ
は
主
張
し
て
い
る
。

　

ラ
イ
は
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
特
許
拒
絶
の
場
面
で
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
に
対
す
る
司
法
審
査
基
準
と
し
て
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
が

従
来
適
用
し
て
き
た
「
明
白
な
誤
り
」
基
準
（clearly erroneous

）
で
は
な
く
、
行
政
手
続
法
（A

dm
inistrative P

rocedure A
ct

）
が

定
め
る
一
般
の
行
政
庁
と
裁
判
所
の
関
係
と
同
様
、
謙
譲
レ
ベ
ル
の
よ
り
高
い
「
実
質
的
証
拠
」
基
準
（substantial evidence

）、
つ
ま

り
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
が
実
質
的
な
証
拠
に
よ
っ
て
合
理
的
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
限
り
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
こ
れ
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
す
る
基
準
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（D

ickinson v. Z
urko, 527 U

.S. 150 

（1999

））。

　

第
三
に
、立
法
論
と
し
て
で
あ
る
が
、付
与
後
異
議
申
立
手
続
（post-grant review

 proceedings

）
の
場
面
に
お
け
る
司
法
審
査
で
は
、

Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
に
対
す
る
謙
譲
レ
ベ
ル
は
前
二
者
に
増
し
て
高
く
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る（

52
）。

新
た
に
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い

る
当
事
者
系
（inter parte

）
の
付
与
後
異
議
申
立
手
続
に
お
い
て
は
、
特
許
権
の
存
否
に
直
接
の
利
害
を
も
つ
利
害
関
係
人
の
関
与
が
認

め
ら
れ
て
お
り
、
当
事
者
に
は
特
許
権
の
有
効
性
に
関
わ
る
先
行
技
術
を
探
索
し
て
提
出
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
働
き
や
す
い
。
そ
の
た

　
（
二
二
〇
八
）
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め
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
当
業
者
の
技
術
水
準
に
関
す
る
情
報
の
み
な
ら
ず
、
大
抵
の
関
連
す
る
先
行
技
術
情
報
に
も
ア
ク
セ
ス
が
容
易
と
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
お
い
て
正
確
な
事
実
認
定
が
行
わ
れ
る
可
能
性
は
前
二
者
の
場
面
以
上
に
高
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ

て
、
付
与
後
異
議
申
立
手
続
の
場
面
で
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
事
実
認
定
に
対
す
る
司
法
審
査
は
高
度
の
謙
譲
基
準
を
も
っ
て
望
む
べ
き
で
あ

る
と
ラ
イ
は
主
張
し
て
い
る
。

　

な
お
、
ラ
イ
は
最
後
に
若
干
の
留
保
を
付
し
て
考
察
を
結
ん
で
い
る
。
い
わ
く
、「
特
許
法
上
の
ど
の
機
関
が
特
許
の
有
効
性
の
中
心
と

な
る
事
実
認
定
を
な
す
主
た
る
権
限
を
も
つ
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
唯
一
の
答
え
を
持
た
な
い
。
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
一
般
審
査
、
付

与
後
異
議
申
立
審
査
、
裁
判
所
の
い
ず
れ
が
、
正
確
か
つ
効
率
的
な
事
実
認
定
に
と
っ
て
最
も
適
切
な
場
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
文
脈

に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
…
…
各
機
関
の
制
度
的
な
文
脈
に
応
じ
て
事
実
認
定
の
権
限
を
配
分
す
る
試
み
は
理
に
適
っ
た
も
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
精
巧
に
調
整
さ
れ
た
権
限
配
分
の
試
み
が
ど
の
程
度
現
実
に
機
能
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
的
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
多
く
の
定
量
的
・
定
性
的
研
究
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
そ
う
し
た
研
究
が
こ
の
分
野
の

知
識
を
進
展
さ
せ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
研
究
の
成
果
が
将
来
の
適
切
な
権
限
配
分
に
と
っ
て
実
際
に
寄
与
す
る
可
能
性
が
あ

る
か
ら
で
あ
る（

53
）。」

②　

議
論
の
特
徴

　

以
上
の
よ
う
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
技
術
的
事
実
認
定
に
対
す
る
司
法
審
査
の
謙
譲
レ
ベ
ル
を
場
面
毎
に
違
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が

ラ
イ
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
技
術
的
事
実
認
定
を
め
ぐ
る
行
政
と
司
法
の
機
能
的
権
限
配
分
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

で
は
、
制
度
論
的
研
究
と
し
て
み
た
場
合
、
こ
う
し
た
ラ
イ
の
議
論
は
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
に
と
っ
て

重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
（
二
二
〇
九
）
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第
一
に
、
技
術
的
事
実
認
定
を
め
ぐ
る
権
限
配
分
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
を
技
術
的
専
門
機
関
で
あ
る
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
優
位
性
に
置
き
な
が
ら

も
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
を
取
り
巻
く
意
思
決
定
環
境
や
制
度
能
力
の
実
態
、
意
思
決
定
の
タ
イ
ミ
ン
グ
等
に
照
ら
し
て
、
裁
判
所
の
判
断
権
限
の

配
分
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
て
い
る
点
で
あ
る
（
前
記
図
表
の
③
↓
②
↓
①
）。
こ
こ
で
は
、
各
機
関
の
制
度
的
適
性
に
つ
い
て
、
理
念
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
経
験
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
の
経
験
的
把
握
が
ラ
イ
の
議
論
の
一
つ
の
特
徴
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　

第
二
に
、
技
術
的
事
実
認
定
を
め
ぐ
る
最
適
な
権
限
配
分
割
合
は
経
験
的
な
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
定
量
的
か
つ
定
性
的
な
研
究
に
基
づ

く
検
証
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ラ
イ
が
結
論
と
し
て
提
示
し
た
各
場
面
に
お
け
る
司
法
審
査
の
謙
譲
レ
ベ
ル

に
つ
い
て
も
、
事
後
的
な
検
証
に
晒
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
検
証
可
能
性
に
開
か
れ
た
結
論
の
暫
定
性
が
、
ラ
イ

の
議
論
の
も
う
一
つ
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

（
2
）
ト
ー
マ
ス
―
ル
ー
ル
志
向
型
司
法
形
式
主
義
の
帰
結
主
義
的
批
判

①　

概
要

　

次
に
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
ル
ー
ル
志
向
型
形
式
主
義
の
傾
向
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
特
許
制
度
に
も
た
ら
す
帰
結
の
観
点
か
ら
批
判
を
繰
り
広
げ

る
ト
ー
マ
ス
の
議
論
を
取
り
上
げ
よ
う（

54
）。

　

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
設
立
以
前
に
は
、
複
数
の
巡
回
控
訴
裁
判
所
が
特
許
法
の
解
釈
・
適
用
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
各
巡
回
区
間
で
判
断
に
大

き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
た
め（

55
）、

特
許
権
者
と
被
疑
侵
害
者
が
自
己
に
有
利
な
法
廷
地
を
競
っ
て
選
択
す
る
と
い
う
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
の
弊
害
が
生
じ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
弊
害
を
是
正
す
べ
く
、
特
許
事
件
の
専
属
管
轄
を
有
す
る
連
邦
控
訴
裁
判
所
と
し
て
一
九
八
二

年
に
設
立
さ
れ
た
の
が
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
で
あ
る（

56
）。

　
（
二
二
一
〇
）
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ト
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
当
初
、
特
許
法
の
解
釈
・
適
用
の
統
一
を
図
り
、
産
業
界
、
特
許
庁
、
議
会
と
い
っ
た
特
許
制
度
か

ら
影
響
を
受
け
る
各
ア
ク
タ
ー
に
対
し
て
よ
り
一
貫
し
た
指
針
を
提
供
す
る
こ
と
を
最
大
の
任
務
と
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
以

降
、
確
実
性
お
よ
び
予
測
可
能
性
の
継
続
的
な
提
供
を
合
言
葉
に
、
特
許
対
象
、
特
許
要
件
、
保
護
範
囲
と
い
っ
た
特
許
法
上
の
主
要
な
原

則
に
お
い
て
、
法
規
範
は
で
き
る
限
り
形
式
的
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
基
本
姿
勢
を
前
面
に
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う（

57
）。

こ
れ
が
前
節
で
述
べ
た
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
ル
ー
ル
志
向
型
形
式
主
義
へ
の
転
回
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
判
断
傾
向
に
対
し
て
、
ト
ー
マ
ス
は
、
そ
う
し
た
姿
勢
が
特
許
制
度
に
対
し
て
望
ま
し
く
な
い
帰
結
を
も
た

ら
す
こ
と
を
理
由
に
、
批
判
的
な
立
場
を
と
る（

58
）。

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
ル
ー
ル
志
向
型
形
式
主
義
が
も
た
ら
す
懸
念
と
し
て
ト
ー
マ
ス
が
指
摘
す
る

の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
政
策
へ
の
悪
影
響
で
あ
る
。
特
許
法
は
、
動
態
的
な
技
術
環
境
に
あ
る
発
明
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
や
技

術
分
野
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
一
律
に
単
一
の
特
許
制
度
に
よ
っ
て
規
律
、
支
援
す
る
こ
と
を
建
前
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
許
制
度

を
め
ぐ
る
意
思
決
定
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
考
慮
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
特
許
制
度
が
各
産
業
に
課
す
コ
ス
ト
に
つ
い
て
の

慎
重
な
評
価
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
常
に
変
化
し
続
け
る
技
術
環
境
へ
の
特
許
法
理
の
調
整
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
請
に
対
応
す
る
に
は
、

特
許
法
上
の
柔
軟
性
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
ル
ー
ル
志
向
型
形
式
主
義
は
そ
う
し
た
柔
軟
性
の
ツ
ー
ル
を
排
除
す
る
性
質
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
特
許
法
上
の
重
要
課
題
に
対
す
る
連
邦
議
会
の
関
与
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
形
式
主

義
姿
勢
は
、
特
許
制
度
を
技
術
環
境
の
変
化
に
対
し
て
鈍
感
で
時
代
遅
れ
な
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
と
ト
ー
マ
ス
は
指
摘

す
る（

59
）。

　

第
二
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
負
担
の
増
大
で
あ
る
。
例
え
ば
、State Street B

ank

事
件（

60
）に

お
い
て
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
、
特
許
保
護
対
象
の
適
格

性
に
つ
い
て
、
有
用
な
も
の
で
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
特
許
対
象
と
な
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
ル
ー
ル
を
提
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
そ
れ
ま
で
特

　
（
二
二
一
一
）



米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展

 

五
七
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

許
制
度
と
縁
の
な
か
っ
た
企
業
の
組
織
的
な
出
願
を
大
量
に
誘
引
す
る
結
果
と
な
っ
た
と
ト
ー
マ
ス
は
指
摘
す
る（

61
）。

実
際
、
こ
の
判
決
を
一

つ
の
契
機
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
特
許
出
願
件
数
が
急
増
し
た
こ
と
は
前
節
で
み
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
他
、Johnson &

 

Johnston
事
件（

62
）

やF
esto

事
件（

63
）

に
お
い
て
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
均
等
論
の
成
立
を
制
限
す
るdedication

法
理
や
審
査
経
過
禁
反
言
法
理
を
厳
格

に
適
用
し
た
が
、
か
か
る
均
等
論
に
対
す
る
司
法
形
式
主
義
は
多
数
の
詳
細
な
ク
レ
ー
ム
の
特
許
出
願
を
誘
引
す
る
結
果
と
な
っ
た
と
ト
ー

マ
ス
は
み
て
い
る（

64
）。

②　

議
論
の
特
徴

　

以
上
の
よ
う
に
、
ト
ー
マ
ス
の
議
論
は
、
特
許
政
策
へ
の
悪
影
響
お
よ
び
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
負
担
増
大
と
い
う
帰
結
に
照
ら
し
て
、
ル
ー
ル

志
向
型
司
法
形
式
主
義
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
制
度
論
的
研
究
と
し
て
み
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
ト
ー
マ
ス
の
議
論
は
ど

の
よ
う
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
に
、
帰
結
主
義
的
な
観
点
か
ら
司
法
形
式
主
義
の
是
非
を
評
価
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ト
ー
マ
ス
の
議
論
は
前
節
で
紹
介
し
た

ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
の
議
論
と
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。
制
度
能
力
と
制
度
的
影
響
と
い
う
二
つ
の
評
価
変
数
に
基
づ
い
て
、
制
定
法
解
釈

に
お
け
る
形
式
主
義
を
擁
護
す
る
の
が
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
一
方
の
ト
ー
マ
ス
は
、
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
の
議
論
を
直
接
参
照
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
許
法
解
釈
に
お
け
る
形
式
主
義
の
妥
当
性
に
疑
問
を
呈
す
る
根
拠
と
し
て
、
司
法
の
形
式
主
義
が
特
許
制
度
を

取
り
巻
く
他
の
意
思
決
定
者
に
及
ぼ
す
影
響
（
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
負
担
増
大
）
を
挙
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
設
立
趣
旨
に
照
ら
し
た
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ

の
特
許
政
策
の
策
定
能
力
に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
ト
ー
マ
ス
の
議
論
は
、
制
定
法
解
釈
一
般
を
対
象
と
す
る

ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
の
議
論
の
射
程
が
少
な
く
と
も
特
許
法
領
域
に
は
及
ば
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
二
二
一
二
）
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第
二
に
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
関
す
る
ト
ー
マ
ス
の
議
論
は
、
米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
そ
の
後
の
展
開
に
影

響
を
与
え
る
先
駆
的
視
点
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
動
態
性
と
単
一
の
特
許
制
度
と
い
う
問
題
視
角
や
、
司

法
に
よ
る
特
許
法
理
の
柔
軟
な
調
整
と
い
う
発
想
な
ど
は
、
次
に
紹
介
す
る
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
の
議
論
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（
3
）
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
―
産
業
別
特
許
政
策
の
舵
取
り
を
め
ぐ
る
立
法
と
司
法
の
役
割
分
担
論

①　

概
要

　

そ
こ
で
続
い
て
、
産
業
別
特
許
政
策
の
舵
取
り
を
め
ぐ
る
立
法
と
司
法
の
役
割
分
担
論
を
展
開
す
る
、
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
の
議
論
を
取

り
上
げ
よ
う
（
以
下
、
後
述
す
る
二
〇
〇
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
区
別
す
る
た
め
、
本
論
文
の
内
容
を
指
す
場
合
に
は
、
バ
ー
ク
＆
レ

ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
と
い
う（

65
））。

　

バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
に
よ
れ
ば
、
特
許
制
度
は
一
般
に
、
技
術
中
立
的
な
保
護
を
提
供
す
る
統
一
的
制
度
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
発
明
は
そ
の
属
す
る
技
術
分
野
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様
な
特
性
を
も
つ
。
ま
た
、
各
種
の
実
証
研
究
に
よ
れ
ば
、

技
術
・
産
業
分
野
ご
と
に
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
は
大
き
く
相
違
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（

66
）。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
種
類

の
法
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
全
産
業
に
つ
い
て
最
適
な
機
能
を
果
た
す
と
考
え
る
べ
き
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
理
由
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
と
に
、
統
一
的
な
特
許
制
度
は
い
か
に
し
て
多
様
な
産
業
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
効
果
的
に
促
進
す
る
こ

と
が
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
求
す
る
の
が
、
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
で
あ
る
。

　

彼
ら
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
は
、
産
業
間
の
多
様
性
を
認
識
し
、
産
業
毎
の
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
構
造
に
特
許

法
制
を
適
合
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
適
合
化
策
と
し
て
、
彼
ら
は
、
現
在
の
特
許
制
度
を
産
業
毎
の
保
護
法
制
に
細
分
化
す
る

と
い
う
方
策
（
立
法
府
主
導
の
適
合
化
）
と
、
統
一
的
な
特
許
法
ル
ー
ル
を
産
業
毎
に
異
な
る
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー

　
（
二
二
一
三
）
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ス
で
調
整
す
る
と
い
う
方
策
（
司
法
府
主
導
の
適
合
化
）
の
二
つ
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
の
優
劣
に
つ
い
て
は
、
適
合
化
任
務
の

舵
取
り
役
と
し
て
の
、
連
邦
議
会
お
よ
び
裁
判
所
（
主
に
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
）
の
制
度
的
適
性
に
着
目
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い

る
。

　

第
一
に
、
立
法
府
主
導
の
適
合
化
案
に
対
し
て
は
、
法
的
お
よ
び
理
論
的
な
観
点
か
ら
否
定
的
な
評
価
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
法
的
に
は
、

条
約
と
の
整
合
性
、
す
な
わ
ち
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
二
七
条
一
項
が
加
盟
国
に
対
し
て
、
技
術
分
野
に
よ
っ
て
特
許
権
の
付
与
や
権
利
行
使
に

差
別
を
設
け
る
こ
と
を
明
確
に
禁
止
し
て
い
る
点
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
深
刻
な
問
題
と
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
理
論
的
な
観
点
か
ら
三
つ
の
懸
念
を
提
示
し
て
い
る
。

　
（
ⅰ
）
一
つ
は
、
立
法
府
の
制
度
能
力
の
限
界
で
あ
る
。
議
会
が
各
産
業
の
状
況
を
継
続
的
に
調
査
し
、
状
況
変
化
に
応
じ
た
適
切
な
特

許
ル
ー
ル
を
制
定
し
う
る
能
力
に
つ
い
て
彼
ら
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
立
法
府
は
実
態
調
査
や
情
報
収
集
に
適
し
た
資
源
を
有
し
て
い
る
と
い

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
能
力
は
必
ず
し
も
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
点
を
強
調
す
る（

67
）。

　
（
ⅱ
）
も
う
一
つ
は
、
多
大
な
管
理
コ
ス
ト
お
よ
び
不
確
実
性
の
発
生
で
あ
る
。
医
薬
品
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
半
導
体
等
々
、
各
種
産
業

に
つ
い
て
議
会
が
固
有
の
新
規
立
法
を
起
草
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
立
法
作
業
に
か
か
る
費
用
は
膨
大
な
も
の
と
な
る
。

ま
た
、
統
一
的
な
特
許
制
度
が
複
数
の
法
制
に
分
岐
す
る
と
、
結
果
と
し
て
一
つ
の
法
制
の
下
で
提
起
さ
れ
る
訴
訟
の
数
が
減
少
し
、
裁
判

例
の
集
積
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
別
の
法
制
を
支
え
る
法
の
発
展
が
緩
慢
な
も
の
と
な
り
、
不
確
実
性
が
高
ま
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
産
業
間
の
境
界
の
線
引
き
が
難
し
い
と
い
う
厄
介
な
問
題
も
あ
る（

68
）。

イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
は
産
業
横
断
的
な
面

が
あ
り
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
固
定
さ
れ
た
分
野
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
は
難
し
い
点
を
彼
ら
は
強
調
し
て
い
る（

69
）。

　
（
ⅲ
）
最
後
は
、
立
法
過
程
が
利
益
団
体
の
ロ
ビ
ー
活
動
の
標
的
と
化
す
こ
と
へ
の
懸
念
で
あ
る
。
現
在
の
統
一
的
な
特
許
法
は
、
全
体

的
に
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
つ
に
は
、
特
許
法
に
対
す
る
利
害
が
産
業
間
で
相
違
し
て
い
る
た
め
、
特
定

　
（
二
二
一
四
）
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の
利
益
団
体
が
法
改
正
に
向
け
て
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る（

70
）。

し
か
し
、
産
業
別
の
特
許
法
を
制
定
す
る
場
合

に
は
、
各
法
律
の
規
制
を
受
け
る
業
界
団
体
の
利
害
が
均
質
化
す
る
た
め
、
規
制
自
体
が
そ
う
し
た
被
規
制
者
の
利
害
に
囚
わ
れ
た
も
の
に

陥
り
や
す
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る（

71
）。

そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
特
許
法
に
お
け
る
産
業
別
の
規
定
や
私
的
特
許
法
案
に
係
る
規

定
は
、
業
界
毎
の
ル
ー
ル
と
例
外
で
非
常
に
複
雑
で
混
乱
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
規
定
が
独
禁
法
違
反
の
い
わ
ば
隠

れ
蓑
と
し
て
援
用
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
と
彼
ら
は
指
摘
し
て
い
る（

72
）。

　

第
二
に
、
司
法
府
主
導
の
適
合
化
に
対
し
て
は
、
特
許
法
上
の
政
策
レ
バ
ー
の
存
在
お
よ
び
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
制
度
的
適
性
と
い
う
主
に
二
つ

の
理
由
か
ら
、
肯
定
的
な
評
価
を
示
し
、
こ
れ
を
推
奨
し
て
い
る
。

　
（
ⅰ
）
一
つ
は
特
許
法
上
の
政
策
レ
バ
ー
の
存
在
で
あ
る
。
特
許
法
は
、
特
許
対
象
、
特
許
要
件
お
よ
び
保
護
範
囲
に
関
す
る
基
本
的
な

パ
ラ
メ
ー
タ
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
適
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
詳
細
な
定
め
を
置
い
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
柔
軟
性
の
大
き
な
パ

ラ
メ
ー
タ
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
自
然
法
則
の
利
用
、
有
用
性
、
非
自
明
性
、
均
等
論
、
消
尽
論
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
理
は
、
一
般

的
な
規
定
を
個
別
具
体
的
な
状
況
に
応
じ
て
適
用
す
る
裁
量
を
必
然
的
に
司
法
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
技
術
環
境
の
変
化
へ
の
対
策
と
し

て
特
許
法
が
意
識
的
に
織
り
込
ん
だ
司
法
裁
量
と
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
る（

73
）。

バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
は
こ
れ
を
特
許
法
上
の

「
政
策
レ
バ
ー
」（policy levers

）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
特
許
法
上
、
各
産
業
の
特
性
に
配
慮
し
て
政
策
レ
バ
ー
を
運
用
す
る
司

法
裁
量
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
司
法
府
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
裁
量
を
適
切
に
行
使
し
て
、
単
一
の
特
許
制
度
を
産
業

固
有
の
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
複
雑
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
適
合
さ
せ
る
任
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
彼
ら
の
主
張
で
あ
る（

74
）。

　
（
ⅱ
）
も
う
一
つ
は
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
制
度
的
適
性
で
あ
る
。
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
、
全
米
統
一
特
許
裁
判
所
と
し
て
、
本
来
的
に
特
許
政
策
の
策
定

に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
特
許
事
件
を
専
属
的
に
管
轄
す
る
こ
と
で
、
幅
広
い
問

題
領
域
に
お
け
る
知
識
の
貯
蔵
庫
と
し
て
の
機
能
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
政
策
の
策
定
に
お
け
る
Ｃ
Ａ

　
（
二
二
一
五
）
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Ｆ
Ｃ
の
重
要
な
強
み
で
あ
る
と
し
て
い
る（

75
）。

そ
れ
ゆ
え
、
適
合
化
任
務
の
舵
取
り
役
と
し
て
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
が
制
度
的
適
性
を
備
え
て
い
る
と
彼

ら
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

②　

議
論
の
特
徴

　

以
上
の
よ
う
に
、
司
法
に
よ
る
産
業
別
特
許
政
策
の
舵
取
り
を
説
く
の
が
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
制

度
論
的
研
究
と
し
て
眺
め
た
場
合
、
彼
ら
の
構
想
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）

の
制
度
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
点
を
指
摘
で
き
る
。

　

第
一
に
、
制
度
の
非
対
称
的
把
握
で
あ
る
。
彼
ら
は
立
法
府
主
導
の
適
合
化
の
場
面
で
は
、
現
行
特
許
法
上
の
産
業
固
有
規
定
の
混
乱
や

複
雑
性
、
あ
る
い
は
半
導
体
チ
ッ
プ
保
護
法
の
失
則
（
注
69
参
照
）
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
、
立
法
府
の
適
性
に
つ
い
て
か
な
り
リ
ア
リ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
把
握
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
司
法
府
主
導
の
適
合
化
の
場
面
で
は
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
本
来
的
な
政
策
能
力
の
高
さ
を
強
調
す

る
な
ど
、
司
法
府
の
適
性
に
つ
い
て
理
念
的
な
把
握
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
に
対
す
る
批

判
の
多
く
が
司
法
府
の
現
実
的
な
政
策
能
力
の
限
界
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る（

76
）。

　

第
二
に
、
制
度
の
分
断
的
把
握
で
あ
る
。
特
許
制
度
の
適
合
化
に
お
い
て
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
が
採
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
立
法
主
導
の
産
業
別
法
制
か
そ
れ
と
も
司
法
主
導
の
産
業
別
政
策
レ
バ
ー
の
活
用
か
と
い
う
、
二
者
択
一
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
立
法
と
司
法
の
役
割
分
担
と
い
う
視
点
が
も
っ
ぱ
ら
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
、
両
者
の
協
働
可
能
性
に
つ
い
て
は
視
界
の
外
に
置
か

れ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
制
度
的
適
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
分
析
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
バ
ー

ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
も
参
照
し
て
い
る
同
時
期
の
制
度
論
的
研
究
（
例
え
ば
、
ラ
イ
や
ト
ー
マ
ス
の
研
究
）
が
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
制

　
（
二
二
一
六
）
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度
的
適
性
を
主
題
化
し
て
い
た
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
よ
り
明
確
と
な
る
。

（
4
）
小
括

　

こ
こ
ま
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
米
国
特
許
法
学
の
制
度
論
的
研
究
の
議
論
を
概
観
し
て
き
た
。
一
つ
の
整
理
と
し
て
、
こ

の
時
期
の
議
論
の
基
調
は
、〈
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
へ
の
不
信
〉
と
〈
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
消
極
性
へ
の
懐
疑
〉
と
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

3
．
制
度
的
実
践

（
1
）
背
景

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
理
論
形
成
が
進
む
な
か
、
前
述
し
た
状
況
の
変
化
を
認
識
し
は
じ
め
た
特
許
制
度
運
用
に
携
わ
る
関
係
者
ら
は
、

米
国
特
許
制
度
が
危
機
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
旨
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
は
じ
め
た
。

　

そ
の
一
つ
が
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
に
発
表
さ
れ
た
、『
技
術
革
新
の
促
進
の
た
め
に
：
競
争
と
特
許
の
法
政
策
に
関
す
る
適
正
な
バ
ラ

ン
ス
』（To P

rom
ote Innovation: T

he P
roper B

alance of C
om

petition and P
atent L

aw
 and P

olicy

）
と
題
す
る
連
邦
取
引
委
員

会
（
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
の
報
告
書
で
あ
る（

77
）。

Ｆ
Ｔ
Ｃ
報
告
書
は
、
有
効
性
の
疑
わ
し
い
特
許
に
つ
い
て
、「
特
許
の
低
品
質
と
、
競
争
を
妨
げ
る
よ

う
な
効
果
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
法
的
基
準
と
手
続
の
せ
い
で
、
正
当
と
は
認
め
ら
れ
な
い
市
場
支
配
力
を
発
生
さ
せ
た
り
、
不
当
な
コ
ス
ト

の
上
昇
を
招
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
え
る
。
そ
の
よ
う
な
効
果
は
技
術
革
新
の
刺
激
剤
と
な
る
競
争
を
阻
害
し
か
ね
な
い
」
と
指
摘
し（

78
）、

特
許
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
種
々
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
非
自
明
性
判
断
に
お
け

る
Ｔ
Ｓ
Ｍ
テ
ス
ト
の
厳
格
な
適
用
等
を
や
め
る
べ
き
だ
と
い
う
提
案
も
含
ま
れ
て
い
る（

79
）。

　
（
二
二
一
七
）
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ま
た
二
〇
〇
四
年
四
月
に
は
、『
二
一
世
紀
の
特
許
制
度
』（A

 P
atent System

 for the 21st C
entury

）
と
題
す
る
報
告
書
が
全
米
科

学
ア
カ
デ
ミ
ー
（
Ｎ
Ａ
Ｓ
）
か
ら
提
出
さ
れ
た（

80
）。

Ｎ
Ａ
Ｓ
報
告
書
は
、
経
済
的
お
よ
び
法
的
変
化
の
双
方
に
よ
り
特
許
制
度
に
新
た
な
歪
み

が
生
じ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
警
告
を
発
し
、
そ
の
要
因
と
し
て
、
特
許
出
願
件
数
の
急
増
と
審
査
負
担
の
増
大
、
特
許
の
質
の
低
下
、
特

許
訴
訟
の
増
加
と
訴
訟
コ
ス
ト
の
高
騰
な
ど
を
挙
げ
て
い
る（

81
）。

そ
し
て
特
許
制
度
の
活
力
を
維
持
し
、
そ
の
機
能
を
改
善
す
べ
く
、
七
つ
の

提
言
を
行
っ
て
い
る（

82
）。

　

さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
や
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
な
ど
大
手
の
新
聞
紙
面
上

に
、「
馬
鹿
げ
た
特
許
」（P

atently A
bsurd

）、「
自
明
な
特
許
」（P

atently O
bvious

）
と
い
う
見
出
し
の
付
さ
れ
た
記
事
や
社
説
が
し

ば
し
ば
登
場
し
た（

83
）。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
に
よ
る
報
道
を
受
け
て
、
低
品
質
の
特
許
が
国
民
の
関
心
事
に
も
な
り
は
じ
め
た（

84
）。

　

こ
の
よ
う
な
動
き
に
呼
応
し
て
、
二
〇
〇
五
年
に
米
国
連
邦
議
会
に
お
い
て
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
に
向
け
た
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。

や
が
て
裁
判
所
や
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
お
い
て
も
、
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の
実
現
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
制
度
的
実
践
と
で
も
い
う
べ
き
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の
動
向
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
2
）
立
法
府
に
お
け
る
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の
始
動
と
停
滞

①　

第
一
〇
九
議
会

　

パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
法
案
が
連
邦
議
会
で
審
議
さ
れ
た
の
は
、
第
一
〇
九
議
会
（
二
〇
〇
五－

二
〇
〇
六
年
）
が
最
初
で
あ
る
。
二

〇
〇
五
年
六
月
、
ラ
マ
―
・
ス
ミ
ス
議
員
に
よ
り
Ｈ
．Ｒ
．二
七
九
五
法
案
が
下
院
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
嚆
矢
と
す
る（

85
）。

同
法
案
は
、
①
付

与
後
異
議
制
度
の
導
入
、
②
継
続
出
願
等
の
ク
レ
ー
ム
拡
張
の
制
限
、
③
終
局
的
差
止
命
令
の
見
直
し
、
④
損
害
賠
償
額
の
制
限
、
⑤
非
衡

平
的
行
為
お
よ
び
ベ
ス
ト
モ
ー
ド
要
件
の
制
限
、
⑥
公
開
制
度
の
例
外
撤
廃
、
⑦
先
願
主
義
へ
の
移
行
等
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　
（
二
二
一
八
）
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非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
包
括
的
な
改
正
法
案
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、同
法
案
は
「
一
九
世
紀
以
来
の
特
許
制
度
の
大
改
革
」
と
も
称
さ
れ
た（

86
）。

　

し
か
し
法
案
審
議
の
道
の
り
は
、
政
治
的
な
地
雷
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
同
法
案
は
下
院
司
法
委
員
会
へ
付
託

後
、
た
び
た
び
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
た
。
し
か
し
、
主
に
差
止
規
定
や
損
害
賠
償
額
の
算
定
規
定
、
付
与
後
異
議
申
立
制
度
の
申
立
期
間
に

関
し
て
、
米
主
要
産
業
で
あ
る
Ｉ
Ｔ
産
業
と
医
薬
・
バ
イ
オ
産
業
と
の
対
立
が
表
面
化
し
、
法
案
審
議
が
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

後
日
、
ス
ミ
ス
修
正
案
（
二
〇
〇
五
年
七
月
）
や
産
業
連
携
案
（
同
年
九
月
）
が
公
表
さ
れ
た
が
、
業
界
間
の
溝
は
埋
ま
ら
ず
、
公
聴
会
が

繰
り
返
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
結
局
、
同
法
案
は
審
議
未
了
に
よ
り
廃
案
と
な
り
、
第
一
一
〇
議
会
に
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

②　

第
一
一
〇
議
会

　

第
一
一
〇
議
会
（
二
〇
〇
七－
二
〇
〇
八
年
）
で
は
、
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
法
案
は
成
立
す
る
見
込
み
が
高
い
か
に
み
え
た
。
二
〇

〇
七
年
九
月
に
超
党
派
の
法
案
（
Ｈ
．Ｒ
．一
九
〇
八
）
が
下
院
本
会
議
を
通
過
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
会
議
直
前
に
法
案
内
容
に

多
数
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
同
法
案
に
対
し
て
は
司
法
委
員
会
等
で
の
審
議
が
十
分
に
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
強

か
っ
た
。
実
際
、
法
案
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
骨
抜
き
に
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

87
）。

　

例
え
ば
、
付
与
後
異
議
申
立
制
度
の
申
立
期
間
に
関
し
て
、
当
初
の
案
で
は
特
許
存
続
期
間
の
全
体
を
通
じ
て
い
つ
で
も
異
議
申
立
が
で

き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
下
院
法
案
で
は
権
利
付
与
後
一
二
ヶ
月
以
内
と
い
う
時
期
的
制
限
が
挿
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
先
願
主

義
の
導
入
に
関
し
て
は
、
施
行
条
件
と
し
て
、
日
本
及
び
欧
州
の
特
許
制
度
が
米
国
型
グ
レ
ー
ス
ピ
リ
オ
ド
と
同
等
の
制
度
を
導
入
し
た
場

合
に
の
み
施
行
さ
れ
る
旨
の
条
項
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
リ
ガ
ー
条
項
」
が
挿
入
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
先
願
主
義
の
導
入
規
定
は
、
事
実
上
無

期
限
で
延
期
す
る
に
等
し
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
同
法
案
へ
の
反
発
は
予
想
以
上
に
大
き
い
も
の
と
な
っ
た
。
同
法
案
は
そ
の
後
、
上
院
司
法
委
員
会
を
通
過
し

　
（
二
二
一
九
）
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た
も
の
の
、
上
院
本
会
議
の
開
催
を
前
に
し
て
、
同
法
案
に
対
し
慎
重
な
姿
勢
を
求
め
る
意
見
が
相
次
い
だ（

88
）。

そ
の
結
果
、
同
法
案
は
上
院

本
会
議
で
一
度
も
審
議
さ
れ
る
こ
と
な
く
廃
案
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

③　

第
一
一
一
議
会

　

第
一
一
一
議
会
（
二
〇
〇
九－

二
〇
一
〇
年
）
に
お
い
て
も
、
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
法
案
（
Ｓ
．五
一
五
、
Ｈ
．Ｒ
．一
二
六
〇
）
が

提
出
さ
れ
た
。
Ｓ
．五
一
五
法
案
は
大
幅
な
修
正
が
加
え
ら
れ
つ
つ
も
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
上
院
司
法
委
員
会
を
通
過
し
た
。
し
か
し
、

同
法
案
は
結
局
本
会
議
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
な
く
廃
案
と
な
っ
た
。

　

第
一
一
二
議
会
（
二
〇
一
一－
二
〇
一
二
年
）
で
も
引
き
続
き
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
法
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
法
案
審
議
の
行

方
は
不
透
明
な
ま
ま
で
あ
る（

89
）。

④　

連
邦
議
会
に
お
け
る
法
案
審
議
過
程
が
浮
き
彫
り
に
し
た
も
の

　

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
五
年
に
始
動
し
た
連
邦
議
会
の
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
へ
の
取
り
組
み
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
実
り
あ
る
成
果

を
生
み
だ
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
各
論
的
な
リ
フ
ォ
ー
ム
方
針
を
め
ぐ
っ
て
業
界
間
の
対
立
が
先
鋭
化
し
、
利
害
関
係
者
間
の
調
整
が
困

難
な
こ
と
が
最
後
ま
で
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
、
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
法
案
の
審
議
は
第
一
〇
九
議
会
、
第
一
一
〇
議
会
、
第
一
一
一
議
会

と
三
度
に
わ
た
っ
て
頓
挫
し
た
の
で
あ
る
。
連
邦
議
会
に
お
け
る
一
連
の
法
案
審
議
過
程
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
有
益
な
示
唆
や
教
訓
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
一
に
、
特
許
制
度
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
は
産
業
間
で
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
テ
ン
ト
・
リ

フ
ォ
ー
ム
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
大
ま
か
な
合
意
が
あ
る
も
の
の
、
各
論
的
な
問
題
に
関
し
て
は
Ｉ
Ｔ
関
連
産
業
と
製
薬
・
バ
イ
オ
産
業
と

　
（
二
二
二
〇
）
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の
間
で
全
面
的
に
意
見
が
対
立
し
、
両
産
業
の
間
に
は
妥
協
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
深
い
溝
が
あ
る
こ
と
が
鮮
明
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
両

産
業
に
お
い
て
特
許
制
度
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
正
反
対
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
米
国
に
は
二
つ
の
特
許
制
度
が
存
在
し
て
い
る
」
と
も
評
さ

れ
て
い
る（

90
）。

こ
こ
に
産
業
別
に
分
化
す
る
特
許
制
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

91
）。

　

第
二
に
、
法
案
審
議
過
程
に
お
け
る
法
案
内
容
の
変
化
か
ら
、
公
共
選
択
論
の
懸
念
が
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
当
初
あ
る
趣
旨
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
法
案
に
つ
い
て
、
上
下
両
院
の
各
種
委
員
会
等
を
経
る
に
つ
れ
、
利
害
関
係
者
の

ニ
ー
ズ
を
考
慮
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
案
内
容
の
修
正
や
例
外
規
定
の
挿
入
が
な
さ
れ
、
最
終
的
に
は
起
草
趣
旨
を
も
骨
抜
き
に
す
る
よ
う

な
法
案
内
容
へ
と
変
容
す
る
と
い
う
現
実
が
観
察
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法
府
を
信
頼
す
る
人
々
に
と
っ
て
明
る
い
材
料
で

は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う（

92
）。

（
3
）
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
に
向
け
た
司
法
府
お
よ
び
行
政
府
の
積
極
的
関
与

　

米
国
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
論
議
は
、
こ
れ
ま
で
連
邦
議
会
を
主
た
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇

〇
五
年
の
始
動
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
法
案
審
議
の
停
滞
は
、
や
が
て
〈
立
法
府
へ
の
懐
疑
〉
を
生
み
だ
し
た
。
こ
う
し
た
停
滞
す
る
立

法
府
に
代
わ
っ
て
、
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
積
極
的
に
展
開
し
は
じ
め
た
の
が
、
司
法
府
お
よ
び
行
政
府

で
あ
る
。

①　

連
邦
最
高
裁
お
よ
び
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
取
り
組
み

　

と
く
に
目
を
惹
く
の
が
、
司
法
府
の
躍
動
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
前
述
し
た
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
問
題
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
た
判
決
と
し
て
、eB

ay Inc. v. M
ercE

xchange, L
.L

.C
., 

　
（
二
二
二
一
）
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126 S. C
t. 1837 

（2006

）
が
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
特
許
権
侵
害
が
認
定
さ
れ
た
と
し
て
も
自
動
的
に
終
局
的
差
止
命
令
が
発
動
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、
エ
ク
イ
テ
ィ
の
原
則
に
従
っ
て
一
定
の
要
件
に
照
ら
し
て
差
止
め
の
可
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
つ
ま

り
連
邦
最
高
裁
は
、
特
許
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
と
し
て
の
差
止
請
求
権
の
付
与
を
制
限
す
る
可
能
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
を

受
け
て
、
連
邦
地
裁
は
終
局
的
差
止
め
の
付
与
を
原
告
と
被
告
が
競
争
関
係
に
あ
る
（
少
な
く
と
も
原
告
が
特
許
を
実
施
し
て
い
る
）
ケ
ー

ス
に
限
定
し
て
き
た（

93
）。

　

こ
の
他
に
も
、
特
許
非
侵
害
ま
た
は
無
効
の
宣
言
的
判
決
（D

eclaratory Judgm
ent

）
を
求
め
る
確
認
訴
訟
（
Ｄ
Ｊ
訴
訟
）
の
原
告
適

格
を
緩
和
す
る
判
決
と
し
てM

edlm
m

une Inc. v. G
enentech C

orp., 127 S.C
t. 764 

（2007 （
94
））、

非
自
明
性
判
断
に
お
け
る
Ｔ
Ｓ
Ｍ
テ
ス

ト
の
厳
格
か
つ
硬
直
的
な
適
用
を
否
定
し
、
特
許
取
得
の
ハ
ー
ド
ル
の
引
き
上
げ
を
図
る
判
決
と
し
てK

SR
 C

orp. v. Teleflex C
orp., 

550 U
.S. 398 

（2007 （
95
））、

故
意
侵
害
の
認
定
基
準
を
厳
格
化
し
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
リ
ス
ク
の
低
減
を
図
る
判
決
と
し
てIn re 

Seagate Technology L
L

C
., 497 F.3d 1360 

（F
ed. C

ir. 2007

）（en banc （
96
））、

ビ
ジ
ネ
ス
方
法
発
明
の
特
許
適
格
性
の
過
度
の
抽
象
化

に
歯
止
め
を
か
け
る
判
決
と
し
てIn re B

ilski, 545 F.3d 943 

（F
ed. C

ir. 2008

）（en banc

）; B
ilski v. K

appos, 130 S.C
t. 3218

（2010 （
97
））

な
ど
、
多
数
の
注
目
す
べ
き
判
決
が
登
場
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
一
連
の
判
決
は
、
有
効
性
の
疑
わ
し
い
特
許
の
発
行
を
抑
制
し
て
特
許
の
質
の
適
正
化
を
図
っ
た
り
、
特
許
対
象
の
抽
象
化
に

制
限
を
課
し
て
訴
訟
コ
ス
ト
を
抑
制
し
た
り
、
あ
る
い
は
差
止
め
の
脅
威
を
緩
和
し
て
特
許
訴
訟
の
濫
用
を
防
止
し
た
り
す
る
こ
と
を
意
図

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
司
法
の
取
り
組
み
は
、
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
に
向
け
た
裁
判
所
の
積
極
的
な
関
与
で
あ
る
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

②　

Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
取
り
組
み

　
（
二
二
二
二
）
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Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
お
い
て
も
、
特
許
の
質
の
向
上
や
審
査
要
処
理
期
間
の
適
正
化
に
向
け
た
意
欲
的
な
取
り
組
み
が
み
ら
れ
る
。
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ

Ｏ
は
、
二
〇
〇
三
年
に
「
二
一
世
紀
戦
略
計
画
」
お
よ
び
同
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
を
公
表
し（

98
）、

機
敏
性
、
能
力
、
生
産
性
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
と
し
て
、
特
許
審
査
の
質
や
効
率
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
施
策
を
打
ち
出
し
た
。
以
降
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
、
特
許
出
願
が
急
増
し
そ
の

内
容
が
高
度
複
雑
化
す
る
こ
と
へ
の
対
応
と
し
て
、
継
続
出
願
の
回
数
や
審
査
対
象
請
求
項
数
の
制
限
に
関
す
る
新
規
則
を
制
定
し
た
り
、

早
期
審
査
の
運
用
改
定
等
を
柱
と
す
る
規
則
改
定
案
を
策
定
し
た
り
す
る
な
ど
の
、
各
種
施
策
立
案
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
九

年
八
月
に
カ
ッ
ポ
ス
新
長
官
が
就
任
し
て
以
降
も
、
審
査
着
手
時
期
の
三
段
ト
ラ
ッ
ク
構
想
の
提
案
や
特
許
の
品
質
向
上
に
関
す
る
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
を
行
う
な
ど
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
に
向
け
た
積
極
的
な
取
り
組
み
を
継
続
し
て
い
る（

99
）。

（
4
）
小
括

　

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
促
進
基
盤
と
し
て
の
特
許
制
度
の
揺
ら
ぎ
に
対
す
る
危
機
感
は
、
現
行
制
度
の
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー

ル
を
抜
本
的
に
見
直
そ
う
と
い
う
機
運
を
高
め
る
契
機
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム

に
向
け
た
各
運
用
機
関
の
取
り
組
み
が
始
動
し
た
。
そ
う
し
た
一
連
の
制
度
的
実
践
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
特
許
制
度
に
対
す
る

ニ
ー
ズ
の
産
業
別
構
造
、
立
法
過
程
に
お
け
る
公
共
選
択
論
の
懸
念
、
そ
し
て
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
へ
の
司
法
府
と
行
政
府
の
積
極
的

な
関
与
で
あ
る
。

4
．
理
論
の
再
構
築

　

こ
の
よ
う
な
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
を
め
ぐ
る
動
向
は
、
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
っ
た
。
な
か

で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、
先
ほ
ど
み
た
制
度
的
実
践
の
経
験
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
を
踏
ま
え
つ
つ
、
よ
り
包
括
的
な
制
度
論
的
構
想
の
再
構

　
（
二
二
二
三
）
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築
を
試
み
る
、
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
の
議
論
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
二
〇
〇
九
年
に
公
刊
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
『T

H
E

 PA
T

E
N

T
 C

R
ISIS 

A
N

D
 H

O
W

 T
H

E
 C

O
U

R
T

 C
A

N
 SO

LV
E

 IT

』
の
な
か
で
、
プ
ロ
・
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け
た
司
法
・
行
政
・
立
法
の
協
働

的
権
限
配
分
論
を
展
開
し
て
い
る（

100
）（

以
下
、
前
述
し
た
二
〇
〇
三
年
論
文
と
区
別
す
る
た
め
、
本
書
の
議
論
を
指
す
場
合
に
は
、
バ
ー
ク
＆

レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
と
い
う
）。

（
1
）
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
―
プ
ロ
・
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け
た
司
法
・
行
政
・
立
法
の
協
働
的
権
限
配

分
論

　

バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
の
構
想
を
予
め
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る（

101
）。

純
粋
に
統
一
的
な
特
許
制
度
は
、

現
代
の
各
種
産
業
に
み
ら
れ
る
極
め
て
多
様
な
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
・
ニ
ー
ズ
に
も
は
や
適
合
し
な
い
。
産
業
分
野
ご
と
に
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ

ョ
ン
構
造
が
大
き
く
相
違
し
て
い
る
こ
と
は
、
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
産
業
間

の
相
違
を
考
慮
に
入
れ
る
柔
軟
性
を
欠
い
た
特
許
制
度
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
直
面
す
る
「
信
頼
の
危
機
」
に
鑑
み
れ
ば
、
持
続
す
る
見
込

み
は
薄
い
。
産
業
間
の
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
多
様
性
に
い
か
に
対
応
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
特
許
制
度
の
現
代
的
課
題
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
許
制
度
の
適
合
化
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
機
関
と
し
て
は
、
連
邦
議
会
・
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
・
連
邦
裁
判
所
の

三
者
が
存
在
す
る
が
、
法
案
審
議
過
程
に
お
け
る
公
共
選
択
論
の
懸
念
や
審
査
手
続
に
お
け
る
判
断
権
限
の
限
界
等
に
鑑
み
れ
ば
、
連
邦
裁

判
所
（
特
に
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
）
が
こ
の
な
か
で
最
も
適
当
な
位
置
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
連
邦
裁
判
所
は
特
許
法
に
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
た
司
法
裁

量
の
大
き
な
法
理
（
政
策
レ
バ
ー
）
を
活
用
し
て
、
製
薬
産
業
と
Ｉ
Ｔ
関
連
産
業
で
は
取
扱
い
を
違
え
る
な
ど
、
各
産
業
の
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ

ョ
ン
実
態
に
あ
わ
せ
て
特
許
法
ル
ー
ル
の
運
用
を
調
整
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
連
邦
議
会
や
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
、
さ
ら
に
は
学
界
に

も
補
助
的
な
任
務
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
制
度
運
用
者
間
の
協
働
が
重
要
で
あ
る
。

　
（
二
二
二
四
）
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バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
の
議
論
の
骨
子
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
産
業
毎
の
多
様
性
に
特
許
制

度
を
適
合
化
す
る
調
整
役
と
し
て
司
法
府
の
適
性
を
推
奨
し
、
立
法
府
の
適
性
に
は
懐
疑
的
な
態
度
を
示
す
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
三
年

論
文
か
ら
一
貫
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
制
度
比
較
分
析
の
対
象
に
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
を
追
加
し
た
こ
と
や
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の
経
験
を
踏

ま
え
て
理
論
を
再
構
築
し
た
こ
と
に
よ
る
変
化
も
み
ら
れ
る
。
司
法
府
の
相
対
的
な
優
位
性
を
よ
り
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
、
司

法
・
行
政
・
立
法
（
＋
学
界
）
と
い
う
制
度
運
用
者
相
互
間
の
協
働
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
う
し
た
変
化

の
一
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
変
化
を
中
心
に
、
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
の
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
。

①　

Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
制
度
的
適
性

　

ま
ず
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
制
度
的
適
性
に
関
す
る
分
析
か
ら
み
て
い
こ
う
。
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
一
見
す
る
と
、
特
定
の
産
業
の
特
性
に
つ
い

て
連
邦
裁
判
所
よ
り
も
豊
富
な
専
門
知
識
と
調
査
資
源
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
連
邦
議
会
の
よ
う
に
利
益
団
体
の
レ
ン
ト
シ
ー
キ
ン
グ
の
懸

念
も
な
い
こ
と
か
ら
、
適
合
化
役
に
最
適
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
に
よ
れ
ば
、

Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
特
許
法
の
産
業
適
合
化
を
委
ね
る
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

　

第
一
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
が
置
か
れ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
産
業
適
合
化
の
任
務
は
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
と
っ
て
荷
が
重
い
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
審
査
官
は
労
働
過
多
の
状
態
に
あ
り
、
個
別
の
出
願
審
査
に
ほ
ん
の
僅
か
な
時
間
し
か
費
や

す
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ま
た
、
業
績
評
価
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
で
審
査
官
に
は
特
許
付
与
を
優
先
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

が
働
き
や
す
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
最
近
ま
で
実
質
的
な
政
策
ス
タ
ッ
フ
を
備
え
て
お
ら
ず
、
特
許
政
策
の
策

定
に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
意
欲
や
経
験
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る（

102
）。

　
（
二
二
二
五
）
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第
二
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
が
現
実
に
政
策
決
定
権
限
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
議
会
と
同
じ
く
公
共
選
択
上
の
問
題
に
直
面
す
る
恐
れ
が
生

じ
て
く
る
。
利
益
団
体
の
圧
力
を
受
け
た
国
会
議
員
と
同
一
の
人
物
が
、
そ
れ
ら
の
団
体
を
規
制
す
る
行
政
機
関
の
予
算
権
限
を
握
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
行
政
機
関
が
特
定
の
関
係
者
、
と
り
わ
け
特
定
の
専
門
知
識
を
共
有
す
る
関
係
者
と
繰
り

返
し
や
り
取
り
を
行
う
限
り
で
は
、
そ
の
関
係
者
が
当
該
行
政
機
関
の
規
則
制
定
プ
ロ
セ
ス
に
不
当
な
影
響
力
を
行
使
す
る
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
出
願
人
と
定
期
的
に
や
り
取
り
を
行
う
一
方
、そ
れ
以
外
の
第
三
者
と
接
触
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
う
し
た
「
規
制
の
虜
」（regulatory capture

）
の
問
題
は
特
許
法
分
野
に
伴
う
リ
ス
ク
で
あ
る
と
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）

は
指
摘
す
る（

103
）。

　

第
三
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
審
査
権
限
の
制
度
的
限
界
と
い
う
、
よ
り
体
系
的
な
問
題
が
あ
る
。
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
判
断
権
限
は
、
基
本
的
に

審
査
手
続
に
お
け
る
特
許
の
成
立
や
有
効
性
の
判
断
に
限
ら
れ
て
お
り
、
侵
害
判
断
や
救
済
手
段
の
選
択
等
に
つ
い
て
は
権
限
の
範
囲
外
と

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
、
出
願
審
査
の
対
象
特
許
の
保
護
範
囲
が
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
適
切
に

考
慮
し
う
る
機
会
や
タ
イ
ミ
ン
グ
を
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
ク
レ
ー
ム
解
釈
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
か
、

保
護
範
囲
の
問
題
に
立
ち
入
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
提
案
は
、
時
間
軸
に
照
ら
し
た
審
査
権
限
の
限
界
ゆ
え
に
、
失
敗
に
終
わ
る
可
能
性

が
高
い
と
彼
ら
は
強
調
し
て
い
る（

104
）。

　

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
産
業
別
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
構
造
へ
の
特
許
法
の
適
合
化
に
あ
た
っ
て
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
が
何
ら
か
の
比
較
優
位
な

適
性
を
も
つ
と
考
え
る
理
由
は
必
ず
し
も
み
あ
た
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
の
分
析
で
あ
る
。
そ
し
て
現

状
で
は
、
司
法
主
導
の
柔
軟
な
コ
モ
ン
ロ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
多
様
性
や
動
態
性
を
特
許
制
度
の
一
般
的
枠
組
み

の
な
か
で
受
容
す
る
の
に
最
も
適
当
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
（
二
二
二
六
）
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②　

司
法
主
導
の
適
合
化
構
想
へ
の
批
判
と
そ
の
応
答

　

こ
う
し
た
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
の
結
論
は
、
前
述
の
と
お
り
既
に
二
〇
〇
三
年
論
文
の
な
か
で
提
示
さ
れ
て
い
た
。
同
論

文
は
学
界
に
お
い
て
大
き
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
。
な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
彼
ら
の
構
想
に
対
し
て
鋭
い
批
判
を
提
起
す
る
ワ
グ
ナ

ー
（R

. P
olk W

agner

）
の
論
文
で
あ
る（

105
）。

ワ
グ
ナ
ー
の
批
判
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
司
法
府
の
政
策
策
定
能
力
の
限
界
と
産
業

別
政
策
レ
バ
ー
の
適
用
範
囲
の
線
引
き
問
題
と
い
う
、
制
度
論
的
視
点
に
関
わ
る
議
論
に
焦
点
を
し
ぼ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
に
、
ワ
グ
ナ
ー
は
産
業
別
特
許
政
策
を
策
定
す
る
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
制
度
能
力
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
態
度
を
示
す（

106
）。

バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー

（
二
〇
〇
三
）
は
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
が
産
業
毎
に
政
策
主
導
の
広
範
な
意
思
決
定
を
な
す
こ
と
を
期
待
す
る
が
、
ワ

グ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
自
己
矛
盾
を
来
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
分
野
の
イ
ノ
ヴ

ェ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
誤
っ
た
理
解
に
基
づ
い
て
特
許
政
策
ル
ー
ル
を
適
用
し
、
そ
の
結
果
、
両
分
野
の
技
術
環
境
に
悪
影
響

を
与
え
て
い
る
と
い
う
の
が
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
の
論
旨
で
あ
っ
た（

107
）。

し
か
し
こ
れ
は
ま
さ
に
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
が
イ
ノ
ヴ
ェ
ー

シ
ョ
ン
政
策
へ
の
産
業
別
ニ
ー
ズ
を
適
切
に
理
解
す
る
能
力
を
欠
く
こ
と
、
あ
る
い
は
特
許
政
策
の
策
定
自
体
が
裁
判
所
の
良
く
な
し
え
る

事
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
の
上
記
論
旨
は
、「
彼
ら
が
推
奨

す
る
と
こ
ろ
の
、
技
術
分
野
別
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
司
法
が
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
む
し
ろ
反
証
を
示
す
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
特
許
法
を
技
術
変
化
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
苦
闘
し
続
け
て
い
る
彼
ら
の
姿
は
、
特
許
法
の
法
理
を
政
策
主
導
の

広
範
な
技
術
的
例
外
主
義
に
巻
き
込
む
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る（

108
）。」

と
ワ
グ
ナ
ー
は
批
判
す
る
の
で

あ
る
。

　

第
二
に
、
産
業
別
立
法
に
対
し
て
示
さ
れ
た
懸
念
の
一
部
は
司
法
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
と
ワ
グ
ナ
ー
は
考
え
る
。
そ
れ
が
産
業
別
政

策
レ
バ
ー
の
適
用
範
囲
の
確
定
作
業
に
伴
う
問
題
で
あ
る（

109
）。

産
業
分
野
毎
に
政
策
レ
バ
ー
を
調
整
し
て
産
業
固
有
の
法
理
を
発
展
さ
せ
る
こ

　
（
二
二
二
七
）
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と
を
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
は
意
図
し
て
い
る
が
、
あ
る
発
明
が
ど
の
分
野
に
属
す
る
の
か
は
曖
昧
な
場
合
が
多
い
。
こ
う
し

た
曖
昧
な
境
界
に
つ
い
て
司
法
が
明
確
か
つ
詳
細
な
線
引
き
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
利
害
関
係
者
の
レ
ン
ト
シ
ー
キ
ン
グ
や
機
会
主

義
的
行
動
を
誘
引
す
る
な
ど
、
公
共
選
択
上
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い（

110
）。

境
界
確
定
に
伴
う
こ
う
し
た
懸
念
は
、
彼
ら
の

構
想
が
か
え
っ
て
複
雑
性
や
不
確
実
性
を
増
大
さ
せ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
ワ
グ
ナ
ー
は
批
判
し
て
い
る（

111
）。

　

こ
れ
に
対
し
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
は
、
ワ
グ
ナ
ー
の
批
判
に
直
接
答
え
る
形
で
は
な
い
も
の
の
、
司
法
の
役
割
を
全
面
的

に
重
視
す
る
見
解
に
は
種
々
の
批
判
が
想
定
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、
上
記
と
同
旨
の
批
判
を
敷
衍
し
な
が
ら
反
論
を
試
み
て
い
る
。

　

ま
ず
上
記
第
一
の
批
判
に
関
連
し
て
、
彼
ら
は
こ
こ
数
年
の
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
変
化
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
そ
の
一
貫
し

な
い
判
断
で
非
難
の
対
象
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
多
数
の
重
要
論
点
に
つ
い
て
大
法
廷
を
開
い
て
統
一
的
な
判
例
の
確
立
に

努
め
る
な
ど
、
特
許
政
策
の
策
定
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
担
う
方
向
に
方
針
を
転
換
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
と
い
う
全
米
統

一
特
許
裁
判
所
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
各
裁
判
所
に
問
題
領
域
毎
の
知
識
の
貯
蔵
庫
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
イ
ノ
ヴ
ェ

ー
シ
ョ
ン
政
策
の
策
定
に
お
け
る
司
法
の
重
要
な
強
み
で
あ
る
と
し
て
い
る（

112
）。

　

ま
た
第
二
の
批
判
に
関
連
し
て
、
司
法
と
い
え
ど
も
公
共
選
択
上
の
問
題
を
完
全
に
免
れ
る
わ
け
で
は
な
い（

113
）こ

と
を
認
め
つ
つ
も
、
Ｃ
Ａ

Ｆ
Ｃ
に
お
い
て
は
訴
訟
当
事
者
の
非
生
産
的
な
利
益
追
求
活
動
の
効
果
が
薄
い
と
考
え
る
べ
き
理
由
が
あ
る
と
す
る（

114
）。

す
な
わ
ち
、
連
邦
の

裁
判
官
は
終
身
任
期
制
で
あ
り
、
訴
訟
当
事
者
の
行
動
選
択
に
よ
っ
て
何
か
利
益
を
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
訴
訟
当
事
者
も
特
許
関

連
事
件
で
は
原
告
と
被
告
双
方
の
立
場
に
立
つ
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
に
お
い
て
公
共
選
択
上
の
懸
念
は
実
際
に
は
生
じ

に
く
い
と
彼
ら
は
説
明
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
バ
ー
ク
＝
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
検
討
す
べ
き
は
、
特
許
制
度
の
適
合
化
任
務
に
お
け
る
司
法
府
の
絶
対

的
な
優
位
性
で
は
な
く
、
相
対
的
な
優
位
性
で
あ
る（

115
）。

こ
の
点
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
連
邦
議
会
主
導
の
適
合
化
や
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
主
導
の
適

　
（
二
二
二
八
）
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合
化
に
伴
う
深
刻
な
問
題
を
前
提
と
す
れ
ば
、
立
法
や
行
政
よ
り
も
司
法
（
主
に
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
）
の
ほ
う
が
、
合
理
的
な
時
間
枠
組
み
の
な
か

で
、
合
理
的
な
コ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
産
業
の
特
性
を
導
出
し
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た
特
許
政
策
を
採
用
す
る
適
性
を
備
え
て
い
る
と
彼
ら
は

考
え
る
の
で
あ
る（

116
）。

③　

司
法
・
行
政
・
立
法
・
学
界
の
協
働

　

以
上
の
よ
う
に
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
は
、特
許
法
の
適
合
化
に
お
け
る
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
相
対
的
な
優
位
性
を
説
い
て
い
る
が
、

連
邦
議
会
や
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
役
割
が
皆
無
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
〇
〇
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
は
、
特
許
法
の
政
策
目

標
の
効
果
的
実
現
に
向
け
た
司
法
の
サ
ポ
ー
ト
役
を
立
法
や
行
政
に
期
待
し
て
お
り
、
三
者
間
の
協
働
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
司
法
が
政
策
レ
バ
ー
の
活
用
を
維
持
、
拡
大
し
て
い
く
た
め
に
、
学
者
が
果
た
す
べ
き
補
助
的
任
務
に
も
言
及
し
て

お
り
、
司
法
と
学
界
の
協
働
可
能
性
を
探
求
し
て
い
る
点
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
二
〇
〇
三
年
論
文
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
視
点

で
あ
る
。

　

第
一
に
、
連
邦
議
会
は
一
般
的
ル
ー
ル
の
形
成
に
よ
り
適
し
た
位
置
に
あ
り
、
政
策
レ
バ
ー
の
適
用
に
つ
い
て
裁
判
所
に
柔
軟
性
を
与
え

る
よ
う
な
ル
ー
ル
の
制
定
が
期
待
さ
れ
る
と
す
る（

117
）。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
規
制
基
盤
を
提
供
す
る
特
許
法
は
、
広

範
な
技
術
と
急
速
な
技
術
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
特
許
法
の
基
本
枠
組
み
の
な
か
で
イ
ノ
ヴ
ェ
ー

シ
ョ
ン
の
多
様
性
や
動
態
性
を
受
容
す
る
こ
と
が
適
合
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
連
邦
議
会
の

一
つ
の
役
割
は
、
裁
判
所
が
政
策
的
な
衡
量
を
入
れ
や
す
い
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
的
な
規
定
を
制
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
特
許
法
全
体

を
貫
く
基
本
構
造
の
一
つ
に
当
業
者
基
準
が
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、新
た
な
技
術
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
法
的
抽
象
性
の
基
盤
を
形
成
し
、

当
業
者
と
い
う
規
範
的
レ
ン
ズ
を
通
じ
て
、
各
種
産
業
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
受
け
入
れ
る
柔
軟
性
を
司
法
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る（

118
）。

こ
の
よ

　
（
二
二
二
九
）
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う
に
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
適
応
す
る
柔
軟
な
調
整
ポ
イ
ン
ト
を
特
許
制
度
の
枠
内
に
築
く
こ
と
を
彼
ら
は
議
会
に
期
待
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
関
し
て
は
、
特
許
審
査
実
務
に
関
す
る
規
則
の
制
定
を
期
待
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
審
査
負
担
を
軽
減
し
特
許

の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
出
願
人
に
先
行
技
術
調
査
報
告
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
た
り
、
継
続
出
願
を
申
請
で
き
る
回

数
に
制
限
を
設
け
た
り
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
特
許
審
査
の
手
続
的
ル
ー
ル
の
制
定
が
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
期
待
さ
れ
る
役
割

で
あ
る
と
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
は
主
張
す
る
。
た
だ
し
、
立
法
や
司
法
の
方
が
適
性
を
も
つ
と
解
さ
れ
る
実
体
的
な
法
的
ル

ー
ル
の
制
定
に
立
ち
入
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
が
担
う
べ
き
規
則
制
定
権
限
の
範
囲
に
は
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
注
意
を
促
し
て
い
る（

119
）。

　

第
三
に
、
学
界
に
関
し
て
は
、
大
き
く
二
つ
の
役
割
を
期
待
し
て
い
る（

120
）。

一
つ
は
、
各
種
産
業
の
政
策
レ
バ
ー
に
相
応
し
い
法
的
ル
ー
ル

の
探
求
で
あ
る
。
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
は
、
特
許
の
有
効
性
判
断
や
保
護
範
囲
を
調
整
す
る
政
策
レ
バ
ー
と
し
て
、
当
業
者

の
技
術
水
準
、
非
自
明
性
要
件
、
記
述
要
件
、
抽
象
的
ア
イ
デ
ア
、
逆
均
等
法
理
等
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
理
が
現
実
に
政
策

レ
バ
ー
と
し
て
機
能
す
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
以
外
に
も
各
産
業
に
適
合
的
な
法
理
が
考
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

司
法
実
践
の
積
み
重
ね
と
と
も
に
学
界
に
よ
る
継
続
的
な
検
証
や
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
経
時
的
変
化
を
伴
う
イ
ノ

ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
動
態
的
な
把
握
で
あ
る（

121
）。

各
産
業
の
特
性
や
産
業
内
の
具
体
的
技
術
と
い
っ
た
も
の
は
、時
の
経
過
と
と
も
に
変
化
す
る
。

例
え
ば
、
一
九
七
〇
年
代
と
今
日
と
で
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
産
業
の
実
態
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り（

122
）、

七
〇
年
代
に
お
い
て
適
切
な
法
的
ル
ー

ル
は
今
日
で
は
も
は
や
有
効
に
機
能
し
な
い
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
種
産
業
の
実
態
や
ニ
ー
ズ
の
変
化
を
丹
念
に
フ
ォ
ロ
ー
し
、

そ
う
し
た
変
化
に
適
合
的
な
特
許
政
策
の
検
討
を
行
い
、
そ
れ
を
適
宜am

icus brief

等
の
回
路
を
通
じ
て
司
法
プ
ロ
セ
ス
に
還
元
す
る
と

い
っ
た
役
割
が
学
界
に
期
待
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
司
法
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
学
者
の
知
見
や
産
業
ニ
ー
ズ
の
変
化

を
示
す
証
拠
に
耳
を
傾
け
る
だ
け
の
制
度
的
開
放
性
を
備
え
る
こ
と
で
あ
る
と
彼
ら
は
強
調
し
て
い
る
。
学
界
と
の
協
働
を
図
り
、
複
眼
的

　
（
二
二
三
〇
）
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な
専
門
知
に
対
し
て
開
か
れ
た
司
法
モ
デ
ル
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
時
間
と
と
も
に
変
化
す
る
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
動
態
性
把
握
が
可
能
と
な

り
、
も
っ
て
特
許
法
の
適
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
よ
り
効
果
的
な
制
度
設
計
が
可
能
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
2
）
小
括

　

こ
こ
ま
で
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
の
構
想
は
、
制
度
把
握
の
手
法
に
お
い
て
、
二
〇
〇
三

年
論
文
と
は
質
的
な
転
換
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
三
年
論
文
で
は
、
司
法
と
立
法
の
非
対
称
的
把
握
や
分
断
的
把
握
が

み
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
二
〇
〇
九
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
は
、
立
法
・
行
政
・
司
法
が
一
丸
と
な
っ
て
改
革
に
取
り
組
む
パ
テ
ン
ト
・

リ
フ
ォ
ー
ム
の
経
験
を
踏
ま
え
、
理
論
の
再
構
築
を
図
っ
た
結
果
、
各
制
度
の
不
完
全
性
を
前
提
に
、
制
度
を
対
称
的
か
つ
協
働
的
に
把
握

す
る
姿
勢
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
は
、
プ
ロ
・
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け

た
制
度
論
的
構
想
に
お
い
て
、
司
法
の
優
位
性
に
一
応
の
軸
足
を
置
き
つ
つ
も
、
司
法
・
行
政
・
立
法
さ
ら
に
は
学
界
と
い
う
特
許
制
度
運

用
者
相
互
間
の
協
働
の
あ
り
方
を
探
究
す
る
方
向
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る（

123
）。

Ｃ　

小
括

　

こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

第
一
に
、
米
国
法
解
釈
方
法
論
に
お
い
て
司
法
消
極
主
義
が
主
流
の
二
〇
〇
〇
年
代
に
、
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
が
発
展
を

み
せ
た
。

　

第
二
に
、
そ
う
し
た
議
論
の
興
隆
を
促
し
た
背
景
に
は
、
米
国
特
許
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
が
あ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
に

特
許
出
願
件
数
が
急
増
し
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
審
査
負
担
が
著
し
く
増
大
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
特
許
の
質
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
よ
う
に
な

　
（
二
二
三
一
）
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っ
た
。
こ
う
し
た
有
効
性
の
疑
わ
し
い
特
許
の
増
加
は
不
確
実
性
の
増
大
を
招
き
、
訴
訟
コ
ス
ト
の
高
騰
を

も
た
ら
し
た
。
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
特
許
訴
訟
の
濫
用
も
訴
訟
コ
ス
ト
の
上
昇
に
拍
車
を
か
け
た
。

そ
の
結
果
、
多
く
の
産
業
で
は
米
国
特
許
制
度
の
も
た
ら
す
訴
訟
コ
ス
ト
が
そ
の
便
益
を
大
き
く
上
回
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
「
特
許
制
度
の
危
機
」（P

atent C
risis

）
や
「
特
許
制
度
の
破
綻
」（P

atent 

F
ailure

）
と
い
う
警
鐘
が
、
特
許
制
度
の
関
係
者
か
ら
鳴
ら
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
の
米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
一
つ
の
基
調
は
、
こ
の
よ

う
な
特
許
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
変
化
へ
の
対
応
に
苦
し
む
行
政
府
へ
の
不
信
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
た
。

や
が
て
行
政
府
に
対
す
る
不
信
感
は
、「
特
許
制
度
の
危
機
」
と
い
う
切
迫
感
と
相
ま
っ
て
、
司
法
府
の
形

式
主
義
に
対
す
る
批
判
へ
と
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
に
入
る
と
、
立
法
府
を
主
た
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
、
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の

取
り
組
み
が
始
動
し
た
。
し
か
し
、長
年
に
わ
た
る
法
案
審
議
の
停
滞
は
立
法
府
へ
の
不
信
を
生
み
出
し
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
米
国
特
許
制
度
の
改
革
を
主
導
的
に
展
開
し
は
じ
め
た
の
が
、
司
法
府
と
行
政
府
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の
動
向
は
特
許
法
学
に
お
け
る
議
論
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
す

な
わ
ち
、
一
連
の
改
革
実
践
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
立
法
・
行
政
・
司
法
の
能
力
と
そ
の
限
界
を
踏
ま

え
る
形
で
、
包
括
的
な
理
論
枠
組
み
を
（
再
）
構
築
す
る
営
み
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
二

〇
〇
〇
年
代
後
半
の
米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
は
、
特
許
制
度
の
復
権
に
向
け
た
立
法
・
行

政
・
司
法
の
協
働
の
あ
り
方
を
主
題
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
特
徴
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が

　
（
二
二
三
二
）

技術・産業・社会の状況変化、産業別ニーズ

特許制度の運用者による受容（制度的試行）

理論枠組みの構築（理論的試行）
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で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
特
許
制
度
の
法
形
成
・
運
用
に
関
与
す
る
各
機
関
（
立
法
・
行
政
・
司
法
）
の
能
力
に
つ
い
て
の
経
験
的
・
対
称

的
・
協
働
的
把
握
、
②
各
機
関
の
不
完
全
性
を
前
提
と
し
た
適
正
な
権
限
配
分
の
探
求
、
③
検
証
可
能
性
に
開
か
れ
た
権
限
配
分
の
暫
定
性
、

そ
し
て
④
技
術
・
産
業
・
社
会
の
状
況
変
化
へ
の
各
機
関
の
適
応
実
践
と
権
限
配
分
枠
組
み
の
理
論
構
築
と
の
相
互
作
用
・
循
環
構
造
な
ど

で
あ
る
。

Ⅲ　

結
び
に
代
え
て

　

以
上
の
よ
う
に
、
米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
は
、「
特
許
制
度
の
危
機
」
と
い
う
切
迫
感
に
煽
ら
れ
な
が
ら
生
成
し
、
パ

テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
制
度
改
革
の
動
向
と
有
機
的
な
連
関
を
保
ち
な
が
ら
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
米
国
の

議
論
は
我
が
国
の
特
許
制
度
や
特
許
法
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
も
ち
う
る
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
我
が
国
で
も
特
許
制
度
改
革
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
特
許
庁
は
二
〇
〇
八
年
八
月
に
公
表
し
た
報
告
書
の
な

か
で
、
米
国
の
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
論
議
等
に
触
れ
な
が
ら
、
更
な
る
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
を
図
る
た
め
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
視
点
で
知
的
財
産
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
新
た
な
知
財
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る（

124
）。

同
様
の
認
識
は
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
た
特
許
庁
長
官
の
私
的
研
究
会
で
あ
る
特
許
制
度
研
究
会
の
報
告
書（

125
）や

、
二
〇
一
一
年

二
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
経
済
産
業
省
産
業
構
造
審
議
会
の
知
的
財
産
政
策
部
会
・
特
許
制
度
小
委
員
会
の
報
告
書（

126
）に

お
い
て
も
示
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
米
国
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
特
許
の
質
の
低
下
に
対
す
る
懸
念
や
「
特
許
制
度
の
危
機
」
と
い
っ
た
切
迫
感
が

共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
種
報
告
書
で
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
特
許
の
利
用
の
促
進
、
紛
争
の
効
率
的
な
解
決
、
権
利
者

の
適
切
な
保
護
、
ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
性
向
上
と
い
っ
た
問
題
で
あ
り
、
有
効
性
の
疑
わ
し
い
特
許
が
乱
発
さ
れ
、
特
許
制
度
が
機
能
不
全
に

　
（
二
二
三
三
）
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陥
っ
て
い
る
と
い
っ
た
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
が
国
の
特
許
法
学
に
お
け
る
「
特
許
制
度
の
解
体
」
と
い
う
問
題
提

起
も
、
そ
の
主
張
は
国
会
が
定
立
し
た
特
許
制
度
の
画
一
的
規
範
（
技
術
・
産
業
分
野
を
超
え
た
画
一
性
）
を
尊
重
す
る
制
度
運
用
を
な
す

べ
き
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
紛
争
事
案
毎
の
個
別
的
利
害
調
整
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
は
慎
む
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る（

127
）。

こ
こ
で
は
、

立
法
府
に
よ
る
特
許
制
度
運
用
に
対
す
る
信
頼
を
基
礎
と
し
て
、
司
法
府
の
非
謙
抑
的
な
判
断
姿
勢
へ
の
危
惧
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
米
国
の
「
特
許
制
度
の
危
機
」
と
は
様
相
が
異
な
る
。

　

と
は
い
え
、
プ
ロ
・
パ
テ
ン
ト
政
策
の
推
進
や
特
許
出
願
件
数
の
急
増
な
ど
、
知
的
財
産
を
取
り
巻
く
環
境
が
両
国
で
共
通
し
て
い
る
面

も
あ
り
、
米
国
で
生
じ
て
い
る
問
題
が
我
が
国
で
起
こ
ら
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
従
来
異
議
申
立
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
て
い
た
年
間
千

件
以
上
の
特
許
に
相
当
す
る
数
の
特
許
が
、
同
制
度
の
廃
止
に
伴
い
二
〇
〇
四
年
以
降
は
放
置
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も

み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

128
）。

そ
の
た
め
近
い
将
来
、
我
が
国
に
お
い
て
も
「
特
許
制
度
の
危
機
」
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
日
が
訪
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
に
備
え
て
、
立
法
・
行
政
・
司
法
の
権
限
配
置
の
理
論
枠
組
み
を
整
え
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　

特
許
制
度
が
規
律
す
る
領
域
は
、
情
報
・
科
学
技
術
の
進
展
や
産
業
動
向
の
影
響
を
強
く
受
け
る
動
態
的
な
世
界
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

時
間
の
経
過
に
伴
う
具
体
的
状
況
の
変
化
が
激
し
く
、
新
た
な
問
題
が
絶
え
間
な
く
生
起
す
る
。
こ
の
よ
う
な
動
態
性
に
対
応
す
る
た
め
に

は
、
特
許
制
度
の
法
形
成
・
運
用
に
関
わ
る
各
機
関
は
、
自
ら
の
制
度
的
・
機
能
的
な
制
約
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
他
の
機
関
と
も
協
働
し

な
が
ら
、
柔
軟
性
を
備
え
た
法
制
度
の
設
計
や
運
用
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
に
我
が
国
で
も
、
産
業
政
策
や
技
術
政

策
の
よ
う
に
規
律
対
象
と
そ
れ
に
対
す
る
知
識
が
時
間
的
に
動
態
性
を
も
つ
分
野
に
つ
い
て
は
、
規
律
対
象
の
変
化
を
規
律
内
容
に
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
さ
せ
る
と
と
も
に
、
行
政
と
司
法
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
司
法
の
一
方
的
優
位
で
は
な
く
、
行
政
が
得
た
知
見
が
司
法
に
も
影
響

す
る
こ
と
を
認
め
る
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
モ
デ
ル
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
み
ら
れ
る（

129
）。

　
（
二
二
三
四
）
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確
か
に
、
技
術
環
境
が
変
化
す
る
な
か
で
、
特
許
制
度
の
法
形
成
・
運
用
を
な
す
権
限
を
ど
の
機
関
に
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
の
が
最
も

効
果
的
か
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
に
「
正
解
」
を
導
き
出
す
こ
と
が
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
た
め

の
有
益
な
手
が
か
り
を
米
国
特
許
法
学
の
制
度
論
的
研
究
は
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。つ
ま
り
そ
れ
は
、各
機
関
に
よ
る
法
形
成
・

運
用
の
実
践
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
を
も
と
に
、
問
題
領
域
毎
に
適
合
的
な
権
限
配
分
の
枠
組
み
を
構
築
し
、
そ
れ
を
各
機
関
の
法
形
成
・
運

用
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
と
い
う
営
み
の
循
環
（
い
わ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
）
を
通
じ
て
、
漸
進
的
に
特
許
制
度
の
適
合
化
を

図
っ
て
い
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
対
処
法
が
有
効
に
作
用
す
る
か
ど
う
か
は
、

経
験
的
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
今
後
、
制
度
論
的
視
点
に
立
脚
し
た
議
論
と
検
証
が
活
発
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

【
付
記
】
古
稀
を
迎
え
る
上
北
武
男
先
生
に
謹
ん
で
御
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
1
）　

近
年
出
版
さ
れ
た
関
連
書
籍
と
し
て
は
、
例
え
ば
、D
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R
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R
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）
な
ど
。M
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E
L

E
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O
L
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D

 D
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V
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E
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A
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T
E

L
L

E
C

T
U

A
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O

N
O

P
O

LY 

（2008

）﹇
山
形
浩
生

＝
守
岡
桜
訳
『〈
反
〉
知
的
独
占
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）﹈
も
特
許
制
度
の
崩
壊
を
指
摘
し
、
結
論
と
し
て
特
許
制
度
の
廃
止
を
提
唱
し
て
い
る
。

（
2
）　

米
国
の
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の
動
向
を
紹
介
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
北
岡
弘
樹
＝
遠
山
敬
彦
「
米
国
特
許
法
改
正
の
動
向
に
つ
い
て
」
特
許
研

究
四
〇
号
四
八
頁
（
二
〇
〇
五
年
）、
北
岡
浩
「
米
国
に
お
け
る
特
許
制
度
リ
フ
ォ
ー
ム
の
動
向
」
知
財
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
六
二
号
二
六
頁
（
二
〇
〇
五
年
）、
服
部
健

一
「
米
国
特
許
法
改
正
案
概
要
と
動
向
」
知
財
管
理
五
六
巻
一
二
号
一
八
二
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
ジ
ョ
ン
・
ト
ー
マ
ス
「P

atent R
eform

 in the 110th 

C
ongress: P

rospects for the F
uture

」
知
財
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
七
〇
号
七
八
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
山
口
洋
一
郎
「
米
国
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
特
許
制
度
改
革
―
ラ

イ
セ
ン
ス
契
約
存
在
下
の
特
許
無
効
・
非
侵
害
確
認
訴
訟
の
提
訴
権
を
認
め
たM

edIm
m

une v. G
enentech

判
決
―
」
パ
テ
ン
ト
六
〇
巻
九
号
四
一
頁
（
二
〇
〇
七

年
）、
同
「
米
国
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
特
許
制
度
改
革
―
米
国
進
歩
性
判
断
基
準
を
定
め
たK

SR
 v. Teleflex

判
決
及
び
マ
ス
タ
ー
・
デ
ィ
ス
ク
は
侵
害
対
象
た
る

　
（
二
二
三
五
）
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輸
出
部
品
に
該
当
し
な
い
と
し
たM

icrosoft v. A
T

&
T

判
決
―
」
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
五
二
巻
七
号
四
二
六
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
米
国
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
特
許
制

度
改
革
―
方
法
特
許
権
の
消
尽
に
よ
り
ラ
イ
セ
ン
ス
外
の
第
三
者
の
行
為
の
非
侵
害
を
認
め
たQ

uanta v. L
G

E

判
決
―
」
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
五
三
巻
一
一
号
六
九
〇
頁
（
二

〇
〇
八
年
）、
同
「
米
国
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
に
お
け
る
特
許
制
度
改
革
―
意
匠
権
の
ク
レ
ー
ム
解
釈
に
お
け
る
公
知
意
匠
の
役
割
を
明
瞭
に
し
たE

gyptian G
oddes v. 

Sw
issa

大
法
廷
判
決
―
」
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
五
四
巻
一
号
六
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
米
国
に
お
け
る
特
許
制
度
改
革
―
米
国
議
会
に
お
け
る
特
許
法
改
正
の
動
向
と
Ｃ

Ａ
Ｆ
Ｃ
の
タ
フ
ァ
ス
対
ド
ー
ル
判
決
の
影
響
―
」
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
五
四
巻
七
号
四
二
九
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ダ
ス
＝
土
井
悦
生
「
米
国
特
許
制
度
改
革

の
現
状
と
課
題
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
二
一
号
四
二
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
中
槇
利
明
「
米
国
に
お
け
る
特
許
制
度
改
革
の
動
向
」
特
許
研
究
五
〇
号
五
七
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、

井
関
涼
子
「
米
国
に
お
け
る
有
効
性
判
断
」
パ
テ
ン
ト
六
三
巻
別
冊
二
号
二
一
四
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
服
部
健
一
「
米
国
特
許
法
改
革
案
の
変
遷
と
現
状
」
特
技
懇

二
五
九
号
二
〇
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
3
）　

松
尾
陽
「
法
解
釈
方
法
論
に
お
け
る
制
度
論
的
転
回
（
一
）
―
近
時
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
解
釈
方
法
論
の
展
開
を
素
材
と
し
て
―
」
民
商
法
雑
誌
一
四
〇
巻
一
号
三

九
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
4
）　

藤
谷
武
史
「『
よ
り
良
き
立
法
』
の
制
度
論
的
基
礎
・
序
説
―
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
『
立
法
』
の
位
置
づ
け
を
手
が
か
り
に
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
七
号
一
七

九
〜
一
八
〇
頁
（
二
〇
一
〇
年
）、
松
尾
・
前
掲
注
3
）
三
八
〜
三
九
頁
。

（
5
）　

松
尾
・
前
掲
注
3
）
三
八
頁
。
な
お
、「
制
度
論
的
転
回
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
米
国
公

法
学
者
の
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
（A

drian V
erm

eule
）
の
考
案
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。A

D
R

IA
N

 V
E

R
M

E
U

L
E

, JU
D

G
IN

G
 U

N
D

E
R

 U
N

C
E

R
T

A
IN

T
Y: 

A
N

 IN
ST

IT
U

T
IO

N
A

L
 T

H
E

O
R

Y O
F

 L
E

G
A

L
 IN

T
E

R
P

R
E

T
A

T
IO

N
 C

h.3

（2006

）.

（
6
）　

以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
藤
谷
武
史
「
プ
ロ
セ
ス
・
時
間
・
制
度
―
新
世
代
法
政
策
学
研
究
の
た
め
の
一
試
論
―
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
一
号
五
一
〜
五
三

頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
藤
谷
・
前
掲
注
4
）
一
六
六
頁
以
下
、
松
尾
・
前
掲
注
3
）
三
六
頁
以
下
、
松
尾
陽
「
法
解
釈
方
法
論
に
お
け
る
制
度
論
的
転
回
（
二
・
完
）

―
近
時
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
解
釈
方
法
論
の
展
開
を
素
材
と
し
て
―
」
民
商
法
雑
誌
二
号
一
九
七
頁
以
下
（
二
〇
〇
九
年
）
の
分
析
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
一
九

三
〇
年
代
の
リ
ー
ガ
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
原
意
主
義
論
争
へ
と
至
る
米
国
憲
法
解
釈
方
法
論
の
展
開
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
整
理
と
し
て
、
大

河
内
美
紀
『
憲
法
解
釈
方
法
論
の
再
構
成
―
合
衆
国
に
お
け
る
原
意
主
義
論
争
を
素
材
と
し
て
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
〜
四
二
頁
も
参
照
。

（
7
）　

H
E

N
R

Y M
. H

A
R

T, JR
. &

 A
L

B
E

R
T

 M
. SA

C
K

S, T
H

E
 L

E
G

A
L

 P
R

O
C

E
SS: B

A
SIC

 P
R

O
B

L
E

M
S IN

 T
H

E
 M

A
K

IN
G

 A
N

D
 A

P
P

L
IC

A
T

IO
N

 O
F

 L
A

W
 

（W
illiam

 N
. E

skridge, Jr., &
 P

hilip P. F
rickey, eds., 1994

）. 

リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
学
派
の
所
説
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、W

illiam
 N

. E
skridge, Jr., &

 

P
hilip P. F

rickey, A
n

 H
is

to
r
ic

a
l a

n
d

 C
r
itic

a
l In

tr
o
d

u
c
tio

n
 to

 T
H

E
 L

E
G

A
L

 P
R

O
C

E
S

S
, in H

A
R

T
 &

 SA
C

K
S, s

u
p

r
a

.

の
ほ
か
、
常
本
照
樹
「
司
法
審

　
（
二
二
三
六
）
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五
九
九

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

査
と
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
―
ア
メ
リ
カ
で
の
司
法
の
機
能
に
関
す
る
理
論
的
発
展
―
」
北
大
法
学
論
集
三
一
巻
二
号
七
〇
一
頁
（
一
九
八
〇
年
）、
高
見
勝
利
「『
よ

り
良
き
立
法
』
へ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
―
ハ
ー
ト
・
サ
ッ
ク
ス
〝T

H
E

 L
E

G
A

L
 P

R
O

C
E

S
S

〞
再
読
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
九
号
一
一
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
8
）　

批
判
法
学
（C

ritical L
egal Studies

）
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
デ
ヴ
ィ
ド
・
ケ
ア
リ
ズ
編
〔
松
浦
好
治
＝
松
井
茂
記
編
訳
〕『
政
治
と
し
て
の
法
―
批
判
的
法
学

入
門
―
』（
風
行
社
、
一
九
九
一
年
）、
松
井
茂
記
「
批
判
的
法
学
研
究
の
意
義
と
課
題
（
一
）（
二
・
完
）」
法
律
時
報
五
八
巻
九
号
一
二
頁
・
一
〇
号
七
八
頁
（
一
九

八
六
年
）、
同
「
批
判
的
法
学
研
究
の
意
義
と
課
題
」
ア
メ
リ
カ
法
﹇
一
九
八
七
﹈
一
頁
、
内
田
貴
『
契
約
の
再
生
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）
Ⅴ
章
、
中
山
竜
一
『
二

十
世
紀
の
法
思
想
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
五
〜
一
五
九
頁
を
参
照
。

（
9
）　

藤
谷
・
前
掲
注
6
）
四
七
頁
。
な
お
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
と
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
に
は
、
法
解
釈
方
法
論
に
関
す
る
共
著
の
論
文
も
あ
る
。C

ass R
. Sunstein and 

A
drian V

erm
eule, In

te
r
p

r
e
ta

tio
n

 a
n

d
 In

s
titu

tio
n

s, 101 M
IC

H
. L

. R
E

V. 885 

（2003

）.

（
10
）　

C
ass R

. Sunstein, 
In

c
o
m

p
le

te
ly

 
T

h
e
o
r
iz

e
d

 
A

g
r
e
e
m

e
n

ts, 108 H
A

R
V. L

. R
E

V. 1733 

（1995

）; C
A

SS R
. SU

N
ST

E
IN

, O
N

E
 C

A
SE

 A
T

 A
 T

IM
E

: 

JU
D

IC
A

L
 M

IN
IM

A
L

ISM
 O

N
 T

H
E

 SU
P

R
E

M
E

 C
O

U
R

T
 

（1999

）. 

サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
法
解
釈
方
法
論
（
司
法
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
）
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
例
え
ば
、

早
瀬
勝
明
「
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
解
釈
と
理
論
」
阪
大
法
学
五
一
巻
六
号
一
五
三
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
金
澤
孝
「C

ass R
. Sunstein

の
司
法
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
関

す
る
一
考
察
（
一
）
〜
（
四
・
完
）」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
〇
九
号
二
五
頁
、一
一
〇
号
八
一
頁
、一
一
一
号
五
一
頁
、一
一
二
号
二
九
頁
（
二
〇
〇
四
年
）、

松
尾
・
前
掲
注
6
）
一
九
九
〜
二
一
〇
頁
、
藤
谷
・
前
掲
注
6
）
四
六
〜
四
九
頁
を
参
照
。

（
11
）　

A
D

R
IA

N
 V

E
R

M
E

U
L

E
, JU

D
G

IN
G

 U
N

D
E

R
 U

N
C

E
R

T
A

IN
T

Y: A
N

 IN
ST

IT
U

T
IO

N
A

L
 T

H
E

O
R

Y O
F

 L
E

G
A

L
 IN

T
E

R
P

R
E

T
A

T
IO

N
 

（2006

）. 

同
書
の
批
判

的
な
書
評
と
し
て
、W

illiam
 N

. E
skridge, Jr., B

o
o
k
 R

e
v
ie

w
: N

o
 F

r
ills

 T
e
x

u
a

lis
m

, 119 H
A

R
V. L

. R
E

V. 2041 

（2006

）。
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル
の
法
解
釈
方

法
論
（
司
法
形
式
主
義
）
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
例
え
ば
、
佐
藤
智
晶
「
学
界
展
望
：
英
米
法
」
国
家
学
会
雑
誌
一
二
〇
巻
一
＝
二
号
一
九
〇
〜
一
九
二
頁
（
二
〇

〇
七
年
）、
松
尾
・
前
掲
注
6
）
二
一
〇
〜
二
一
八
頁
、
藤
谷
・
前
掲
注
6
）
四
六
〜
四
九
頁
を
参
照
。

（
12
）　

John R
. T

hom
as, F

o
r
m

a
lis

m
 
a

t 
th

e
 
F

e
d

e
r
a

l 
C

ir
c
u

it, 52 A
M

. U
. L

. R
E

V. 771 

（2003

）; A
rti K

. R
ai, E

n
g
a

g
in

g
 
F

a
c
ts

 
a

n
d

 
P

o
lic

y
: 

A
 
M

u
lti-

In
s
titu

tio
n

a
l A

p
p

r
o
a

c
h

 to
 P

a
te

n
t S

y
s
te

m
 R

e
fo

r
m

, 103 C
O

L
U

M
. L

. R
E

V. 1035, 1103-1110 

（2003

）.

（
13
）　

T
hom

as, s
u

p
r
a

 note 12, at 774-775.

（
14
）　

ル
ー
ル
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
比
較
優
位
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、L

ouis K
aplow

, R
u

le
s
 
V

e
r
s
u

s
 
S

ta
n

d
a

r
d

s
: 

A
n

 
E

c
o
n

o
m

ic
 
A

n
a

ly
s
is, 42 D

U
K

E
 

L
.J. 557 

（1992

）; C
ass R

. Sunstein, P
r
o
b
le

m
s
 W

ith
 R

u
le

s, 83 C
A

L
. L

. R
E

V. 953 
（1995

）; E
ric A

. P
osner, S

ta
n

d
a

r
d

s
, R

u
le

s
, a

n
d

 S
o
c
ia

l N
o
r
m

s, 

21 H
A

R
V. J. L

. &
 P

U
B

. P
O

L
'Y 101 

（1997

）; R
ussell B

. K
orobkin, B

e
h

a
v
io

r
a

l 
A

n
a

ly
s
is

 
a

n
d

 
L

e
g
a

l 
F

o
r
m

: 
R

u
le

s
 
v
s
. 

S
ta

n
d

a
r
d

s
 
R

e
v
is

ite
d

, 79 

　
（
二
二
三
七
）
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六
〇
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

O
R

. L
. R

E
V. 23 

（2000

）; 

森
田
果
「
国
際
私
法
の
経
済
分
析 

最
密
接
関
係
地
法
―
国
際
私
法
と
〝R

ules versus Standards

〞
―
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
五
号
六

六
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
15
）　

T
hom

as, s
u

p
r
a

 note 12.

（
16
）　

State Street B
ank v. Signature F

inancial G
roup., 149 F.3d 1368 

（F
ed.C

ir. 1998

）.

（
17
）　

F
esto C

orp. v. Shoketsu K
inzoku K

ogyo K
abushiki C

o., 234 F.3d 558 

（F
ed.C

ir. 2000

） （en banc

）, v
a

c
a

te
d

 by 535 U
.S. 722 

（2002

）.

（
18
）　

Johnson &
 Johnston A

ssociates, Inc. v. R
.E

. Service C
o., Inc., 285 F.3d 1046 

（F
ed.C

ir. 2001

） （en banc

）.

（
19
）　

L
inear Tech. C

orp. v. M
icrel Inc., 275 F.3d 1040 

（F
ed.C

ir. 2001

）.

（
20
）　

In re Sang Su L
ee., 277 F.3d 1338 

（F
ed.C

ir. 2002

）.

（
21
）　

T
hom

as, s
u

p
r
a

 note 12, at 778-792.

（
22
）　

D
an L

. B
urk and M

ark A
. L

em
ley, P

o
lic

y
 L

e
v
e
r
s
 in

 P
a

te
n

t L
a

w
, 89 VA

. L
. R

E
V. 1575 

（2003

） ﹇
山
崎
昇
訳
「
特
許
法
に
お
け
る
政
策
レ
バ
ー
（
一
）

（
二
・
完
）」
知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
一
四
号
四
五
頁
・
一
五
号
五
三
頁
（
二
〇
〇
七
年
）﹈
邦
訳
（
二
・
完
）
一
〇
八
頁
は
、「
こ
の
特
許
政
策
の
策
定
に
対
す
る

抵
抗
は
、
一
つ
に
は
、
消
極
主
義
の
論
者
の
哲
学
を
実
証
す
る
司
法
の
抑
制
に
対
す
る
称
賛
す
べ
き
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

（
23
）　

B
urk &

 L
em

ley

・
前
掲
注
22
）（
二
・
完
）
一
〇
四
頁
。
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
政
策
を
扱
う
特
許
法
領
域
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
論
者
と
し
て
は
他
に
も
、

T
hom

as, 
s
u

p
r
a

 note 12; R
ai, 

s
u

p
r
a

 note 12
が
い
る
。
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
自
身
も
、
一
方
で
は
多
元
的
な
価
値
対
立
の
時
代
に
お
け
る
民
主
政
治
の
可
能
性
を
重

視
し
つ
つ
、
他
方
で
リ
ス
ク
行
政
に
お
け
る
制
定
法
の
恣
意
的
な
規
制
を
抑
制
し
、
費
用
便
益
分
析
に
枠
づ
け
ら
れ
た
行
政
の
ル
ー
ル
設
定
へ
と
置
き
換
え
る
べ
き

こ
と
を
提
唱
す
る
な
ど
、
問
題
領
域
・
性
質
ご
と
に
制
度
配
置
を
柔
軟
に
構
想
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、
藤
谷
・
前
掲
注
4
）
一
八
四
頁
注
106
）。

（
24
）　

B
urk &

 L
em

ley

・
前
掲
注
22
）（
二
・
完
）
一
〇
三
〜
一
〇
四
・
一
〇
八
〜
一
一
〇
頁
、T

hom
as, 

s
u

p
r
a

 note 12, at 796-809; R
ai, 

s
u

p
r
a

 note 12, at 

1115-1122.

（
25
）　

連
邦
最
高
裁
に
よ
る
特
許
事
件
の
受
理
件
数
（
口
頭
審
理
を
行
う
と
し
た
決
定
件
数
）
は
、
一
九
八
二
年
に
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
が
設
立
さ
れ
て
以
降
、
最
初
の
一
〇
年
は

三
件
の
み
で
あ
り
、
次
の
一
〇
年
も
九
件
ほ
ど
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
詳
し
く
は
、
鳥
澤
孝
之
「
知
的
財
産
権
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
管
轄
―
日
米
の
裁
判
所
制
度
の

比
較
を
通
じ
て
―
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
二
〇
〇
九
年
七
月
号
六
二
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
泉
卓
也
「
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
を
巡
る
論
戦
は
甦
る
―
専
属
管
轄
の
考
察
を
中
心
に
―
」

特
技
懇
二
五
二
号
一
一
一
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
26
）　

特
許
事
件
を
積
極
的
に
受
理
し
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
判
断
を
次
々
と
是
正
す
る
連
邦
最
高
裁
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、M

atthias L
eistner and M

anuel 

　
（
二
二
三
八
）
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号

K
leinem

enke, T
h

e
 Im

p
a

c
t o

f In
s
titu

tio
n

a
l D

e
s
ig

n
 o

n
 th

e
 D

e
v
e
lo

p
m

e
n

t o
f P

a
te

n
t L

a
w

: P
a

te
n

ta
b
ility

 o
f C

o
m

p
u

te
r
 P

r
o
g
r
a

m
s
 a

n
d

 B
u

s
in

e
s
s
 

M
e
th

o
d

s
 in

 E
u

r
o
p

e
 a

n
d

 th
e
 U

n
ite

d
 S

ta
te

s
 o

f A
m

e
r
ic

a
 a

s
 a

 T
o
p

ic
a

l E
x

a
m

p
le, 

知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
（
近
刊
）、
藤
野
仁
三
「
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
物
語
―

栄
光
の
日
々
と
落
日
」
情
報
管
理
四
五
巻
一
一
号
七
六
四
〜
七
六
九
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、T

im
othy J. M

alloy, P
atrick V. B

radley &
 Joseph M

. P
ennell

〔
越

河
勉
訳
〕「
米
国
最
高
裁
判
所
は
、
如
何
に
し
て
特
許
法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
」
特
技
懇
二
四
四
号
一
〇
一
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
竹
中

俊
子
「
米
国
に
お
け
る
知
的
財
産
訴
訟
の
現
状
と
展
望
」
渋
谷
達
紀
ほ
か
編
『
知
財
年
報
二
〇
〇
八
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）
一
八
九
〜
一
九
〇
頁
、
泉
・
前

掲
注
25
）
一
一
一
・
一
二
四
頁
、
鳥
澤
・
前
掲
注
25
）
六
二
頁
、Sean M

. M
cG

inn &
 Joseph P. H

rutka

〔
平
田
忠
雄
監
訳
〕「
連
邦
巡
回
控
訴
裁
判
所
（
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
）

判
決
を
覆
す
連
邦
最
高
裁
判
所
の
最
近
の
動
向
―
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
無
力
化
し
た
の
か
―
」
パ
テ
ン
ト
六
三
巻
七
号
四
四
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
27
）　

State Street B
ank v. Signature F

inancial G
roup., 149 F.3d 1368 

（F
ed.C

ir. 1998

）.

（
28
）　

U
SP

T
O

, P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 A

N
D

 A
C

C
O

U
N

T
A

B
IL

IT
Y R

E
P

O
R

T
: F

ISC
A

L
 YE

A
R

 2010

のF
iscal Year 2010 U

SP
T

O
 W

orkload T
ables, T

able 4 P
atent 

P
endency Statistics

に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
度
の
平
均
審
査
期
間
は
三
五
・
三
ヶ
月
で
あ
る
。
な
お
、
一
九
九
七
年
度
に
は
二
二
・
二
ヶ
月
で
あ
っ
た
。
九
〇
年

代
後
半
以
降
、
平
均
審
査
期
間
は
長
期
化
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。

（
29
）　

例
え
ば
、John R

. A
llison and M

ark A
. L

em
ley, T

h
e
 G

r
o
w

in
g
 C

o
m

p
le

x
ity

 o
f th

e
 U

n
ite

d
 S

ta
te

s
 P

a
te

n
t S

y
s
te

m
, 82 B

.U
.L

. R
E

V. 77, 135 

（2002

）

（
平
均
一
八
時
間
と
指
摘
）; John R

. T
hom

as, C
o
llu

s
io

n
 a

n
d

 C
o
lle

c
tiv

e
 A

c
tio

n
 in

 th
e
 P

a
te

n
t S

y
s
te

m
: A

 P
r
o
p

o
s
a

l fo
r
 P

a
te

n
t B

o
u

n
tie

s, 2001 U
. 

IL
L

. L
. R

E
V. 305, 324

（
平
均
一
六
〜
一
七
時
間
と
指
摘
）
な
ど
を
参
照
。

（
30
）　

B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, s
u

p
r
a

 note 1, at 23.

（
31
）　

Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
特
許
査
定
率
が
高
い
こ
と
の
構
造
的
要
因
を
分
析
し
、
現
在
の
特
許
審
査
官
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
構
造
が
特
許
付
与
に
傾
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
も
の
と
し
て
、A

rti K
. R

ai, A
d

d
r
e
s
s
in

g
 th

e
 P

a
te

n
t G

o
ld

 R
u

s
h

: T
h

e
 R

o
le

 o
f D

e
fe

r
e
n

c
e
 to

 P
T

O
 P

a
te

n
t D

e
n

ia
ls, 2 W

A
SH

. U
. J. L

. &
 P

O
L

’Y 

199, 218 

（2000

）; M
ark A

 L
em

ley and B
haven Sam

pat, Is
 th

e
 P

a
te

n
t O

ffic
e
 a

 R
u

b
b
e
r
 S

ta
n

m
p

?, 58 E
M

O
R

Y. L
.J. 181 

（2008

）; R
. 

ポ
ー
ク
・
ワ
グ

ナ
ー
「
特
許
の
品
質
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
」
知
財
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
七
六
号
六
三
頁
（
二
〇
〇
九
年
）
等
を
参
照
。

（
32
）　

B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, s
u

p
r
a

 note 1, at 23-24.

（
33
）　

た
だ
し
、
特
許
出
願
の
急
増
が
も
た
ら
す
以
上
の
問
題
は
構
造
的
な
も
の
で
あ
り
、
有
効
性
の
疑
わ
し
い
特
許
の
増
加
に
対
す
る
責
任
の
所
在
が
必
ず
し
も
Ｕ
Ｓ

Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
も
み
ら
れ
る
（B

U
R

K
 &

 L
E

M
L

E
Y, s

u
p

r
a

 note 1, at 25

）。
審
査
官
は
過
剰
な
審
査
負
担
に
よ
り
極
め
て
限
ら
れ
た

時
間
内
で
出
願
審
査
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
ま
た
特
許
の
付
与
を
優
先
し
よ
う
と
す
る
官
僚
主
義
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
審
査
官
に
働
く
限
り
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
が

　
（
二
二
三
九
）
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六
〇
二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

低
品
質
の
特
許
の
発
行
を
回
避
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。

（
34
）　

Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
「
連
邦
地
裁
及
び
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
知
財
関
連
訴
訟
件
数
の
推
移
（
一
九
九
四－

二
〇
〇
九
年
度
）」（http://w

w
w

.jetro.go.jp/w
orld/n_am

erica/us/ip/

new
s/pdf/100325.pdf

） 

二
頁
を
参
照
。
合
衆
国
裁
判
所
事
務
総
局
（A

dm
inistrative O

ffice of the U
nited States C

ourts

）
が
発
表
し
た
二
〇
〇
九
年
度
（
二

〇
〇
八
年
四
月
一
日
〜
二
〇
〇
九
年
三
月
三
一
日
）
の
知
的
財
産
関
連
訴
訟
統
計
（C2

）（http://w
w

w
.uscourts.gov/Statistics/F

ederalJudicialC
aseloadStatisti

cs.aspx
）
も
参
照
。

（
35
）　

B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, s
u

p
r
a

 note 1, at 26-27.

（
36
）　

パ
テ
ン
ト
・
シ
ケ
ッ
ツ
問
題
に
関
し
て
詳
し
く
は
、C

arl Shapiro, 
N

a
v
ig

a
tin

g
 
th

e 
P

a
te

n
t 

T
h

ic
k
e
t: 

C
r
o
s
s
 
L

ic
e
n

s
e
s
, 

P
a

te
n

t 
P

o
o
ls

 
a

n
d

 
S

ta
n

d
a

r
d

 

S
e
ttin

g, in 1 IN
N

O
VA

T
IO

N
 P

O
L

IC
Y A

N
D

 T
H

E
 E

C
O

N
O

M
Y, 119 

（A
dam

 Jaffee, Josh L
erner, and Scott Stern eds., 2001

）; Jam
es B

essen, P
a

te
n

t 

T
h

ic
k
e
ts

: 
S

tr
a

te
g
ic

 
P

a
te

n
tin

g
 

o
f 

C
o
m

p
le

x
 

T
e
c
h

n
o
lo

g
ie

s 

（R
O

I W
orking P

aper, 2003

）, available at http://w
w

w
. researchoninnovation.org/

thicket.pdf.

を
参
照
。

（
37
）　

具
体
的
に
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
特
許
の
訴
訟
頻
度
は
他
分
野
の
二
倍
以
上
、
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
特
許
に
つ
い
て
は
他
分
野
の
約
七
倍
に
の
ぼ
る
。
ま
た
、
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
や
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
特
許
は
比
較
的
新
た
な
特
許
対
象
で
あ
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
公
開
会
社
が
被
る
特
許
訴
訟
の
ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト
の
う
ち
三
八
％

も
の
割
合
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
、B

E
SSE

N
 &

 M
E

U
R

E
R

, s
u

p
r
a

 note 1, at C
h.9; 

拙
稿
「
米
国
特
許
制
度
の
破
綻
と
そ
の
対
応
策
」

ア
メ
リ
カ
法
﹇
二
〇
一
〇－

一
﹈
一
七
六
頁
参
照
。

（
38
）　

B
E

SSE
N

 &
 M

E
U

R
E

R
, s

u
p

r
a

 note 1, at 15-16, 138-144.

（
39
）　

M
arkm

an v. W
estview

 Instrum
ents, Inc., 517 U

.S. 370 
（1996

）.

（
40
）　

C
ybor C

orp v. FA
S Technologies, Inc. 138 F.3d 1448 

（1998
）.

（
41
）　

K
im

berly A
. M

oore, 
M

a
k
in

g
 
E

ig
h

t 
Y

e
a

r
s
 
L

a
te

r
: 

Is
 
C

la
im

 
C

o
n

s
tr

u
c
tio

n
 
M

o
r
e
 
P

r
e
d

ic
ta

b
le

?, 9 L
E

W
IS &

 C
L

A
R

K
 L

. R
E

V. 231, 233, 239 

（2005

）.

（
42
）　

John R
. A

llison and M
ark A

. L
em

ley, E
m

p
ir

ic
a

l E
v
id

e
n

c
e
 o

n
 th

e
 V

a
lid

ity
 o

f L
itig

a
te

d
 P

a
te

n
ts, 26 A

IP
L

A
 Q

.J. 185, 205-206, 251 

（1998

）.

（
43
）　

例
え
ば
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
連
邦
地
裁
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
州
東
部
地
区
連
邦
地
裁
に
提
訴
さ
れ
た
特
許
侵
害
訴
訟
に
つ
い
て
調

査
し
たC

hristopher A
. C

otropia and M
ark A

. L
em

ley, C
o
p

y
in

g
 in

 P
a

te
n

t L
a

w
, 87 N

.C
. L

. R
ev. 1421, 1439-1466 

（2009

）
は
、
故
意
侵
害
が
主
張
さ

れ
る
ケ
ー
ス
の
実
態
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
原
告
特
許
権
者
は
、
八
一
・
三
％
の
事
件
に
お
い
て
故
意
侵
害
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

　
（
二
二
四
〇
）
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六
二
巻
六
号

こ
の
う
ち
、
本
件
訴
訟
提
起
前
に
被
告
が
原
告
特
許
権
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
旨
主
張
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
三
一
・
一
％
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
、
原
告
特
許
権
へ
の

被
告
の
依
拠
性
（copying

）
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
一
三
・
三
七
％
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
故
意
侵
害
に
つ
い
て
裁
判
所
が
実
際
に
審
理
判
断
を
行
っ

た
事
件
の
う
ち
、原
告
特
許
権
へ
の
被
告
の
依
拠
性
が
主
張
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
二
五
・
九
七
％
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
約
七
割
を
超
え
る
被
告
（
被

疑
侵
害
者
）
は
、
特
許
権
者
の
技
術
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
独
自
に
技
術
開
発
を
行
っ
た
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
者
に
と
っ
て
、
特
許
制
度
か
ら
被

る
訴
訟
コ
ス
ト
は
極
め
て
大
き
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
製
薬
・
化
学
産
業
分
野
に
お
け
る
特
許
訴
訟
で
は
、
独
自
開
発
者
の
割
合
は
上
記
よ
り
も
低
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）　

パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
玉
井
克
哉
「
特
許
権
は
ど
こ
ま
で
『
権
利
』
か
―
権
利
侵
害
の
差
止
め
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
特
許
法
の
新

判
例
を
め
ぐ
っ
て
―
」
パ
テ
ン
ト
五
九
巻
九
号
五
二
〜
五
四
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
大
熊
靖
夫
ほ
か
「
米
国
、
日
本
、
台
湾
、
欧
州
に
お
け
る
パ
テ
ン
ト
ト
ロ
ー
ル
（
要

約
）」
特
技
懇
二
四
四
号
八
九
頁
（
二
〇
〇
七
年
）（
原
文
は
、Joe B

rennan, et al., 
P

a
te

n
t 

T
r
o
lls

 
in

 
th

e
 
U

.S
., 

J
a

p
a

n
, 

T
a

iw
a

n
 
a

n
d

 
E

u
r
o
p

e, C
A

SR
IP

 

N
ew

sletter V
ol. 13, Issu

e 2 
（2006

）, availab
le at h

ttp
://w

w
w

.law
.w

ash
in

gton
.ed

u
/C

asrip
/N

ew
sletter/d

efau
lt.asp

x
?year

＝2006&
article

＝

new
sv13i2B

rennanE
tA

l

）、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
知
財
政
策
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
『
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
に
向
け
た
新
知
財
政
策
』（
特
許
庁
、
二
〇
〇
八
年

八
月
）
一
一
七
〜
一
二
四
頁
（http://w

w
w

.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/innovation_m
eeting/report_japanese.pdf

）
を
参
照
。

（
45
）　

ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ
問
題
は
、
特
許
権
に
よ
る
標
準
化
の
阻
害
問
題
と
い
う
文
脈
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
和
久
井
理
子
『
技
術
標
準
を
め
ぐ
る
法
シ

ス
テ
ム
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
〇
年
）
一
五
八
頁
以
下
、
藤
野
仁
三
「
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ
問
題
に
関
す
る
米
国
判
例
の
展
開
」
知
財
管
理
五
九
巻
三
号
二
九
七
頁
（
二

〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
46
）　

ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ
問
題
が
と
く
に
深
刻
化
す
る
の
は
、
収
益
性
の
高
い
複
合
製
品
の
う
ち
の
一
部
品
を
カ
バ
ー
す
る
特
許
に
基
づ
い
て
終
局
的
差
止
め
が
行
わ
れ

る
場
合
で
あ
る
。
そ
う
し
た
複
合
製
品
の
販
売
を
行
う
企
業
は
、
そ
の
製
品
中
の
一
部
品
だ
け
で
も
差
止
め
を
受
け
る
と
、
少
な
く
と
も
当
分
の
間
は
、
当
該
製
品

全
体
の
販
売
能
力
を
失
っ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
よ
り
大
き
な
製
品
の
機
能
を
麻
痺
さ
せ
る
終
局
的
差
止
め
の
脅
威
は
、
特

許
の
正
当
な
経
済
的
貢
献
度
を
遙
か
に
超
え
た
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
交
渉
力
を
特
許
権
者
に
与
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
差
止
め
の
脅
威
が
も
た
ら
す
ホ
ー

ル
ド
ア
ッ
プ
問
題
や
過
大
な
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
交
渉
力
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、M

ark A
. L

em
ley and C

arl Shapiro, 
P

a
te

n
t 

H
o
ld

u
p

 
a

n
d

 
R

o
y

a
lty

 

S
ta

c
k
in

g, 85 T
E

X
. L

. R
E

V. 1991 

（2007

）; B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, s
u

p
r
a

 note 1, at 28-30

を
参
照
。

（
47
）　

B
E

SSE
N

 &
 M

E
U

R
E

R
, s

u
p

r
a

 note 1, at 138-146.

（
48
）　

A
rti K

. R
ai, A

llo
c
a

tin
g
 P

o
w

e
r
 o

v
e
r
 F

a
c
t-F

in
d

in
g
 in

 th
e
 P

a
te

n
t S

y
s
te

m
, 19 B

E
R

K
E

L
E

Y T
E

C
H

. L
.J. 907 

（2004

）. R
ai, s

u
p

r
a

 note 12

も
参
照
。

　
（
二
二
四
一
）
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六
〇
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

（
49
）　

Id
., at 910-912.

（
50
）　

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、M

ark A
. L

em
ley, R

a
tio

n
a

l Ig
n

o
r
a

n
c
e
 a

t th
e
 P

a
te

n
t O

ffic
e, 95 N

W
. U

. L
. R

E
V. 1495, 1501, 1503-

06 
（2001

）。
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
均
等
論
の
本
質
的
部
分
の
要
件
に
つ
い
て
論
じ
る
我
が
国
の
研
究
と
し
て
、
田
村
善
之
「
均
等
論
に
お
け
る
本
質
的
部
分
の
要

件
の
意
義
―
均
等
論
は
「
真
の
発
明
」
を
救
済
す
る
制
度
か
？
―
」
同
『
特
許
法
の
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
六
七
頁
、
同
「
特
許
法
に
お
け
る
発
明
の
『
本

質
的
部
分
』
と
い
う
発
想
の
意
義
」
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
三
二
号
四
五
頁
（
二
〇
〇
八
年
）。

（
51
）　

R
ai, s

u
p

r
a

 note 48, at 912-917.

（
52
）　

Id
., at 917-919.

（
53
）　

Id
., at 921-922.

（
54
）　

T
hom

as, s
u

p
r
a

 note 12.

（
55
）　

例
え
ば
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
が
設
立
さ
れ
る
以
前
の
状
況
（
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
七
二
年
ま
で
の
期
間
）
を
調
査
し
たG

L
O

R
IA

 K
. K

O
E

N
IG

, PA
T

E
N

T
 

IN
VA

L
ID

IT
Y: A

 ST
A

T
IST

IC
A

L
 A

N
D

 SU
B

ST
A

N
T

IV
E

 A
N

A
LYSIS, 4-22 to 4-23 

（rev. ed., 1976

） 

に
よ
れ
ば
、
侵
害
訴
訟
で
有
効
性
が
争
わ
れ
た
特
許
の
う

ち
最
終
的
に
有
効
性
が
維
持
さ
れ
た
も
の
は
、
控
訴
審
全
体
で
平
均
す
る
と
約
三
一
％
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
一
〇
％
程
度
の
巡
回
区
も
あ
れ
ば
六
〇
％
以
上
の
巡
回

区
も
あ
る
な
ど
、
巡
回
区
ご
と
に
有
効
性
判
断
の
割
合
に
大
き
な
乖
離
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
56
）　

P
ub. L

. N
o. 97-164, 96 Stat. 25 

（ A
pril 2, 1982

）. 

大
渕
哲
也
『
特
許
審
決
取
消
訴
訟
基
本
構
造
論
』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
三
年
）
六
九
〜
七
〇
頁
、平
嶋
竜
太
「
ア

メ
リ
カ
の
知
的
財
産
関
連
訴
訟
に
お
け
る
専
門
家
の
参
加
」
知
的
財
産
訴
訟
外
国
法
制
研
究
会
『
知
的
財
産
訴
訟
制
度
の
国
際
比
較
』（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
一
号
、
商
事

法
務
、
二
〇
〇
三
年
）
二
九
〜
三
二
頁
、
泉
・
前
掲
注
25
）
一
一
六
頁
、
鳥
澤
・
前
掲
注
25
）
五
九
〜
六
〇
頁
参
照
。

（
57
）　

T
hom

as, s
u

p
r
a

 note 12, at 793-794.

（
58
）　

な
お
ト
ー
マ
ス
は
、
明
確
な
線
引
き
を
す
る
ル
ー
ル
は
裁
判
所
の
裁
量
を
減
ら
し
、
裁
判
結
果
の
予
測
性
を
高
め
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
問
題
領
域
に
よ

っ
て
は
形
式
主
義
が
望
ま
し
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。Id

., at 789-792.

（
59
）　

Id
., at 797-802.

（
60
）　

State Street B
ank v. Signature F

inancial G
roup., 149 F.3d 1368 

（F
ed.C

ir. 1998

）.

（
61
）　

T
hom

as, s
u

p
r
a

 note 12, at 804.

（
62
）　

Johnson &
 Johnston A

ssociates, Inc. v. R
.E

. Service C
o., Inc., 285 F.3d 1046 

（F
ed.C

ir. 2001

） （en banc

）.

　
（
二
二
四
二
）
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同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

（
63
）　

F
esto C

orp. v. Shoketsu K
inzoku K

ogyo K
abushiki C

o., 234 F.3d 558 

（F
ed.C

ir. 2000

） （en banc

）, v
a

c
a

te
d

 by 535 U
.S. 722 

（2002

）.
（
64
）　

T
hom

as, s
u

p
r
a

 note 12, at 805.
（
65
）　

B
urk &

 L
em

ley

・
前
掲
注
22
）。

（
66
）　

詳
し
く
は
、D

an L
. B

urk and M
ark A

. L
em

ley, 
Is

 
P

a
te

n
t 

L
a

w
 

T
e
c
h

n
o
lo

g
y

-S
p

e
c
ific

?, 17 B
E

R
K

E
L

E
Y T

E
C

H
. L

.J. 1155 

（2002

）; B
urk &

 

L
em

ley
・
前
掲
注
22
）（
一
）
五
一
〜
六
一
頁
を
参
照
。

（
67
）　

B
urk &

 L
em

ley

・
前
掲
注
22
）（
一
）
五
一
〜
六
一
頁
に
よ
れ
ば
、
議
会
は
ご
く
稀
に
し
か
行
動
を
起
こ
さ
な
い
う
え
、
い
っ
た
ん
ル
ー
ル
を
制
定
す
る
と
一
定
期

間
は
変
更
が
で
き
な
い
可
能
性
が
高
い
。
産
業
別
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
国
政
調
査
が
稀
に
し
か
実
施
さ
れ
ず
、
ま
た
実
施
し
た
と
し
て
も
非
生
産
的
な
結
果
し
か
得
ら

れ
な
い
と
い
う
事
態
は
想
像
に
難
く
な
い
と
い
う
。

（
68
）　

例
え
ば
、
従
来
は
相
互
に
関
連
性
の
な
か
っ
た
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
技
術
が
、
近
時
は
バ
イ
オ
イ
ン
フ
ォ
マ
テ
ィ
ク
ス
と
い
う
形
で
融
合
化

し
つ
つ
あ
る
。
バ
イ
オ
イ
ン
フ
ォ
マ
テ
ィ
ク
ス
で
は
、
遺
伝
子
構
造
の
特
定
及
び
予
測
の
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
モ
ー
ド
が
統
制
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

プ
ロ
テ
オ
ミ
ク
ス
で
は
、
タ
ン
パ
ク
質
の
構
築
及
び
実
験
を
行
う
た
め
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ッ
プ
が
使
用
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
、B

urk &
 L

em
ley

・
前
掲
注
22
）（
二
・

完
）
六
一
〜
六
二
頁
。

（
69
）　

バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
懸
念
が
顕
在
化
し
た
の
が
、
一
九
八
四
年
に
制
定
さ
れ
た
半
導
体
チ
ッ
プ
保
護
法
（Sem

iconductor C
hip 

P
rotection A

ct; 17 U
.S.C

. §§901-914. 

以
下
、
Ｓ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
い
う
）
で
あ
る
。

　
　
　

議
会
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
立
法
作
業
に
六
年
の
歳
月
を
費
や
し
、
多
数
の
議
論
を
重
ね
た
う
え
で
、
半
導
体
の
マ
ス
ク
ワ
ー
ク
の
模
倣
規
制
を
中
心
と
し
た
詳
細
な

ル
ー
ル
を
作
り
出
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
Ｓ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
め
ぐ
る
裁
判
例
は
極
め
て
少
な
く
（B

rooktree C
orp. v. A

dvanced M
icro D

e-vices, Inc., 705 

F.Supp. 491 

（S.D
. C

al. 1988

）, 757 F. Supp. 1088 

（S.D
.C

al. 1990

）, 977 F.2d 1555 

（F
ed. C

ir. 1992

）; A
nadigics, Inc. v. R

aytheon C
o., 903 F. Supp. 

615 

（S.D
.N

.Y. 1995

）; A
lteraC

orp. v. C
lear L

ogic, Inc., 424 F.3d 1079 

（9th C
ir. 2005

）
の
五
件
程
度
。
我
が
国
の
状
況
に
つ
き
、
大
渕
哲
也
ほ
か
『
知
的
財

産
法
判
例
集
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
三
七
三
〜
三
七
四
頁
〔
平
嶋
竜
太
執
筆
〕
参
照
）、
Ｓ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
そ
の
制
定
後
ほ
と
ん
ど
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
に
等
し

い
状
況
に
あ
る
。

　
　
　

そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
設
計
技
術
や
製
造
プ
ロ
セ
ス
技
術
が
急
速
に
発
展
し
、
半
導
体
チ
ッ
プ
の
設
計
開
発
方
法
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
マ

ス
ク
ワ
ー
ク
の
コ
ピ
ー
に
焦
点
を
当
て
る
Ｓ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
枠
組
み
自
体
が
古
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
詳
し
く
は
、R

obert L
. R

isberg, Jr., 
F

iv
e
 

Y
e
a

r
s
 

W
ith

o
u

t 

In
fr

in
g
e
m

e
n

t 
U

n
d

e
r
 

th
e
 

S
e
m

ic
o
n

d
u

c
to

r
 

C
h

ip
 

P
r
o
te

c
tio

n
 

A
c
t: 

U
n

m
a

s
k
in

g
 

th
e
 

S
p

e
c
te

r
 

o
f 

C
h

ip
 

P
r
iv

a
c
y

 
in

 
a

n
 

E
r
a

 
o
f 

D
iv

e
r
s
e
 

a
n

d
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六
〇
六

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

In
c
o
m

p
a

tib
le

 
P

r
o
c
e
s
s
 

T
e
c
h

n
o
lo

g
ie

s, 1990 W
IS

. L
. R

E
V

. 241, 256-266 

（1990

）; Joh
n

 G
. R

au
ch

, 
T

h
e
 

R
e
a

litie
s
 

o
f 

O
u

r
 

T
im

e
s
: 

T
h

e
 

S
e
m

ic
o
n

d
u

c
to

r
 C

h
ip

 P
r
o
te

c
tio

n
 A

c
t o

f 1
9

8
4
 a

n
d

 th
e
 E

v
o
lu

tio
n

 o
f th

e
 S

e
m

ic
o
n

d
u

c
to

r
 In

d
u

s
tr

y, 75 J. PA
T. &

 T
R

A
D

E
M

A
R

K
 O

F
F. SO

C
’Y 93, 

114-117 

（1993

）; 

平
嶋
竜
太
『
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｓ
Ｉ
の
保
護
法
制
』（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）
一
三
九
〜
一
四
一
頁
を
参
照
）。
産
業
固
有
の
法
律
は
、
あ
る
特
定
時
点

に
お
け
る
技
術
状
況
を
前
提
と
し
て
起
草
さ
れ
る
た
め
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
動
態
性
に
対
応
す
る
た
め
の
一
般
性
や
柔
軟
性
を
も
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
そ

の
た
め
、
法
律
が
陳
腐
化
し
て
有
効
に
機
能
し
な
い
と
い
う
結
果
に
終
わ
り
や
す
い
。
産
業
別
の
特
許
法
制
も
同
様
の
運
命
を
た
ど
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
と
い

う
の
が
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
の
主
張
で
あ
る
（B

urk &
 L

em
ley

・
前
掲
注
22
）（
二
・
完
）
六
二
〜
六
三
頁
）。

（
70
）　

B
urk &

 L
em

ley
・
前
掲
注
22
）（
二
・
完
）
六
三
頁
。

（
71
）　

こ
う
し
た
問
題
は
、「
規
制
の
虜
」（regulatory capture

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
規
制
の
虜
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｊ
・
ス
テ
ィ
グ
ラ
ー
〔
余
語

将
尊
＝
宇
佐
美
泰
生
訳
〕「
経
済
規
制
の
理
論
」
同
『
小
さ
な
政
府
の
経
済
学
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
一
年
）
一
七
九
頁
以
下
、
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｅ
・
ス
テ
ィ
グ

リ
ッ
ツ
＝
カ
ー
ル
・
Ｅ
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ
〔
藪
下
史
郎
ほ
か
訳
〕『
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
・
ミ
ク
ロ
経
済
学
（
第
三
版
）』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
六
年
）
四
二
六
頁
を

参
照
。

（
72
）　

B
urk &

 L
em

ley

・
前
掲
注
22
）（
二
・
完
）
六
四
頁
。
従
来
、
こ
の
よ
う
な
懸
念
は
著
作
権
法
に
対
し
て
提
示
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
著
作
権
法
に
つ
い
て
、
各

業
界
に
関
す
る
ル
ー
ル
と
例
外
で
肥
大
化
し
、
不
必
要
に
複
雑
か
つ
理
解
し
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
す
る
文
献
と
し
て
、JE

SSIC
A

 L
IT

M
A

N
, 

D
IG

IT
A

L
 C

O
P

YR
IG

H
T, 25, 29 

（2001

）; Jessica L
itm

an, T
h

e
 E

x
c
lu

s
iv

e
 R

ig
h

t to
 R

e
a

d
, 13 C

A
R

D
O

Z
O

 A
R

T
S &

 E
N

T. L
. J. 29, 34 

（1994

）; Jessica 

L
itm

an, R
e
v
is

in
g
 C

o
p

y
r
ig

h
t L

a
w

 fo
r
 th

e
 In

fo
r
m

a
tio

n
 A

g
e, 75 O

R
. L

. R
E

V. 19, 22-23 

（1996

）
参
照
。

（
73
）　

一
般
に
、
司
法
判
断
を
予
定
し
た
各
種
の
法
律
に
は
、
そ
の
ル
ー
ル
の
定
め
方
に
お
い
て
幅
が
あ
る
。
一
方
で
は
、
税
法
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
詳
細
な
ル
ー
ル
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
独
禁
法
の
よ
う
に
、
裁
判
官
に
対
し
て
幅
広
い
判
断
権
限
を
委
譲
し
て
い
る
タ
イ
プ
の
ル
ー
ル
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
意
味
で
は
、
特
許
法
は
税
法
よ
り
も
独
禁
法
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。B

urk &
 L

em
ley

・
前
掲
注
22
）（
二
・
完
）
六
五
頁
。

（
74
）　

バ
ー
ク
＝
レ
ム
リ
ー
に
よ
れ
ば
、彼
ら
の
提
唱
す
る
見
解
は
、「
司
法
積
極
主
義
」（judicial activism

）
の
推
奨
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
司
法
積
極
主
義
と
は
、

議
会
の
制
定
法
に
つ
い
て
違
憲
判
断
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
所
が
議
会
の
役
割
を
不
当
に
奪
う
こ
と
を
い
う
が
、
こ
う
し
た
司
法
積
極
主
義
と
彼
ら
の
提
案
は

次
の
点
で
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
が
制
定
し
た
規
定
の
な
か
に
は
、
司
法
に
よ
る
何
ら
か
の
裁
量
的
判
断
を
予
定
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
司
法
判
断
を

行
う
こ
と
は
裁
判
所
の
正
式
な
職
務
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、M

arbury v. M
adison, 5 U

.S. 
（1 C

ranch

） 137 

（1803

）
が
下
さ
れ
て
以
来
、
争
い
の
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
問
題
は
、
議
会
の
指
針
が
な
い
中
で
、
議
会
の
拒
否
権
の
制
約
の
も
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
（
二
二
四
四
）
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六
〇
七

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

バ
ー
ク
＝
レ
ム
リ
ー
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
司
法
が
そ
の
立
場
に
お
い
て
現
代
特
許
制
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
理
に
適
っ
た
行
為

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
中
で
も
、
産
業
ニ
ー
ズ
や
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
驚
く
べ
き
多
様
性
に
現
在
の
統
一
的
な
特
許
法
が
直
面
し
て

い
る
と
い
う
事
実
こ
そ
、
最
も
重
要
な
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
許
法
の
一
般
ル
ー
ル
の
適
用
に
際
し
て
、
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な
イ
ノ

ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
多
様
性
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
、
司
法
積
極
主
義
と
は
異
な
る
と
結
ん
で
い
る
。B

U
R

K
 &

 L
E

M
L

E
Y, s

u
p

r
a

 note 1, at 107-108.

（
75
）　

Id
., at 168.

（
76
）　

例
え
ば
、R

. P
olk W

agner, 
O

f 
P

a
te

n
ts

 
a

n
d

 
P

a
th

 
D

e
p

e
n

d
e
n

c
y

: 
A

 
C

o
m

m
e
n

t 
o
n

 
B

u
r
k
 
a

n
d

 
L

e
m

le
y, 18 B

E
R

K
L

E
Y T

E
C

H
. L

. J. 1341, 1359-

1360 

（2003
）; R

. P
olk W

agner, E
x

a
c
tly

 B
a

c
k
w

a
r
d

s
: E

x
c
e
p

tio
n

a
lis

m
 a

n
d

 th
e
 F

e
d

e
r
a

l C
ir

c
u

it, 54 C
A

SE
 W

. R
E

S. 749, 756 

（2004

）; Scott B
aker, 

B
o
o
k
 R

e
v
ie

w
: C

a
n

 th
e
 C

o
u

r
ts

 R
e
s
c
u

e
 U

s
 fr

o
m

 th
e
 P

a
te

n
t C

r
is

is
?
: T

h
e
 P

a
te

n
t C

r
is

is
 a

n
d

 H
o
w

 th
e
 C

o
u

r
ts

 C
a

n
 S

o
lv

e
 It. B

y
 D

a
n

 L
. B

u
r
k
 

a
n

d
 

M
a

r
k
 

A
. 

L
e
m

le
y, 88 T

E
X

. L
. R

E
V. 593, 607-610 

（2010

）
参
照
。
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（2003

）
の
議
論
に
直
接
向
け
ら
れ
た
批
判
で
は
な
い
が
、

Joseph F
arrell and R

obert P. M
erges,  In

c
e
n

tiv
e
s
 to

 C
h

a
lle

n
g
e
 a

n
d

 D
e
fe

n
d

 P
a

te
n

ts
: W

h
y

 L
itig

a
tio

n
 W

o
n

’t R
eliably F

ix P
atent O

ffice E
rrors 

and W
hy A

dm
inistrative P

atent R
eview

 M
ight H

elp, 19 B
E

R
K

E
L

E
Y T

E
C

H
. L

.J. 943 

（2004

）
も
参
照
。

（
77
）　

A
 R

E
P

O
R

T
 B

Y T
H

E
 F

E
D

E
R

A
L

 T
R

A
D

E
 C

O
M

M
ISSIO

N
, T

O
 P

R
O

M
O

T
E

 IN
N

O
VA

T
IO

N
: T

H
E

 P
R

O
P

E
R

 B
A

L
A

N
C

E
 O

F
 C

O
M

P
E

T
IT

IO
N

 A
N

D
 

PA
T

E
N

T
 L

A
W

 A
N

D
 P

O
L

IC
Y, 5 

（2003
）, available at http://w

w
w

.ftc.gov./os/2003/10/innovationrpt.pdf. 

Ｆ
Ｔ
Ｃ
報
告
書
の
要
約
版
の
翻
訳
と
し
て
、
米
国

連
邦
取
引
委
員
会
報
告
書
〔
田
上
麻
衣
子
訳
〕「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
に
向
け
て
：
競
争
並
び
に
特
許
法
及
び
政
策
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
の
在
り
方
（
エ
グ
ゼ
ク

テ
ィ
ブ
・
サ
マ
リ
ー
）」
特
許
研
究
四
〇
号
九
〇
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
同
報
告
書
の
簡
便
な
紹
介
と
し
て
、
北
岡
浩
「
ワ
シ
ン
ト
ン
便
り
」
知

財
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
五
六
号
六
三
〜
六
四
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
も
参
照
。

（
78
）　

Id
., at 5.

（
79
）　

Id
., at 11-12.

（
80
）　

ST
E

P
H

E
N

 A
. M

E
R

R
IL

L
, R

IC
H

A
R

D
 C

. L
E

V
IN

, A
N

D
 M

A
R

K
 B

. M
YE

R
S, E

D
IT

O
R

S, C
O

M
M

IT
T

E
E

 O
N

 IN
T

E
L

L
E

C
T

U
A

L
 P

R
O

P
E

R
T

Y R
IG

H
T

S IN
 

T
H

E
 K

N
O

W
L

E
D

G
E

-B
A

SE
D

 E
C

O
N

O
M

Y, N
A

T
IO

N
A

L
 R

E
SE

A
R

C
H

 C
O

U
N

C
IL

, A
 PA

T
E

N
T

 SYST
E

M
 F

O
R

 T
H

E
 21ST

 C
E

N
T

U
R

Y 

（2004

）, available 

at http://w
w

w
.nap.edu/catalog/10976.htm

l. 

Ｎ
Ａ
Ｓ
報
告
書
の
翻
訳
と
し
て
、Stephen A

. M
errill, R

ichard C
. L

evin, M
ark B

. M
yers

編
全
米
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
米
国
研
究
評
議
会
知
識
基
盤
経
済
に
お
け
る
知
的
財
産
権
に
関
す
る
委
員
会
〔
田
上
麻
衣
子
訳
〕「
二
一
世
紀
の
特
許
制
度
（
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
サ
マ
リ
ー
）」

特
許
研
究
三
九
号
七
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
同
報
告
書
の
簡
便
な
紹
介
と
し
て
、
北
岡
浩
「
ワ
シ
ン
ト
ン
便
り
」
知
財
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
五
八

　
（
二
二
四
五
）
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六
〇
八

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

号
六
〇
〜
六
三
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
も
参
照
。

（
81
）　

Id
., at 1-2.

（
82
）　

具
体
的
に
は
、
①
柔
軟
で
オ
ー
プ
ン
な
単
一
の
特
許
制
度
の
確
保
、
②
非
自
明
性
基
準
の
強
化
、
③
付
与
後
異
議
制
度
の
導
入
、
④
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
能
力
強
化
、
⑤

特
許
発
明
の
研
究
利
用
を
侵
害
責
任
か
ら
除
外
、
⑥
特
許
訴
訟
に
お
け
る
主
観
的
要
素
の
見
直
し
、
⑦
日
米
欧
の
特
許
制
度
の
調
和
（
先
願
主
義
へ
の
移
行
、
一
年

の
グ
レ
ー
ス
ピ
リ
オ
ド
の
維
持
、
ヒ
ル
マ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
の
撤
廃
、
公
開
制
度
の
例
外
撤
廃
、
非
公
開
の
先
願
を
新
規
性
要
件
に
の
み
適
用
、
ベ
ス
ト
モ
ー
ド
要

件
廃
止
等
）
で
あ
る
。

（
83
）　

例
え
ば
、Jam

es G
leick, P

atently A
bsurd, N

Y T
im

es, M
arch 12, 2000; P

atently R
idiculous 

（E
ditorial

）, N
Y T

im
es, M

arch 22, 2006, at A24; 

P
atently O

bvious 

（E
ditorial

）,W
all St. J., M

ay 3, 2007, at 16; P
atently A

bsurd 

（E
ditorial

）, W
all St. J.,M

arch 1, 2006, at A14; P
atently F

law
ed 

（E
ditorial

）, B
oston G

lobe, July 23, 2007, at A10; P
atently O

bvious, T
he E

conom
ist, M

ay 5, 2007

を
参
照
。

（
84
）　

こ
の
時
期
に
は
、
Ｆ
Ｔ
Ｃ
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
、
知
的
財
産
権
法
協
会
（
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｌ
Ａ
）
ら
が
共
催
で
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
随
時
開
催
す
る
と
い
っ
た
動
き
も
み
ら
れ
た
。

な
お
、
二
〇
〇
八
年
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
オ
バ
マ
上
院
議
員
（
民
主
党
）
のM

anifest

で
も
、
特
許
の
品
質
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。B

arack O
bam

a, 

C
o
n

n
e
c
tio

n
g
 a

n
d

 E
m

p
o
w

e
r
in

g
 A

ll A
m

e
r
ic

a
n

s
 th

r
o
u

g
h

 T
e
c
h

n
o
lo

g
y

 a
n

d
 In

n
o
v
a

tio
n

 

（2008

）（http://obam
a.3cdn.net/780e0e91ccb6cdbf6e_6u

dym
vin7.pdf

）.

　
　
　

R
eform

 the P
atent S

ystem
: A

 system
 that produces tim

ely, high-quality patents is essential for global com
petitiveness in the 21st century. 

B
y im

proving predictability and clarity in our patent system
, w

e w
ill help foster an environm

ent that encourages innovation. G
iving the P

atent 

and T
radem

ark O
ffice 

（P
T

O

） the resources to im
prove patent quality and opening up the patent process to citizen review

 w
ill reduce the 

uncertainty and w
asteful litigation that is currently a significant drag on innovation. W

ith better inform
ational resources, the P

atent and 

T
radem

ark O
ffice could offer patent applicants w

ho know
 they have significant inventions the option of a rigorous and public peer review

 that 

w
ould produce a "gold-plated" patent m

uch less vulnerable to court challenge. W
here dubious patents are being asserted, the P

T
O

 could 

conduct low
-cost, tim

ely adm
inistrative proceedings to determ

ine patent validity. A
s president, B

arack O
bam

a w
ill ensure that our patent law

s 

protect legitim
ate rights w

hile not stifling innovation and collaboration.

（
85
）　

Ｈ
．Ｒ
．二
七
九
五
法
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
北
村
＝
遠
山
・
前
掲
注
2
）
五
〇
頁
以
下
に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。
井
関
・
前
掲
注
2
）
二
二
四
〜
二
二
五
頁
に
は
、

そ
の
後
の
改
正
法
案
と
の
対
照
表
が
あ
り
、
参
考
に
な
る
。

　
（
二
二
四
六
）
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六
〇
九

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

（
86
）　

ま
た
、
二
〇
〇
七
年
の
第
一
一
〇
議
会
に
提
出
さ
れ
た
法
案
に
つ
い
て
も
、「
も
し
採
択
さ
れ
る
な
ら
ば
、
今
回
の
改
正
法
案
は
、
間
違
い
な
く
米
国
特
許
制
度
に

一
九
世
紀
以
来
最
大
の
全
面
的
な
改
革
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
ト
ー
マ
ス
・
前
掲
注
2
）
八
一
頁
。

（
87
）　

詳
し
く
は
、B

U
R

K
 &

 L
E

M
L

E
Y, s

u
p

r
a

 note 1, at 101

を
参
照
。

（
88
）　

例
え
ば
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
に
製
薬
・
バ
イ
オ
業
界
は
不
支
持
の
立
場
を
鮮
明
に
し
、
産
業
分
野
の
垣
根
を
越
え
た
四
三
六
社
の
企
業
・
団
体
の
連
名
で
、
法

案
反
対
の
書
簡
を
上
院
に
提
出
し
た
。
Ｉ
Ｔ
業
界
や
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
界
は
、
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
一
二
八
社
の
企
業
・
団
体
の
連
名
で
法
案
支
持
の
書
簡
を
直
ち

に
上
下
両
院
に
提
出
し
た
。

（
89
）　

Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ 
Ｎ
Ｙ 

中
槇
・
横
田
「『
特
許
改
革
法
案
二
〇
一
一
』
が
第
一
一
二
議
会
上
院
へ
上
程
さ
れ
る
」（http://w

w
w

.jetro.go.jp/w
orld/n_am

erica/us/ip/

new
s/pdf/110125.pdf

）。

（
90
）　

B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, s
u

p
r
a

 note 1, at 3-4.

（
91
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
は
、「
今
世
紀
の
初
め
の
頃
は
、
各
産
業
に
は
産
業
ご
と
に
違
っ
た
特
性
が
あ
り
、
特
許
制
度
を
違
っ
た
角
度
か
ら
見
て
い

る
の
だ
、
と
い
う
我
々
の
主
張
に
懐
疑
的
な
見
方
を
す
る
人
が
多
か
っ
た
が
、
今
や
そ
う
し
た
見
解
を
平
気
な
顔
で
唱
え
る
こ
と
は
誰
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と

感
慨
深
げ
に
述
懐
し
て
い
る
。Id

., at 101.

（
92
）　

Id
., at 102.

（
93
）　

Stacy Streur, 
T

h
e
 

e
B

a
y

 
E

ffe
c
t: 

T
o
u

g
h

e
r
 

S
ta

n
d

a
r
d

s
 

b
u

t 
C

o
u

r
ts

 
R

e
tu

r
n

 
to

 
th

e
 

P
r
io

r
 

P
r
a

c
tic

e
 

o
f 

G
r
a

n
tin

g
 

In
ju

n
c
tio

n
s
 

fo
r
 

P
a

te
n

t 

In
fr

in
g
e
m

e
n

t, 8 N
W

. J. T
E

C
H

. &
 IN

T
E

L
L

. P
R

O
P. 67, 67-68 

（2009

）
に
よ
れ
ば
、eB

ay

最
判
以
降
の
三
年
間
で
、
連
邦
地
裁
レ
ベ
ル
で
終
局
的
差
止
命
令

の
発
動
が
争
点
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
六
八
件
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
、
差
止
め
が
認
容
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
五
二
件
で
あ
り
、
残
り
の
一
二
件
で
は
終
局
的
差
止
め
の

付
与
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
後
者
の
ケ
ー
ス
を
概
観
す
る
と
、
原
告
特
許
権
者
が
不
実
施
で
あ
る
事
案
が
多
い
と
い
う
。M

iku H
. M

ehta

〔
事
務
局
訳
〕「eB

ay v. 

M
ercE

xchange

後
の
特
許
訴
訟
に
お
け
る
差
止
め
救
済
」
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
五
三
巻
八
号
四
九
二
頁
（
二
〇
〇
八
年
）、
平
嶋
竜
太
「
差
止
請
求
権
の
制
限
：
理
論
的
可

能
性
に
つ
い
て
の
考
察
」
日
本
工
業
所
有
権
法
学
会
年
報
三
三
号
五
三
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
島
並
良
「
知
的
財
産
権
侵
害
の
差
止
め
に
代
わ
る
金
銭
的
救
済
」
片
山

英
二
先
生
還
暦
記
念
『
知
的
財
産
法
の
新
し
い
流
れ
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
六
六
九
頁
も
参
照
。

（
94
）　

従
来
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
締
結
し
て
い
る
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
は
、
現
実
の
争
い
（adtual controversy

）
の
不
存
在
を
理
由
に
、
Ｄ
Ｊ
訴
訟
の
原
告
適
格
を
有
し

な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
立
場
を
覆
し
、
確
認
判
決
を
出
す
に
足
る
十
分
な
緊
急
性
と
現
実
性
の
あ
る
紛
争
が
存
す
る
限
り
、
ラ
イ
セ

ン
シ
ー
で
あ
っ
て
も
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
な
く
、
Ｄ
Ｊ
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
後
の
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
判
決
で
は
、
特

　
（
二
二
四
七
）
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六
一
〇

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

許
権
者
か
ら
侵
害
警
告
を
受
け
取
っ
た
者
は
Ｄ
Ｊ
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
確
認
さ
れ
て
お
り
（SanD

isk C
orp. v. ST

M
icroelectronics, Inc., 480 

F.3d 1372 

（F
ed.C

ir. 2007

））、
パ
テ
ン
ト
・
ト
ロ
ー
ル
対
策
と
し
て
Ｄ
Ｊ
訴
訟
を
活
用
す
る
途
が
開
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
95
）　

従
来
、
公
知
例
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
発
明
の
非
自
明
性
判
断
基
準
と
し
て
は
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
テ
ス
ト
（teaching, suggesting, m

otivation

）
が
用
い
ら
れ
、
後

知
恵
を
避
け
る
た
め
に
、
当
該
公
知
例
の
組
み
合
わ
せ
が
自
明
で
あ
る
旨
の
教
唆
、
示
唆
、
動
機
付
け
の
い
ず
れ
か
が
公
知
例
自
身
の
記
載
ま
た
は
そ
の
他
の
ソ
ー

ス
に
示
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
非
自
明
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
テ
ス
ト
自
体
は
違
法
と
判
断
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
す

べ
て
の
技
術
分
野
の
発
明
に
対
し
て
Ｔ
Ｓ
Ｍ
テ
ス
ト
を
硬
直
的
、
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
へ
の
強
い
懸
念
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
公
知
例
の
組
み
合
わ
せ
発
明
に
つ

い
て
は
寄
せ
集
め
以
上
の
相
乗
効
果
が
な
け
れ
ば
自
明
と
す
る
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
い
た
従
前
の
最
高
裁
判
例
を
引
用
し
、
そ
れ
を
自
明
な
発
明
の
例
と
し
て
提

示
し
た
。
ま
た
、
化
学
・
バ
イ
オ
分
野
に
お
け
る
選
択
発
明
の
取
得
を
容
易
な
ら
し
め
た
「
試
行
に
よ
る
自
明
」（O

bvious to try

）
法
理
に
つ
い
て
も
、
批
判
的
な

立
場
を
示
し
た
。

　
　
　

な
お
、
我
が
国
で
は
近
時
、
米
国
の
動
向
と
は
逆
に
、
Ｔ
Ｓ
Ｍ
テ
ス
ト
の
進
歩
性
要
件
へ
の
導
入
を
図
る
一
連
の
判
決
が
出
さ
れ
て
お
り
（
知
財
高
判
平
成
二
〇
・

一
二
・
二
五
判
時
二
〇
四
六
号
一
三
四
頁
﹇
レ
ー
ダ
﹈、
知
財
高
判
平
成
二
一
・
一
・
二
八
判
時
二
〇
四
三
号
一
一
七
頁
﹇
回
路
用
接
続
部
材
﹈）、
注
目
さ
れ
る
。
詳

し
く
は
、
飯
村
敏
明
「
特
許
訴
訟
に
お
け
る
進
歩
性
の
判
断
に
つ
い
て
」
第
二
東
京
弁
護
士
会
知
的
財
産
権
法
研
究
会
編
『
特
許
法
の
日
米
比
較
』（
商
事
法
務
、
二

〇
〇
九
年
）
一
七
九
頁
、平
嶋
竜
太
「
進
歩
性
要
件
評
価
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
『
技
術
的
課
題
』
の
意
義
」
パ
テ
ン
ト
六
三
巻
別
冊
第
三
号
二
四
頁
（
二
〇
一
〇
年
）。

（
96
）　

従
来
、
特
許
権
の
存
在
を
現
実
に
知
っ
た
者
は
当
該
特
許
の
侵
害
を
回
避
す
る
積
極
的
な
注
意
義
務
（affirm

ative duty of due care

）
を
負
う
と
さ
れ
、
そ
う

し
た
積
極
的
注
意
義
務
違
反
の
有
無
が
故
意
侵
害
の
認
定
基
準
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
大
法
廷
は
、
こ
の
基
準
を
破
棄
し
、
特
許
権
の
存
在
を
知
っ
た

者
の
取
る
行
為
が
客
観
的
に
無
謀
な
も
の
（objective recklessness

）
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
基
準
を
採
用
し
た
。
新
基
準
の
下
で
は
、
特
許
権
者
は
、
被
告
が
客

観
的
に
み
て
高
い
確
率
で
特
許
権
を
侵
害
す
る
と
知
り
な
が
ら
、そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
無
視
し
て
侵
害
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
は
故
意
侵
害
の
認
定
基
準
を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
も
の
と
い
え
る
。

（
97
）　

従
来
、
特
許
法
一
〇
一
条
の
下
で
、
い
か
な
る
「
プ
ロ
セ
ス
」
ク
レ
ー
ム
に
つ
い
て
特
許
適
格
性
を
認
め
る
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
有
用
で
、
具
体
的
で
、
か

つ
現
実
的
な
結
果
」（useful, concrete and tangible result

）
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
れ
ば
特
許
適
格
性
が
認
め
ら
れ
る
と
の
基
準
（State Street B

ank

事
件
Ｃ

Ａ
Ｆ
Ｃ
判
決
）
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
大
法
廷
は
、
こ
の
基
準
を
破
棄
し
、「
機
械
又
は
変
化
テ
ス
ト
」（M

achine-or-T
ransform

ation Test

）

を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
の
特
許
適
格
性
を
実
質
的
に
制
限
し
た
。
も
っ
と
も
、
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
大
法
廷
の
基
準
に
つ
い

て
は
採
用
せ
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
発
明
が
単
な
る
「
自
然
法
則
、
物
理
現
象
、
又
は
抽
象
的
な
概
念
」
で
あ
る
場
合
に
は
特
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。B

ilski

　
（
二
二
四
八
）
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六
一
一

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
方
法
に
関
す
る
ク
レ
ー
ム
が
単
に
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
特
許
出
願
を
拒
絶
し
た
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
大
法
廷
判
決
の
結
論
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
認
容
し
て
い
る
。

（
98
）　

二
〇
〇
三
年
二
月
に
公
表
さ
れ
た
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
「
二
一
世
紀
戦
略
計
画
」
に
つ
い
て
、http://w

w
w

.uspto.gov/w
eb/offices/com

/strat21/

stratplan_03feb2003.pdf

を
参
照
。
ま
た
、
同
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
同
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
に
つ
い
て
、http://w

w
w

.uspto.gov/w
eb/offices/com

/

strat21/action/actionpapers.htm

を
参
照
。

（
99
）　

中
槇
・
前
掲
注
2
）
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
100
）　

B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, s
u

p
r
a

 note 1.

（
101
）　

Id
., at 3-6.

（
102
）　

Id
., at 167-168. 

そ
こ
で
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
つ
い
て
特
許
政
策
の
策
定
を
担
う
自
信
と
専
門
知
識
を
備
え
た
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
は
言
い
難
い
と
評
価
し
て
い

る
。

（
103
）　

Id
., at 106-107, 168.

（
104
）　

Id
., at 107, 168.

（
105
）　

R
. P

olk W
agner, O

f 
P

a
te

n
ts

 
a

n
d

 
P

a
th

 
D

e
p

e
n

d
e
n

c
y

: 
A

 
C

o
m

m
e
n

t 
o
n

 
B

u
r
k
 
a

n
d

 
L

e
m

le
y, 18 B

E
R

K
L

E
Y T

E
C

H
. L

. J. 1341 

（2003

）; R
. P

olk 

W
agner, E

x
a

c
tly

 B
a

c
k
w

a
r
d

s
: E

x
c
e
p

tio
n

a
lis

m
 a

n
d

 th
e
 F

e
d

e
r
a

l C
ir

c
u

it, 54 C
A

SE
 W

. R
E

S. 749 

（2004

）.

（
106
）　

W
agner, O

f P
a

te
n

ts
 a

n
d

 P
a

th
 D

e
p

e
n

d
e
n

c
y, s

u
p

r
a

 note 105, at 1359; W
agner, E

x
a

c
tly

 B
a

c
k
w

a
r
d

s, s
u

p
r
a

 note 105, at 756.

（
107
）　

バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
三
）
の
論
旨
を
敷
衍
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
関
連
発
明
に
関
す
る
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
特
許
政
策

ル
ー
ル
は
、
非
自
明
性
要
件
の
基
準
を
低
く
設
定
し
て
比
較
的
容
易
に
特
許
の
取
得
を
認
め
る
一
方
、
開
示
要
件
の
基
準
を
高
く
設
定
し
て
特
許
の
保
護
範
囲
を
限

定
す
る
こ
と
で
、
多
数
の
狭
い
特
許
を
付
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
っ
た
特
許
政
策
で
あ
る
。
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
分
野
に
お
け
る
望

ま
し
い
特
許
政
策
と
は
、
ア
ン
チ
コ
モ
ン
ズ
の
問
題
を
最
小
化
す
る
一
方
で
、
不
確
実
性
の
高
い
商
業
的
開
発
に
向
け
た
投
資
を
促
す
た
め
に
発
明
者
に
対
し
十
分

な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
数
の
広
範
な
特
許
を
付
与
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
非
自
明
性
の
基
準
を
高
く
設

定
し
、
開
示
要
件
の
基
準
を
低
く
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
（B

urk &
 L

em
ley

・
前
掲
注
22
）（
二
・
完
）
一
一
一
〜
一
二
一
頁
）。

　
　
　

次
に
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
発
明
に
関
す
る
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
特
許
政
策
ル
ー
ル
は
、
非
自
明
性
要
件
の
基
準
を
高
く
設
定
し
て
特
許
の
取
得
を
難
し
く
す
る
一
方
、
開
示

要
件
の
基
準
を
低
く
設
定
し
て
保
護
範
囲
を
広
く
認
め
る
こ
と
で
、
少
数
の
広
範
な
特
許
を
付
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
誤
っ
た
特
許

　
（
二
二
四
九
）
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六
一
二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

政
策
で
あ
る
。
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
分
野
に
お
け
る
望
ま
し
い
特
許
政
策
と
は
、
累
積
的
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
漸
進
的
な
改

良
に
報
い
る
た
め
に
比
較
的
容
易
に
特
許
の
取
得
を
認
め
つ
つ
、
後
続
の
改
良
を
過
度
に
抑
制
し
な
い
よ
う
特
許
の
保
護
範
囲
は
狭
い
も
の
と
す
べ
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
非
自
明
性
の
基
準
を
や
や
低
く
設
定
し
、
開
示
要
件
の
基
準
を
や
や
高
く
設
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
（
同
上
一
二
五
〜
一
三
二
頁
）。

（
108
）　

W
agner, O

f P
a

te
n

ts
 a

n
d

 P
a

th
 D

e
p

e
n

d
e
n

c
y, s

u
p

r
a

 note 105, at 1342.

（
109
）　

W
agner, E

x
a

c
tly

 B
a

c
k
w

a
r
d

s, s
u

p
r
a

 note 105, at 755-56.

（
110
）　

レ
ム
リ
ー
自
身
、
別
の
論
文
に
お
い
て
、
商
標
法
の
分
野
で
は
こ
う
し
た
懸
念
が
妥
当
し
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。「
商
標
法
は
近
年
、
少
数
の
例
外
的
な
ケ
ー

ス
で
は
理
に
適
っ
た
新
た
な
法
的
ル
ー
ル
を
あ
ま
り
筋
の
通
ら
な
い
ケ
ー
ス
に
ま
で
広
く
一
般
に
適
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
急
速
に
拡
大
し
て
き
た
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
傾
向
は
自
然
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
議
会
が
一
部
の
商
標
権
者
を
保
護
す
る
新
た
な
法
律
を
制
定
す
れ
ば
、
商
標
権
者
は
皆
、
自
己
の
標
章
が
そ
の
新
た
な
グ

ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
望
む
だ
ろ
う
し
、
新
た
な
ル
ー
ル
の
追
加
的
な
保
護
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
様
に
、
も
し
裁
判
所
が
新

た
な
法
理
の
適
用
を
慎
重
に
制
限
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
法
理
は
い
つ
の
間
に
か
独
り
歩
き
を
始
め
る
で
あ
ろ
う
。」M

ark A
. L

em
ley, T

h
e
 
M

o
d

e
r
n

 
L

a
n

h
a

m
 
A

c
t 

a
n

d
 th

e
 D

e
a

th
 o

f C
o
m

m
o
n

 S
e
n

s
e, 108 YA

L
E

. L
. J. 1687, 1697-98 

（1999

）.

（
111
）　

W
agner, E

x
a

c
tly

 B
a

c
k
w

a
r
d

s, s
u

p
r
a

 note 105, at 756. W
agner, O

f P
a

te
n

ts
 a

n
d

 P
a

th
 D

e
p

e
n

d
e
n

c
y, s

u
p

r
a

 note 105, at 1359-60

も
参
照
。

（
112
）　

B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, s
u

p
r
a

 note 1, at 168.

（
113
）　

利
益
団
体
に
よ
る
レ
ン
ト
シ
ー
キ
ン
グ
な
ど
、
公
共
選
択
上
の
問
題
が
裁
判
所
に
も
及
び
う
る
こ
と
に
つ
き
、
例
え
ば
、E

iner E
lhauge, D

o
e
s
 In

te
r
e
s
t G

r
o
u

p
 

T
h

e
o
r
y

 J
u

s
tify

 M
o
r
e
 In

tr
u

s
iv

e
 J

u
d

ic
ia

l R
e
v
ie

w
, 101 YA

L
E

 L
.J. 31, 67-68 

（1991

）
を
参
照
。

（
114
）　

B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, 
s
u

p
r
a

 note 1, at 106. 

特
許
訴
訟
を
専
門
に
扱
う
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
の
特
性
と
公
共
選
択
問
題
の
関
係
に
つ
い
て
は
、R

ochelle C
ooper 

D
reyfuss, 

T
h

e
 
F

e
d

e
r
a

l 
C

ir
c
u

it: 
A

 
C

a
s
e
 
S

tu
d

y
 
in

 
S

p
e
c
ia

liz
e
d

 
C

o
u

r
ts, 64 N

.Y.U
. L

. R
E

V. 1, 14-15 

（1989

）; R
ochelle C

ooper D
reyfuss, 

T
h

e
 

F
e
d

e
r
a

l C
ir

c
u

it: A
 C

o
n

tin
u

in
g
 E

x
p

e
r
im

e
n

t in
 S

p
e
c
ia

liz
a

tio
n

, 54 C
A

SE
 W

. R
E

S. 769 

（2004

）
を
参
照
。

（
115
）　

B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, s
u

p
r
a

 note 1, at 5-6, 105.

（
116
）　

Id
., at 105-106. 

民
事
訴
訟
に
お
け
る
対
審
構
造
（
当
事
者
主
義
）
は
、
職
権
で
の
情
報
収
集
活
動
を
制
限
す
る
点
で
、
司
法
の
制
度
的
制
約
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
し
か
し
バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
（
二
〇
〇
九
）
は
、
む
し
ろ
裁
判
所
の
意
思
決
定
は
対
審
構
造
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
対

審
構
造
の
訴
訟
プ
ロ
セ
ス
は
、
専
門
家
証
言
を
含
め
て
関
連
性
の
あ
る
証
拠
を
両
当
事
者
が
開
示
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
生
み
だ
し
、
当
該
ケ
ー
ス
に
関
す
る
適

切
な
司
法
判
断
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
を
裁
判
官
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
訴
訟
の
複
雑
な
論
点
に
つ
い
て
裁
判
官
が
助
言
を
受
け
る
必
要

　
（
二
二
五
〇
）



米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展

 

六
一
三

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

が
あ
れ
ば
、
独
自
の
専
門
家
を
指
名
す
る
司
法
権
限
を
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
五
三
条
や
連
邦
証
拠
規
則
七
〇
六
条
は
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
司

法
に
よ
る
適
合
化
に
と
っ
て
民
事
訴
訟
の
対
審
構
造
は
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
が
、
彼
ら
の
見
解
で
あ
る
。Id

., at 104-105.
（
117
）　

Id
., at 167.

（
118
）　

特
許
の
出
願
か
ら
侵
害
に
至
る
ま
で
特
許
法
の
各
種
場
面
で
登
場
す
る
「
当
業
者
」
基
準
に
つ
い
て
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
応
じ
て
法
が
必
然
的
に
変
化
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
の
な
か
で
、
ケ
ー
ス
ご
と
の
技
術
関
係
に
対
す
る
法
的
抽
象
性
の
基
盤
を
特
許
法
に
提
供
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
見
解
と
し
て
、W

agner, 
O

f 

P
a

te
n

ts
 
a

n
d

 
P

a
th

 
D

e
p

e
n

d
e
n

c
y, 

s
u

p
r
a

 note 105, at 1342-43; 

島
並
良
「
特
許
法
に
お
け
る
当
業
者
の
概
念
」
神
戸
法
学
年
報
一
八
号
二
四
二
頁
（
二
〇
〇

二
年
）。
井
上
由
里
子
「
均
等
論
に
お
け
る
『
置
換
容
易
性
』
の
要
件
に
関
す
る
一
考
察
―
い
わ
ゆ
る
進
歩
性
説
の
検
討
―
」
牧
野
利
秋
判
事
退
官
記
念
『
知
的
財
産

法
と
現
代
社
会
』（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
）
六
二
五
頁
も
参
照
。

（
119
）　

B
U

R
K

 &
 L

E
M

L
E

Y, 
s
u

p
r
a

 note 1, at 107. 

Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
が
独
自
に
施
策
を
立
案
し
実
施
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
則
内
容
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
継

続
出
願
の
回
数
及
び
ク
レ
ー
ム
数
の
制
限
に
関
す
る
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
新
規
則
の
有
効
性
が
争
わ
れ
たT

afas v. D
oll

事
件
を
参
照
。
同
事
件
に
お
い
て
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
、

当
初
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
に
は
実
質
的
な
ル
ー
ル
の
制
定
権
限
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
手
続
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
特
許
法
等
の
法
令
に
違
反
し
な

い
範
囲
で
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
の
規
則
制
定
権
限
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
た
（http://w

w
w

.cafc.uscouts.gov/opinions/08-1352.pdf.

）。
し
か
し
、
そ

の
後
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｃ
は
大
法
廷
（en banc

）
に
よ
る
再
審
理
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
こ
れ
を
受
け
て
、
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ｔ
Ｏ
は
新
規
則
を
取
り
下
げ
た
。
同
事
件
に
つ
い
て
詳

し
く
は
、
中
槇
利
明
「
ワ
シ
ン
ト
ン
便
り
」
知
財
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
七
七
号
四
九
〜
五
〇
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
山
口
・
前
掲
注
2
）
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
五
四
巻
七
号
を
参
照
。

（
120
）　

Id
., at 168-169.

（
121
）　

バ
ー
ク
＆
レ
ム
リ
ー
は
、
各
種
産
業
の
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
時
間
と
と
も
に
変
化
す
る
動
態
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
時
間
中
立
的
な
静
的
モ
デ
ル
で
は
な
く
、
時
間
と
と
も
に
変
化
す
る
動
態
的
モ
デ
ル
と
し
て
産
業
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
捉
え
る
見
解
と
し
て
、C

larisa 

L
ong, P

a
te

n
ts

 a
n

d
 C

u
m

u
la

tiv
e
 In

n
o
v
a

tio
n

, 2 W
A

SH
. U

. J.L
. &

 P
O

L
’Y 229, 230 

（2000

）
を
参
照
。

（
122
）　

具
体
的
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
発
明
に
か
か
る
研
究
開
発
費
用
は
相
対
的
に
少
額
で
あ
り
、
ま
た
出
荷
ま
で
の
時
間
も
短
く
、
商
業
用
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
に
は
二
人
の
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
が
ガ
レ
ー
ジ
で
働
く
こ
と
で
足
り
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
八
〇
年
代
半
ば
以
降
、
オ
ペ
レ

ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
複
雑
化
す
る
に
つ
れ
て
コ
ー
ド
を
記
述
す
る
た
め
の
費
用
が
大
幅
に
上
昇
し
、
特
許
保
護
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
。

（
123
）　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
中
槇
・
前
掲
注
2
）
六
〇
頁
は
、
米
国
の
パ
テ
ン
ト
・
リ
フ
ォ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
立
法
、
行
政
、
司
法
が
多
角
的
か
つ
有
機
的
に
連
携
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
ユ
ー
ザ
ー
や
研
究
者
等
が
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
で
き
る
様
々
な
回
路
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
知
財
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成

　
（
二
二
五
一
）



米
国
特
許
法
学
に
お
け
る
制
度
論
的
研
究
の
発
展

 

六
一
四

同
志
社
法
学　

六
二
巻
六
号

と
進
化
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
124
）　

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
知
財
政
策
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
・
前
掲
注
44
）
四
頁
。
平
成
二
一
年
度
特
許
庁
産
業
財
産
権
制
度
問
題
調
査
研
究
報
告
書
『
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
創
出
に
資
す
る
知
的
財
産
権
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
知
的
財
産
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）（http://w

w
w

.jpo.go.jp/shiryou/

toushin/chousa/pdf/zaisanken/2009_01.pdf

）
も
参
照
。

（
125
）　

特
許
制
度
研
究
会
『
特
許
制
度
に
関
す
る
論
点
整
理
に
つ
い
て
―
特
許
制
度
研
究
報
告
書
―
』（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）（http://w

w
w

.jpo.go.jp/shiryou/toushin/

kenkyukai/pdf/tokkyoseidokenkyu/houkokusyo.pdf

）。
同
報
告
書
は
、「
知
的
財
産
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
に
伴
い
直
面
し
て
い
る
課
題
に
適
切
に
対
応
す
る
た

め
に
は
、
従
来
の
プ
ロ
・
パ
テ
ン
ト
の
姿
勢
を
維
持
し
つ
つ
も
、
我
が
国
の
政
策
が
世
界
に
及
ぼ
す
影
響
や
諸
外
国
と
の
制
度
・
運
用
の
調
和
に
留
意
し
、
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
が
よ
り
促
進
さ
れ
る
よ
う
な
知
的
財
産
制
度
を
設
計
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
（
四
頁
）。
片
山
英
二
＝
服
部
誠
「『
特

許
制
度
に
関
す
る
論
点
整
理
に
つ
い
て
―
特
許
制
度
研
究
会
報
告
書
―
』
の
概
要
と
今
後
の
課
題
」
Ｌ
＆
Ｔ
四
七
号
二
八
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
も
参
照
。

（
126
）　

産
業
構
造
審
議
会
知
的
財
産
政
策
部
会
・
特
許
制
度
小
委
員
会
報
告
書
『
特
許
制
度
に
関
す
る
法
制
的
な
課
題
に
つ
い
て
』（
二
〇
一
一
年
二
月
）（http://w

w
w

.jpo.

go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_15_paper/siryou_01.pdf

）。
同
報
告
書
は
「
は
じ
め
に
」
で
、
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ

る
知
的
財
産
の
活
用
の
重
要
性
の
高
ま
り
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
創
出
に
お
け
る
中
小
企
業
や
大
学
の
役
割
の
増
大
、
世
界
的
な
特
許
出
願
の
急
増
な
ど
、
近
年
の

知
的
財
産
を
取
り
巻
く
国
内
外
の
環
境
変
化
に
適
切
に
対
応
し
、
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
我
が
国
の
成
長
・
競
争
力
強
化
に
貢
献
す
る
た
め
に
は
、
特
許
制

度
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
と
の
基
本
認
識
を
提
示
し
て
い
る
。

（
127
）　

島
並
良
「
特
許
制
度
の
現
状
と
展
望
：
法
学
の
観
点
か
ら
」
知
的
財
産
研
究
所
二
十
周
年
記
念
『
岐
路
に
立
つ
特
許
制
度
』（
知
的
財
産
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
）
五

頁
以
下
。

（
128
）　

鈴
木
將
文
「
特
許
に
関
す
る
制
度
設
計
へ
の
一
視
座
―
瑕
疵
あ
る
特
許
の
規
律
の
観
点
―
」
二
〇
一
一
年
一
月
二
八
日
日
本
弁
理
士
会
中
央
研
究
所
関
西
部
会
・

審
判
制
度
研
究
会
報
告
レ
ジ
ュ
メ
三
〜
四
頁
を
参
照
。

（
129
）　

例
え
ば
、
田
村
善
之
「
知
的
財
産
法
政
策
学
の
試
み
」
知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
二
〇
号
一
四
〜
一
五
・
一
八
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
は
、
分
野
別
に
専
門
化
さ
れ

た
審
査
官
体
制
を
敷
く
特
許
庁
に
産
業
・
技
術
政
策
に
関
す
る
舵
取
り
役
を
期
待
し
た
う
え
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
ど
の

特
定
技
術
分
野
に
つ
い
て
特
許
庁
が
作
成
し
た
審
査
基
準
（
特
許
・
実
用
新
案
審
査
基
準
「
第
Ⅶ
部 

特
定
技
術
分
野
の
審
査
基
準
」）
に
関
し
て
は
、
司
法
に
よ
る
審

査
基
準
の
フ
ル
レ
ビ
ュ
ー
と
い
う
伝
統
的
な
法
治
主
義
モ
デ
ル
を
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
提
言
し
て
い
る
。
田
村
善
之
「
知
的
財
産
法
学
の
新
た
な
潮
流
―
プ

ロ
セ
ス
志
向
の
知
的
財
産
法
学
の
展
望
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
〇
五
号
三
〇
頁
注
50
）（
二
〇
一
〇
年
）
も
参
照
。

　
（
二
二
五
二
）


